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第１章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

1. 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第7条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を求めるため、

環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）を作成した旨及びその他の事項を公告し、方

法書及び要約書を公告の日から起算して1月間縦覧に供するとともに、インターネット利用に

より公表した。 

 

（1）公告の日 

令和3年2月8日（月） 

 

（2）公告の方法 

① 日刊新聞による公告 

令和3年2月8日（月）付で、下記の日刊紙に「お知らせ」公告を掲載した。 

・北國新聞（朝刊13面）  〔別紙1参照〕 

・北陸中日新聞（朝刊23面）  〔別紙1参照〕 

・読売新聞（朝刊27面）  〔別紙1参照〕 

 

② インターネットによるお知らせ 

令和3年2月8日（月）から、下記のウェブサイトに「お知らせ」を掲載した。 

・事業者ウェブサイトに掲載  〔別紙2参照〕 

・石川県ウェブサイトに掲載  〔別紙3参照〕 

・七尾市ウェブサイトに掲載  〔別紙4参照〕 

 

（3）縦覧場所 

下記の関係自治体庁舎において縦覧を行った。また、事業者のウェブサイトにおいて、イン

ターネットの利用により公表した。 

 

① 関係自治体庁舎での縦覧 

 ・石川県行政情報サービスセンター   

 ・七尾市役所情報公開コーナー   

 ・七尾市中島地区コミュニティセンター   

 ・七尾市中島地区コミュニティセンター釶打分館   

 ・志賀町役場環境安全課   

 ・志賀町役場富来支所   

 

② インターネットの利用による公表 

 ・事業者ウェブサイトにおける方法書及び要約書の公表  〔別紙2参照〕 

※石川県及び七尾市のウェブサイトに上記事業者ウェブサイトへのリンクを掲載すること

により、方法書及び要約書の参照を可能とした。   
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（4）縦覧期間 

期間：令和3年2月8日（月）～令和3年3月10日（水）まで（庁舎は土・日・祝日を除く） 

時間：庁舎は午前8時30分～午後5時15分まで 

※なお、インターネットの利用による公表は、上記の期間中、常時アクセス可能な状態とした。 

 

（5）縦覧者数 

縦覧者数（総数） 17名 （縦覧者名簿記載者数） 

（内訳） 

 ・石川県庁行政情報サービスセンター  なし 

 ・七尾市役所情報公開コーナー  15名 

 ・七尾市中島地区コミュニティセンター  なし 

 ・七尾市中島地区コミュニティセンター釶打分館  2名 

 ・志賀町役場環境安全課  なし 

 ・志賀町役場富来支所  なし 

 

2. 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第7条第2項の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説

明会を開催した。 

説明会の開催の公告は、方法書の縦覧等に関する公告（お知らせ）と同時に行った。 

 

（1）開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

 

・開催日時：令和3年2月27日（土）16時00分～18時00分 

・開催場所：七尾市中島文化センター・能登演劇堂(石川県七尾市中島町中島上部9番地) 

・来場者数：21名 

 

・開催日時：令和3年2月28日（日）16時00分～18時00分 

・開催場所：富来活性化センター（石川県羽咋郡志賀町富来領家町甲の10番地） 

・来場者数：3名 
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3. 環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第8条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を有する者の意

見書の提出を受け付けた（意見書のフォーマットは、別紙5参照）。  

 

（1）意見書の提出期間 

令和3年2月8日（月）～令和3年3月24日（水）まで 

縦覧期間及びその後2週間とした。 

 

（2）意見書の提出方法 

・縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函 

・事業者への郵送による書面の提出 

 

（3）意見書の提出状況 

意見書の提出は76通（意見書箱への投函15通、事業者への郵送61通）であった。 
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第２章 環境影響評価方法書について提出された環境の保全の見地からの意見の概要と事

業者の見解 

「環境影響評価法」第8条第1項の規定に基づき、方法書について、環境の保全の見地か

ら提出された意見は76通であった。 

「環境影響評価法」第9条の規定に基づく、方法書についての意見の概要及びこれに対す

る事業者の見解は、次のとおりである。 



Ｎｏ. 意見の概要 事業者の見解

1-1
①低周波等でねられないという事が絶対ないようにずーっと離して下さい。 騒音・低周波音等につきましては、今後、準備書段階において、適切に調査及び予測、評価

を行い、その結果を踏まえ、必要に応じて風力発電機の設置位置等を検討し、影響を極力
低減するよう計画を進めてまいります。

1-2

②風景の借り代を地元にかん元して下さい。 景観への影響につきましては、今後、現地調査を実施し、フォトモンタージュ作成による予測
を行い、可能な限り景観への影響の回避又は低減に努めてまいります。併せて、いしかわ景
観総合条例や七尾市景観条例に従い、関係機関と協議することや、地域住民の皆様からの
ご意見をいただきながら配慮していく予定でございます。
また、地域の皆様への貢献策につきましては、今後、地域住民の皆様とご相談のうえ決めさ
せていただきたいと考えております。

1-3
③管理道などの除草などは地元雇用で 現在、地元雇用について検討しており、今後、地元の皆様にご協力いただける部分につきま

しては積極的にお声がけさせていただきたいと考えております。

1-4
④ガケくずれを絶対に起こさないで下さい。 今後、各種許認可の基準に則り、土砂崩れなどを起こさないように詳細な設計を検討してま

いります。

2-1

■1.意見は要約しないこと
意見書の内容は、事業者（ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社）及び委託先（環境管理センター）の判
断で削除または要約しないこと。削除または要約することで貴社側の作為が入る恐れがある。作為が入れば、環
境保全上重要な論点がすり替えられてしまう。よって事業者見解には、意見書を全文公開すること。また同様の
理由から、以下に続く意見は「ひとからげ」に回答せず、「それぞれに回答すること」。また、本意見書の内容に
ついては、「順番を並び替えること」もしないで頂きたい。

いただきました意見書の内容は、弊社の判断で要約いたしません。事業者見解には全文を
公開いたします。以下に続く意見は「ひとからげ」に回答せず、それぞれに回答いたします。
さらに本意見書の内容について、「順番を並び替えること」もいたしません。

2-2

■2.コウモリ類の保全措置について
『新たな知見（2020年に出版された文献）』によれば、コウモリ類の保全措置はカットイン風速（風力発電機が発

電を開始する風速）の値を上げることと風車を風と平行にすること（フェザリング）が記載されている（※）。事業者
は『最新の知見を踏まえて保全措置を検討する』という。よって、本事業においては、「カットイン風速を上げるこ
ととフェザリングすること」をコウモリの保全措置として実施して頂きたい。
※「コウモリ学 適応と進化」ｐ229（2020年8月，船越公威）

事前段階における環境保全措置については、最新の国内の実績や有識者からの助言、ま
た、現地調査の結果を踏まえ、多面的に検討してまいります。

2-3

■3.本事業で採用する風力発電機はカットイン風速（発電を開始する風速）未満であってもブレードが回転する
のか？仮に採用機種が未定であれば、バットストライクの予測は「カットイン風速未満であってもブレードが回転
する」前提で行うこと。
（理由：コウモリ類の保全上必要な諸元のため）

カットイン風速未満であっても、遠隔操作にてピッチ制御により回転を抑えることが可能です。
今後、適切な調査、予測及び評価の実施に努め、専門家のご意見を踏まえながら、実行可
能な範囲で影響の低減を図ってまいります。

環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解
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2-4

■4.回避措置（ライトアップアップの不使用）について
ライトアップをしていなくてもバットストライクは発生している。国内で報告されたバットストライクの事例は以下のも
のがあった。実際にはスカベンジャーによる持ち去りや未踏査エリアの存在、調査者の見落としなどによりさらに
大量のコウモリが死んでいるものと予測される。この事実を踏まえ、事業者がコウモリ類の追加的保全措置を検
討しない理由を述べて頂きたい。
※45個体（4種、1～32個体）、2015，07までに調べた6事業「風力発電施設でのバットストライク問題」（河合久仁
子、ワイルドライフ・フォーラム誌22（1）、9-11，2017）
※ヒナコウモリ2個体、アブラコウモリ1個体、合計3個体、「静岡県西部の風力発電所で見つかったコウモリ類2種
の死骸について」（重昆達也ほか、東海自然誌（11）、2018）静岡県
※ヒナコウモリ3個体「大間風力発電所建設事業環境の保全のための措置等に係る報告書」（平成30年10月、株
式会社ジェイウインド）青森県
※コテングコウモリ1個体、ヤマコウモリ2個体、ユビナガコウモリ2個体、ヒナコウモリ4個体 合計9個体「高森高原
風力発電事業 環境影響評価報告書」（平成31年4月、岩手県）
※コヤマコウモリ5個体、ヒナコウモリ3個体 合計8個体、「（仮称）上ノ国第二風力発電事業環境影響評価書（公
開版）」（平成31年4月 株式会社ジェイウインド上ノ国）北海道
※ヒナコウモリ5個体、アブラコウモリ2個体、ホオヒゲコウモリ属の一種1個体、コウモリ類1個体 合計9個体「能代
風力発電所リプレース計画に係る環境影響評価準備書」（令和元年8月、東北自然エネルギー株式会社）秋田
県
※ヒナコウモリ4個体、アブラコウモリ2個体、種不明コウモリ2個体、合計8個体「横浜町雲雀平風力発電事業供
用に係る事後調査報告書」（令和元年12月、よこはま風力発電株式会社）青森県
※ヤマコウモリ1個体、ヒナコウモリ属1個体 合計2個体「石狩湾新港風力発電所環境影響評価事後調査報告
書」（2020年2月、コスモエコパワー株式会社）北海道
※ヤマコウモリ3個体、ヒナコウモリ2個体、アブラコウモリ2個体、合計7個体「能代地区における風力発電事業供
用に係る事後調査報告書（第2回）」（令和2年4月、風の松原自然エネルギー株式会社）秋田県
※ヒナコウモリ3個体「姫神ウィンドパーク事業 事後調査報告書」（令和2年10月 コスモエコパワー株式会社）
岩手県

バットストライクの発生については、当該地域の状況、環境によって一律とはいえないと考え
ております。環境保全措置の内容については、現地調査結果や有識者からの助言等を踏ま
え、実行可能な範囲で総合的に検討してまいります。

2-5

■5.コウモリ類の保全措置として「稼働制限」を実施して欲しい
国内では、すでに多くの風力発電事業者が、コウモリ類の保全措置としてフェザリング（風力発電機のブレードを
風に対して並行にし回転を止めること）やカットイン風速（発電を開始する風速）を上げるなどの稼働制限を行う
ことを表明した。本事業でも実施して頂きたい。

最新の国内の実績や有識者からの助言、また今後実施する現地調査により当該地域のコウ
モリ類の現状の把握に努め、その結果を踏まえ環境保全措置の内容を、実行可能な範囲で
総合的に検討してまいります。

2-6

■6.コウモリの保全措置（低減措置）は「カットイン風速の値を上げること及びフェザリング」が現実的
「コウモリの活動期間中にカットイン風速（発電を開始する風速）の値を上げること及び低風速時にフェザリング
（風力発電機のブレードを風に対して並行にし回転を止めること）すること」がバットストライクを低減できる、「科
学的に立証された保全措置※」である。
※ Effectiveness of Changing Wind Turbine Cut-in Speed to Reduce Bat Fatalities at Wind Facilities Final
Report,Edward B. Arnett and Michael Schirmaher.2010

コウモリ類の活動は当該地域の状況、環境によって変化するものと考えております。そのた
め、今後実施する現地調査により当該地域のコウモリ類の現状の把握に努め、その結果を踏
まえ実行可能な範囲で総合的に検討してまいります。

2-7

■7.フェザリングの閾値は主観で決めないこと
本事業者は、今後コウモリ類の保全措置としてカットイン風速未満の風速時にのみ保全措置（フェザーモード）を
行うかもしれない。
しかし、その場合、コウモリ類の保全措置の閾値（コウモリ類保全にとって最も重要な論点）は「カットイン風速」と
いうことになるが、事業者が閾値を「カットイン風速」と決定した科学的根拠を述べないかぎり、それは事業者の
「主観」に過ぎないことを先に指摘しておく。
コウモリ類の保全措置の閾値は、事業者が恣意的（主観的）に決めるべきではない。なぜなら、仮に保全措置を
「主観で決めることが可能」、とすれば、アセス手続きにおいて科学的な調査や予測など一切行う必要がないか
らだ。
仮に事業者が「適切な保全措置」を実施するつもりがあるならば、科学的根拠、つまり「音声モニタリング調査の
結果」を踏まえ、専門家との協議により「フェザーモードの閾値」を決めること。

最新の国内の実績や有識者からの助言、また今後実施する現地調査により当該地域のコウ
モリ類の現状の把握に努め、その結果を踏まえ環境保全措置の内容を、実行可能な範囲で
総合的に検討してまいります。
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■8.環境保全措置の実施時期について
これまでに他の事業者が縦覧に出した準備書及び評価書を読むと、上記の環境保全措置（低減措置）につい
ては「事後調査で重大な影響（コウモリの死体）を確認してから検討する」といったケースが散見される。しかし保
全措置は「事後調査でコウモリが死んだのを確認してから検討する」のではなく、「コウモリを殺す前」から実施し
ないと意味がないと思う。
コウモリ類の保全措置（低減措置）は「試験運転開始日」から実施して頂きたい。

最新の国内の実績や有識者からの助言、また今後実施する現地調査により当該地域のコウ
モリ類の現状の把握に努め、その結果を踏まえ環境保全措置の内容を、実行可能な範囲で
総合的に検討してまいります。

2-9

■9.「予測の不確実性」の定義及び基準について
これまでに他の事業者が縦覧に出した準備書及び評価書を読むと「予測の不確実性」という言葉が頻出する。
しかし、「予測の不確実性」の定義が曖昧で、我々住民には意味がよくわからない。定義が曖昧であれば事業者
の作為が入りやすい。よって、仮に事業者らが本事業において、「予測の不確実性」について言及する場合は、
「予測の不確実性」の定義及び出典を述べて頂きたい。

「予測の不確実性」については、環境影響評価法および主務省令においても定義がなく、本
事業において定義を述べるのは難しいと考えますが、今後、現地調査や予測、評価をおこな
い、可能な限り環境に対する影響を明らかにするとともに、予測の結果に不確実性が伴う場
合は、出典等を示したうえで、可能な範囲で定義を行っていきたいと考えております。

2-10

■10.「予測の不確実性」を根拠に保全措置を実施しないのは、発電所アセス省令に反する行為で「不適切」
国内の風力発電機施設において、バットストライクが多数生じ、コウモリ類へ悪影響が生じている。しかし国内の
風発事業者の中に「予測に不確実性が伴うこと」を根拠に、適切な保全措置（低減措置）を実施（検討さえ）しな
い事業者が散見される。
「予測に不確実性を伴う」としても、それは「保全措置を検討しなくてよい」根拠にはならない。なぜならアセス省
令によれば「影響がない」及び「影響が極めて小さい」と判断される以外は環境保全措置を検討すること、になっ
ているからだ。

事前段階における環境保全措置については、最新の国内の実績や有識者からの助言、ま
た、現地調査の結果を踏まえ、多面的に検討してまいります。

2-11

■11.「予測の不確実性」を根拠に保全措置を実施しないのは「不適切」2
国内の風力発電機施設において、バットストライクが多数生じ、コウモリ類へ悪影響が生じている。しかし国内の
風発事業者の中に「影響の程度（死亡する数）が正確に予測できない」ことを根拠に、適切な保全措置を実施
（検討さえ）せず、事後調査に保全措置を先送りする事業者が散見される。定性的予測であれば、国内外の風
力発電施設においてバットストライクが多数発生しており、『コウモリ類への影響はない』『コウモリ類への影響は
極めて小さい』とは言い切れない。アセス省令による「環境保全措置を検討する」段階にすでに入っている。
よって、本事業者らの課題は、「死亡するコウモリの数」を「いかに不確実性を伴わずに正確に予測するか」では
なく、「いかにコウモリ類への影響を回避・低減するか」ではないのか。そのための調査を「準備書までに」実施し
て頂きたい。

最新の知見、有識者からの助言を踏まえ、現地調査を実施し、コウモリ類の生息状況につい
て把握致します。その結果を踏まえて、適切に影響を予測及び評価し、環境保全措置の内
容について、実行可能な範囲で総合的に検討してまいります。

2-12

■12.コウモリ類の保全措置（回避）について
樹林から200ｍ以内に設置した風力発電機は、樹林性コウモリがバットストライクに遭遇するリスクが高くなる。国
内では「林内を飛ぶから影響がない」とされてきたコテングコウモリが死んでいる※。事業者は『風力発電機は樹
林から200ｍ以上離して設置して欲しい』という住民等からの具体的要望を無視し、コピペ回答により論点をすり
かえた。事業者らは住民等意見を軽視しており、その姿勢は「適切とは言えない」。
※「高森高原風力発電事業 環境影響評価報告書」（平成31年4月、岩手県）

今後、風力発電機の設置位置につきましては、調査及び予測、評価の結果を踏まえ、専門
家からの助言や詳細設計を行ったうえで、可能な限り樹林との離隔をとり、コウモリ類への影
響を低減してたいきたいと考えております。

2-13

■13.コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す前から」実施すること
今後、事業者は「バットストライクの予測には不確実性が伴うので、事後調査を行い、保全措置を検討する」など
の主張をするかもしれない。
この「バットストライクの予測には不確実性が伴うので、事後調査を行い、保全措置を検討する」という主張には、
「予測に不確実性が伴う場合は、適切な保全措置を先のばしにしてもよい」という前提が隠れている。しかし発電
所アセス省令に「予測に不確実性が伴う場合は、適切な保全措置を先延ばしにしてもよい」という記載はない。こ
れについて、事業者の見解とその理由を「丁寧に」述べて頂きたい。

最新の国内の成果や有識者からの助言、また、現地調査結果を踏まえ、環境保全措置の内
容について、実行可能な範囲で総合的に検討してまいります。
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2-14

■14.コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す前から」実施すること
今後、事業者は「国内においてコウモリ類の衝突実態は不明な点も多く、保全措置についても検討され始めた
段階だ。よって事後調査を行って影響が確認されたら保全措置を検討する」などの主張をするかもしれない。
国内では2010年からバットストライクが確認されており（環境省自然環境局野生生物課、2010、風力発電施設
バードストライク防止策実証業務報告書）、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き（環境
省、2011）」にもコウモリ類の保全措置が記載されている。「コウモリの保全措置が検討され始めた」のは最近の
出来事ではない。また、仮に「国内で保全措置が検討され始めた」からといって、それが「国内の風発事業者が
適切な保全措置を先のばしにしてよい」という根拠にはならないことを先に指摘しておく。事業者の見解とその理
由を「丁寧に」述べて頂きたい。

当該地域において、バットストライクがどの程度発生するかは、現在の知見では予測できない
と考えております。引き続き新たな知見の収集に努め、順応的管理の考え方を取り入れつ
つ、事後調査の結果及び有識者の意見を踏まえながら、必要に応じて追加的な環境保全措
置を講じることにより、コウモリ類への影響の低減を図ってまいります。

2-15

■15.バットストライクの予測は定量的に行うこと
事業者が行う「音声モニタリング調査（自動録音バットディテクターを使用した調査）」は定量調査であり、予測手
法（解析ソフト）もすでに実在する（例えば「WINDBAT」
http://www.windbat.techfak.fau.de/index.shtml）等。また、バードストライクの予測手法も応用可能だ。よって、
バットストライクの予測は「定量的」に行うこと。

音声モニタリング調査による結果は、定量的に算出可能です。
準備書では定量的な調査結果の取りまとめを予定しております。

2-16

■16.自動録音バットディテクターを使用した調査について
・自動録音バットディテクターは、ナセル高で長期間（冬眠期を除く1年間）のモニタリングをすること。
・自動録音バットディテクターは、日没1時間前から、日の出1時間後まで録音すること。
・地上からの手動バットディテクター調査については、すべての風力発電機の設置位置において、日没前から
日の出後まで自動録音調査を追加するべきである。
（意見の理由）以下のガイドラインに記載がある。
※「風力発電事業におけるコウモリ類への配慮のためのガイドライン2014年版“Guidelines for consideration of
bats in wind farm projects Revision 2014” EUROBATSPublication Series No.6」,
（https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/news/Publication_No_6_Japanese.pdf）

自動録音バットディテクター調査については、風況観測塔にフルスペクトラム方式の超音波
録音機（ SongMeterSM4BAT など）を設置し、コウモリ類が発する音声データを取得する方法
とし、集音マイクの設置高さは風車回転域の飛翔状況を確認するため地上高約50mと回転域
下方の飛翔状況を確認するため地上高約30mとし、飛翔するコウモリ類の音声録音を行う予
定です。また設置期間は冬季の降雪の影響を考慮し、2月～12月を予定しております。
自動録音バットディテクター調査の録音時間は、日没後～日の出までの時間帯としておりま
す。
地上からのバットディテクター調査のついては、調査員の健康上及び労働安全上、日没前か
ら日の出後までの調査は難しいと考えております。

2-17

■17.自動録音バットディテクターを使用した解析について
準備書には以下を記載すること。（意見の理由）事業者の調査結果が適切か否かを判断するため。
・自動録音バットディテクターの機種名及び分析ソフト名
・バットディテクターの感度範囲
・バットディテクターの設置高
・バットディテクターの稼働時間及び欠測時間
・バットディテクターの録音設定の詳細
・解析及び予測方法の詳細

ご意見いただきました内容につきましては、準備書への掲載を検討させていただきます。

2-18

■18.「バットストライクに係る予測手法」について経済産業大臣に技術的な助言を求めること1
「既に得られている最新の科学的知見」によれば、バットストライクに係る調査・予測手法は欧米では確立されて
いる技術である。しかしながら日本国内では、ブレード回転範囲におけるコウモリ類の調査が各地で行われなが
らも、「当該項目について合理的なアドバイスを行えるコウモリ類の専門家」の絶対数は少なく、適切な調査・予
測及び評価を行えない事業者が散見される。事業者がヒアリングするコウモリ類の専門家について、仮に「地域
のコウモリ相について精通」していたとしても、「バットストライクの予測」に関しては、必ずしも適切なアドバイスが
できるとは限らない。また、残念ながら国内においてバットストライクの予測に関して具体的指針は策定されてい
ない。
よって、仮に事業者が「国内ではバットストライクの予測について標準化された手法は公表されていない」、「国
内ではコウモリ類の定量的予測は困難」と主張する場合は、環境影響評価法第十一条第2項に従い、経済産業
大臣に対し、「バットストライクに係る予測手法」について「技術的な助言を記載した書面」の交付を求めること。

今後、コウモリ類の調査につきましては、調査及び予測、評価を行うとともに、審査結果や意
見書の内容も踏まえ、調査事項の変更や追加について検討し、その結果について専門家に
ご意見を頂きながらコウモリ類への影響の回避、低減を基に進めてまいります。
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2-19

■19.月2回程度の死骸探索調査など信用できない
コウモリの死骸はスカベンジャーに持ち去られて3日程度で消失することが明らかとなっている＊。仮に月2回程
度の事後調査で「コウモリは見つからなかった」などと主張しても、信用できない。
＊平成28年度～平成29年度成果報告書 風力発電等導入支援事業 環境アセスメント調査早期実施実証事
業環境アセスメント迅速化研究開発事業（既設風力発電施設等における環境影響実態把握Ｉ報告書）
P213.NEDO,2018.

事後調査につきましては、今後、有識者への助言を頂き、調査及び予測、評価を行ったうえ
で、事業調査が必要となった場合、その頻度については予測及び評価結果や有識者からの
助言も踏まえ、検討いたします。

2-20

■20.コウモリ類の死骸探索調査について
コウモリの死骸はスカベンジャーに持ち去られて3日程度で消失することが明らかとなっている＊。よって、①コウ
モリ類の死骸探索調査は、1基あたり連続3日間の調査を月2回以上（もしくは週1回の調査を月4回以上）実施す
ること。
②死骸探索調査は日の出より開始すること。
③個々の発電機について、探索可能面積の割合を記録し報告すること。
＊平成28年度～平成29年度成果報告書 風力発電等導入支援事業 環境アセスメント調査早期実施実証事
業環境アセスメント迅速化研究開発事業（既設風力発電施設等における環境影響実態把握Ｉ報告書）
P213.NEDO,2018.

事後調査につきましては、今後、有識者への助言、現地調査及び予測、評価を行ったうえ
で、事後調査が必要となった場合、その頻度や時間帯については予測及び評価結果や有識
者からの助言も踏まえ、検討いたします。

2-21

■21.コウモリ類の事後調査はナセルに自動録音バットディテクターを設置すること
コウモリの事後調査は、「コウモリの活動量」、「気象条件」、「死亡数」を調べること。コウモリの活動量と気象条件
は、死亡の原因を分析する上で必要である。「コウモリの活動量」を調べるため、ナセルに自動録音バットディテ
クターを設置し、日没1時間前から日の出1時間後まで毎日自動録音を行い、同時に風速と天候を記録するこ
と。
（意見の理由）以下のガイドラインに記載がある。
※「風力発電事業におけるコウモリ類への配慮のためのガイドライン2014年版“Guidelines for consideration of
bats in wind farm projects Revision 2014 ” EUROBATSPublication Series No.6 」 ,
（https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/news/Publication_No_6_Japanese.pdf）

事後調査につきましては、今後、有識者への助言、現地調査及び予測、評価を行ったうえ
で、事後調査が必要となった場合、その頻度や時間帯について予測及び評価結果や有識者
からの助言、ナセルへの自動録音バットディテクターの設置の可否も踏まえ、検討いたしま
す。

2-22

■22.「事後調査」は信用できない
①事後調査結果について住民は意見書を出せない。
②事後調査結果を公正に審査する第三者委員がいない。
③事業者側が擁立する専門家は事業者の利害関係者である可能性が高いので信用できない。
④仮に事後調査でコウモリの死骸が確認されても、事業者が追加の保全措置をする義務はなく、罰則もない。
①～④の理由から、「事後調査」は信用できない。

事後調査を実施する場合については、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段
階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関す
る指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うた
めの手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める
省令（以下、発電所アセス省令という。）」第35条のとおり、適切に手続きを行ってまいります。
また、自治会をはじめとする地元住民の方々とは、今後もコミュニケーションを図りながら、ご
意見をうかがっていくことを検討しており、適切に対応を行ってまいります。

3-1

能登中島地区は、とても自然豊かな場所です。「世界農業遺産」として認定されています。そこに、大きな風力発
電が多く建設されることは、環境破壊と言えます。
また低周波などの健康被害などの課題もあります。
ゾーニングマップを作成し、実際に導入が可能なのかを知りたいです。

世界農業遺産に掲げられている生物多様性は、「農業生物多様性（食料及び農業と関わりの
ある生物多様性及び遺伝資源が豊富であること）」とされていることを踏まえ、本事業では、例
えば、農林業と密接な里山の管理として、スギ植林などの維持管理、単一な植生ではなく多
様な生物の生息環境となる雑木林等の森林管理に協力していくこと等を今後検討してまいり
ます。また、「能登の里山里海GIAHSアクションプラン」（能登地域GIAHS推進協議会、平成
28年6月）の内容を踏まえ、水稲栽培等の農業に関わりの深い溜池を維持することで、溜池に
生息するゲンゴロウ類等の希少な水生生物や多様性の保全として溜池への影響に考慮し、
必要に応じて本事業地内に含めることで保全していく等の貢献を検討し、世界農業遺産とし
ての「能登の里山里海」との共存を図る努力をしてまいります。
また、騒音・低周波音等につきましては、今後、準備書段階において、適切に調査及び予
測、評価を行い、その結果を踏まえ、必要に応じて風力発電機の設置位置等を検討し、影響
を極力低減するよう計画を進めてまいります。
なお、風力発電機の設置適地に関するゾーニングマップとしては、「局所風況マップ」（国立
研究法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）のホームページ等を参考としております。
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4-1

コウモリ類について
欧米での風力発電アセスメントにおいて、最も影響を受ける分類群としてコウモリ類と鳥類が懸念されており
（バット&バードストライク）、その影響評価等において重点化されている。
国内でもすでに風力発電機によるバットストライクが多数起きており、不確実性を伴うものではなく、確実に起きる
事象と予測して影響評価を行うべきである。

本事業に係る環境影響評価については、本方法書に記載の内容及び今後の審査結果等を
踏まえ、必要に応じて専門家に助言を頂きながら、実施してまいります。

4-2
このことを踏まえて環境保全の見地から、本方法書に対して以下の通り意見を述べる。
なお、本意見は要約しないこと。

いただきましたご意見は要約せず、全文を掲載いたしました。

4-3
1.方法書の段階においてコウモリ類の専門家にヒアリングを行ったことは評価される。 今後も調査及び予測、評価の各段階において、専門家からご意見を頂きたいと考えておりま

す。

4-4
2.コウモリ類の専門家が指摘した「既設発電施設におけるバットストライク調査」を実施しない理由を述べること。 既設風力発電機周辺でのバットストライクの調査を実施するものとして方法書に記載しており

ます。

4-5
3.「バットディテクター確認調査（任意踏査）」で使用するバットディテクターの機種と方式を具体的に記載するこ
と。

バットディテクター調査で使用する機種び方式については、準備書において、詳細の記載を
検討していまいります。

4-6
4.コウモリ類の捕獲調査は植生や発電機の配置が考慮された小型哺乳類捕獲地点のうち、ススキ草地（T9）を
除いた8地点で実施する必要がある。

コウモリ類の捕獲調査地点については、現地の状況を踏まえ調査地点の追加を行う事を検
討させていただきます。

4-7
5.音声データはすべて録音保管すること。 バットディテクター調査により録音された音声につきましては、すべて録音保管を行ってまいり

ます。

4-8

6.P382の5-4に対して事業者は「既設の風力発電機によるバットストライクの状況を把握するため、既設風力発
電のナセルにバットディテクター（自動録音バットディテクター）を設置するとともに周辺の調査を行う予定です」と
の見解を示している。しかし、本方法書にはバットストライクの状況を把握するための「ナセルからの音声調査」
および「周辺の調査」の記載がない。虚偽の事業者見解による一般意見を軽んじた不誠実な環境影響評価を実
施しようとしている。このこと払拭するためには、すべての既設風力発電のナセル（10基）から高所音声調査を通
年実施し、既設10基に対してP293で専門家Bが述べた週3～4日に1回の死骸探索調査を実施すること。

既設風力発電機周辺でのバットストライク、バードストライクについては、バットディテクターを
用いた高空飛翔調査及び死骸探索調査を実施するものとして方法書に記載しております。

4-9

7.今後は事業者および委託事業者の独断による影響評価を進めることなく、各段階の事前または事後にコウモ
リ類の環境影響評価に詳しい専門家の指導を仰ぎ、コウモリ類の飛翔状況を把握するための確実な調査手法を
検討し、さらにコウモリ類調査の十分な経験と知識を持った者による適切な調査、予測評価、保全措置、事後調
査を行う必要があるだろう。
以上

環境影響評価の各段階においては、所管官庁である経済産業省や関係行政である石川
県、七尾市及び志賀町にご意見やご指摘を頂いております。また、専門家からもご意見をい
ただいております。今後の手続きにおいても、引き続き、上記の関係各所及び専門家のご意
見を伺いながら、適切に調査及び予測評価を行ってまいります。事業者や委託業者が独断
で環境影響評価を進めることはございません。

5-1
CO2削減のため風力発電を建てる計画でしょうか？
本当にCO2の削減になりますか？風力を増やすことによって火力や電子力発電は減りますか？

新技術の導入のために一時的な負担があることかと考えますが、世界的にも注目、推進され
ている風力発電の普及は、電気のほとんどを火力発電に頼っている現在と比較すると、CO2
の削減が見込めるものと考えております。

5-2

風車を建てるために沢山の木を切り、深い穴をいくつも堀り山を自然を破壊することは、逆に環境への影響が大
きいと思います。
地盤が緩み土砂災害の恐れも多くなります。風車の近くに住む人たちからは低周波騒音によりすでに頭痛やめ
まい、睡眠障害などの声があがっていますが今後このような事態が起きたときは補償をしていただけますか？
一度壊した自然はもう元にはもどりません．．．
どうか計画を見直し中止をお願いいたします。

再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼすものと
ならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の縮小
や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手続きで
あり、その手続きを通して地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取し事業の計画をして
まいります。また、土砂災害等につきましては林地造成に係る開発許可手続きの中で、行政
の担当課、専門家の指導のもと集中豪雨などにも耐えられる設計、治水能力などが低下しな
いような設計、濁水対策の設計を行っていくことで、ご心配されている事項が問題とならない
ように対応してまいります。
地球温暖化により経年的な環境の悪化が深刻となっている今、新しい取り組みによる対応の
必要があるかと考えますので、地域住民の皆様と一緒になって将来の地球規模の環境保
全、地域の里山里海の環境保全の両面に配慮した発電事業となるよう計画を検討してまいり
ます。また、本事業につきましては弊社が責任をもって工事、保守管理を行うため、本事業に
起因する土砂災害や健康被害等につきましては補償をさせていただきます。
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環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解

6-1

・水源の影響が心配です！！ ご心配いただいております、風力発電機の設置に伴う水源（地下水及び河川流水）への影響
について、地下水につきましては、今後、利用状況及び位置を把握し、水利用されている井
戸等において調査を行う予定です。また、河川流水の水質については、河川流域の下流地
点で調査を実施し、その結果を踏まえ事業の実施にともなう影響について予測、評価を行っ
てまいります。なお、調査及び予測、評価の結果につきましては準備書にてお示しさせてい
ただくとともに、方法書同様に説明会にてご説明させていただきます。

6-2

・落雷が多い地域に巨大な風車を何ヶも建てたら
雷を呼び込むことになるのでは！？

風車を建設することにより、雷が発生する積乱雲の発生が増加するといったことはないと考え
ております。また、風車への落雷につきましては風車事故が起こるにつれて規制が厳しくなる
ことから風車の性能が上がり、避雷針や羽の先端で電気を受けて地中に逃がす設計となって
いること、落雷による被害を抑えるために気象予測サービスなどを活用し事前に風車を停止
させることで皆様にご迷惑をおかけする事故が起こるリスクは限りなく低いものと考えておりま
す。

7-1

方法書要約書に、影響の回避とは事業の中止もしくは事業地の移動、縮小を行うことで、影響をなくするもしくは
極めて小さくすることとありました。言い換えますと貴社は、影響をなくすることができなければ、事業を中止する
という選択肢があるとおっしゃっていることと解釈します。

影響の回避につきまして、方法書の住民の方からの意見の回答に記載いたしました箇所を
参照されていると拝察いたしますが、そちらの回答に記載しているとおり、影響の回避が行え
ない場合、事業を実施するには影響の低減を行う事となります。影響の回避の定義には、事
業の中止も含まれておりますが、それは影響を回避又は低減ができず、代償措置も行えない
場合の選択肢であると考えております。

7-2

方法書に詳細に掲載されているように、事業計画地には様々な生物や植物が生息しております。風力発電を建
設する過程においても、建設後も、そこに住む動植物への影響は免れません。他地域での風力発電の報告を
調べると、風力発電による鳥類への影響は避けられないです。山を削り深く掘削して建設することで、動植物の
ほか水源への影響も未知数です。方法書でも、専門家の方が、鳥による種子散布阻害や、風向きがかわること
での残存木への影響、水系や土壌水分などの無機的環境への影響があるかもしれないとおっしゃっています。

ご心配いただいております、方法書記載の動植物種につきましては、対象事業実施区域周
辺一帯で生息（育）が確認もしくは可能性のある種を文献で調査した結果となっており、実際
に対象事業実施区域周辺に生息（育）している動植物種については、今後行う調査により把
握していきたいと考えております。また、生息（育）が確認された貴重種については保全、保
護を行うとともに動植物の影響の緩和に努めたいと考えております。なお、調査及び予測、評
価の結果につきましては準備書にてお示しさせていただくとともに、方法書同様に説明会に
てご説明させていただきます。

7-3

周辺地域には、自然保護法による国定公園指定箇所があり、事業計画地は石川景観総合条例の景観エリア、
景観形成重要エリアにも指定されています。また、生物多様性重要地域でもあります。能登は世界農業遺産とし
て登録されていますが、それには景観と生物多様性が大変重要であります。ここでいう景観は、能登の里山であ
り、そこに巨大な風力発電が複数立ち並ぶ姿は、まったくそぐわないです。世界遺産認定が取り消されてしまうこ
とも考えられるのではないですか。

世界農業遺産に掲げられている生物多様性は、「農業生物多様性（食料及び農業と関わりの
ある生物多様性及び遺伝資源が豊富であること）」とされていることを踏まえ、本事業では、例
えば、農林業と密接な里山の管理として、 スギ植林などの維持管理、単一な植生ではなく多
様な生物の生息環境となる雑木林等の 森林管理に協力していくこと等を今後検討してまいり
ます。 また、「能登の里山里海GIAHSアクションプラン」（能登地域GIAHS推進協議会、平成
28年6月）の内容を踏まえ、水稲栽培等の農業に関わりの深い溜池 を維持することで、溜池
に生息するゲンゴロウ類等の希少な水生生物や多様性 の保全として溜池への影響に考慮
し、必要に応じて本事業地内に含めることで保全 していく等の貢献を検討し、世界農業遺産
としての「能登の里山里海」との共存を図る努力をしてまいります。
また、「能登の里山里海」が世界農業遺産の認定の際に景観に関して評価された点は、「優

れた里山景観：日本海に面した急傾斜地に広がる「白米千枚田」（輪島市）をはじめとした棚
田や谷地田、茅葺きや白壁・黒瓦の家並み、日本海の強い潮風から家屋を守る間垣（まが
き）と呼ばれる竹の垣根などは、日本の農山漁村の原風景とも表現される景観です。」とありま
すが、 本事業地にはこのような景観資源は分布していないと考えますので、本事業の実施に
伴い認定で評価された景観資源に直接的な影響を及ぼすことはないと考えております。一
方、各眺望地点からの眺望については、認定で評価された景観を眺望できる地点からの眺
望への影響を考慮し、今後実施する環境影響評価の現地調査、予測評価を行う他、いしか
わ景観総合条例や七尾市景観条例に従い、関係機関と協議しながら、地域の観光業への影
響も考慮し検討していく予定でございます。
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7-4

風力発電建設により、自然への影響をなくすことはできません。影響を“極めて小さく”という言葉の定義がわか
らないですが、極めて小さくという言葉をごく一般的にとらえると、おそらくこの風力発電の建設はその範囲を容
易に超えているでしょう。そうであるならば、お言葉の通り、計画の中止を選択してください。建ててしまってから、
影響を無にすること、自然環境をもとに戻すことはできません。

影響の回避につきまして、方法書の住民の方からの意見の回答に記載いたしました箇所を
参照されていると拝察いたしますが、そちらの回答に記載しているとおり、影響の回避が行え
ない場合、事業を実施するには影響の低減を行う事となります。影響の回避の定義には、事
業の中止も含まれておりますが、それは影響を回避又は低減ができず、代償措置も行えない
場合の選択肢であると考えております。そのため、今後、調査及び予測評価を適切に行い、
影響の低減に努めてまいります。

7-5

また、風力発電による健康被害が心配です。方法書にもあるとおり、事業計画地周囲には住居があります。健康
被害については、他設置地域でも複数報告されています。風力発電から離れることで愁訴が消失するのであれ
ば、因果関係ありと言えるのではないですか。睡眠障害、耳鳴り、めまい、頭痛などの不定愁訴は、自律神経に
影響を及ぼしている証拠であり、それらは明確にQOLの低下につながります。

低周波音を含む騒音による影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の
事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定で
す。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦
覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。

7-6

考えてみてください。もし、貴社や皆さまご家族のお住まいから、この計画と同様の距離に同様の大きさの風車
が同様の数、乱立し、日々の穏やかな生活を脅かしていたら、どうでしょうか。見知らぬ田舎の、人の少ない土地
なら良いのですか？そう思っていらっしゃる上での、この計画でしょうか。いまだにそのような考えで利益追求に
走るのでしたら、大変悲しくなります。

風力発電機の建設に関する工事及び建設後となる供用後の騒音の影響については、環境
影響評価の対象となります。そのため、今後適切に調査及び予測、評価を行ってまいります。
また、風力発電所の設置に関しましては、人の少ない土地を選定しているわけではなく、風の
状況等を考慮し選定しております。

7-7

自然エネルギーを謳っていますが、それらが建つことで、どれだけのCO2削減になるのですか。環境にやさしい
と本当に言えるのか、建設する経過も含めた影響の十分な検討と住民ひとりひとりへの説明と合意が必要では
ないでしょうか。土地は便宜上地権者となったひとのものかもしれませんが、流れる水、吹く風、空気、その他の
自然環境は誰かのものなのでしょうか。

事業につきましては、各町会長への回覧依頼等でお知らせしておりましたが、現状周知が足
りていなかったということを真摯に受け止め、今後は皆様との対話の数を増やせるよう調整し
てまいります。
また、風力発電事業による二酸化炭素の削減につきましては準備書において予測評価を行
い、その結果を公告縦覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。

7-8

能登には他の複数の会社の風力発電事業計画があります。その数170機以上と聞き及んでいます。累積的な影
響を考慮して、方法書には計画変更の記載がありますが、その変更数値もほとんどが○○～○○という非常に
幅広い曖昧な数値であることからも、その影響は未知数と認めておられるのと変わりません。

対象事業周辺の他事業との騒音、低周波音、景観等に対する累積的な環境影響について、
可能な限り予測及び評価を行い、影響の低減に努めてまいりたいと考えております。
なお、ご意見いただいております「変更数値」とは、風力発電機の単機出力についてと拝察
いたしますが、こちらは周辺他事業との累積的な影響を考慮して変更するものではなく、今後
の詳細設計において決定していく予定です。より詳細な風力発電機の仕様につきましては準
備書にてお示しさせていただくとともに、方法書同様に説明会にてご説明させていただきま
す。

7-9

能登の大切な自然環境をかき乱し破壊することにつながる風力発電計画の白紙撤回を求めます。 再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼすものと
ならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の縮小
や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手続きで
あり、その手続きの中で地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取して事業の計画をして
まいります。
地球温暖化により経年的な環境の悪化が深刻となっている今、新しい取り組みによる対応の
必要があるかと考えますので、地域住民の皆様と一緒になって将来の地球規模の環境保
全、地域の里山里海の環境保全の両面に配慮した発電事業となるよう計画を検討してまいり
ます。

8-1

風車を建てることによって、巻き込まれた鳥（渡り鳥など）が死んだり、建てた地域に住む動物が死なないか、調
べてください。

風力発電機の設置に伴う鳥類及びコウモリ類への風車の衝突等（バードストライク及びバット
ストライク）や対象事業実施区域及び周辺の動植物への影響については、今後、調査及び予
測、評価を行ってまいります。また、各段階の結果について、専門家からご意見を頂く予定と
しております。

8-2

死ななくても、風車によって山から下りてきた動物が、自然栽培などをしている農家の畑を荒らしたりしないか調
べてください。
自然栽培は、二酸化炭素の300倍の温室効果を持つと言われている肥料（亜酸化窒素）を使わない農法で、そ
の取り組みは全国の自然栽培を目指す人々に大きな影響を与えています。温室効果削減のために二酸化炭素
を排出しない風車を建てても、自然栽培をその土地ですることが出来なくなってしまったら、意味がありません。

ご心配いただいております、風力発電機の設置と動植物による田畑への獣害については、事
前段階で調査及び予測、評価を行う事が難しいため、今後、風力発電機の設置およびそれ
に伴う工事による動植物への影響について、対象事業実施区域及び周辺の調査及び予測、
評価を行い、必要に応じて専門家からご意見を頂きながら影響の緩和に努めていきたいと考
えております。なお、調査及び予測、評価の結果につきましては準備書にてお示しさせてい
ただくとともに、方法書同様に説明会にてご説明させていただきます。
獣害に対する対策につきましては前述の通り因果関係を確認することが難しいため、地域住
民の皆様、行政と協議の上、風車による影響の有無に関係なく、既にある問題の解決を弊社
が協力するという立ち位置で対策を検討させていただきたいと考えております。

12
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8-3

また、建てる地域の森林の伐採によって、土砂崩れや川の氾濫が起きたり、牡蛎の養殖に影響がないかも調べ
てください。

風力発電機の設置に伴う土砂崩れや川の氾濫等の自然災害につきましては、今後の調査結
果を踏まえた詳細な設計を行い、適切に対応していく予定です。また、牡蠣の養殖への影響
につきましては、本事業地は海からの距離が離れているため、その間の河川への影響がない
ことを確認すること、影響がないよう適切な環境保全措置を検討することで、ひいては漁業へ
の影響を回避できるものと考えます。従いまして、事業地周辺の水質についても、影響があっ
た場合に最も影響が起きる可能性があると考えられる、七尾湾に注ぎ込む河川の上流地点
で調査予測を行います。事業地からの影響が最大となる地点で予測を行い、そこよりも下流
の海域への影響がないことを調査していく予定であり、漁業への影響を軽視していることはご
ざいません。

9-1

このたびの計画の実施区域や界隈には「自然栽培」に取り組まれている農家の方々がいらっしゃいます。
自然栽培は肥料（亜酸化窒素は二酸化炭素の300倍の温室効果を持つ）を使用しない農法で、その方々のそ
の取り組みや存在は自然栽培を目指す人々に大きな影響を与え、脱炭素社会へ向けても大きく貢献されていま
す。
もし実施区域の風力発電事業により、実施区域や界隈の水脈や風の通り道、野生動物の行動など生態系に変
化が起きた場合、この地域の自然栽培の環境に悪影響が出るだけでなく、この地域をモデルに自然栽培に取り
組まれている方々などに、大きな影響を与えると考えられます。

ご心配いただいております、地下水につきましては、今後、利用状況及び位置を把握し、水
利用のある井戸等において調査を行う予定です。また、風力発電機の設置およびそれに伴う
工事による動植物への影響については、対象事業実施区域及び周辺において調査及び予
測、評価を行い、必要に応じて専門家からご意見を頂きながら影響の緩和に努めていきたい
と考えております。なお、調査及び予測、評価の結果につきましては準備書にてお示しさせ
ていただくとともに、方法書同様に説明会にてご説明させていただきます。また、風について
は、現在も対象事業実施区域内の風の状況を調べており、今後も引き続き調査を行いたいと
考えております。

9-2

また実施区域は「藤瀬の霊水」に代表されるように、豊富な湧水で有名な水脈が張り巡らされた地域であり、風
力発電機の建設や資材の運搬のため森林が伐採されることにより、山の保水力が低下したり水脈が断絶され土
砂崩れや河川氾濫の引き金となったり、ひいては七尾西湾に流れ込む里山の養分に影響を与え、牡蛎の養殖
にも悪影響を与えることが懸念されています。

風力発電機の設置に伴う土砂崩れや川の氾濫等の自然災害につきましては、今後の調査結
果を踏まえた詳細な設計を行い、適切に対応していく予定です。また、牡蠣の養殖につきま
しては、本事業地は海からの距離が離れているため、その間の河川への影響がないことを確
認すること、影響がないよう適切な環境保全措置を検討することで、ひいては漁業への影響
を回避できるものと考えます。従いまして、事業地周辺の水質についても、影響があった場合
に最も影響が起きる可能性があると考えられる、七尾湾に注ぎ込む河川の上流地点で調査
予測を行います。事業地からの影響が最大となる地点で予測を行い、そこよりも下流の海域
への影響がないことを調査していく予定であり、漁業への影響を軽視していることはございま
せん。

9-3
以上「実施区域や界隈の自然栽培に悪影響を与えることがないか」「河川や牡蛎の養殖に悪影響を与えること
がないか」も調査対象に加えてください。
また影響がある場合「実施区域の変更や基数の削減」もご検討ください。

前述のとおり、既存の動植物及び水質、水象（濁水）の影響による周辺への影響を調査及び
予測、評価を行い、影響の低減に努めてまいります。

10-1

近年日本各地で記録的な豪雨による土砂災害や河川の反乱が数多くなりました。北陸におきましても例外では
ありません。
そこでこんかいのような計画で山をけずるなどの工事をしていくばあい更に土砂災害のリスクが高まるため、地域
住民とももう一度、しっかりとした意見交換の場をもうけて、話し合うべきではないかとおもいます。

造成による影響を懸念されていることかと思いますが、林地での造成工事には開発許可が必
要であり、行政の担当課、専門家の指導のもと集中豪雨などにも耐えられる設計、治水能力
などが低下しないような設計、濁水対策の設計を行いますのでご心配されている事項が問題
とならないようにいたします。

11-1

今回の風力発電施設建設にあたり、計画地の、周辺に住む友人がひどく心配しています。
土砂災害の心配、
景観悪化の心配、
水質・水源汚染の心配、
農業・漁業への影響の心配、
騒音への心配、
健康被害への心配．．．
挙げたらきりがありません。
周囲の住民をこんなに心配させる計画には反対です。
みんながこれからもずっと安心して幸せに暮らせる街にしていただきたいです。

ご心配されております、景観、水質、騒音への影響等につきましては、今後、事前に調査、予
測を行い、ご心配の事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に
反映していく予定です。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、
準備書として公告縦覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。
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環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解

12-1

私は、環境省から委嘱された自然公園指導員です。主に越前加賀海岸国定公園を活動場所として利用者の道
徳啓発や公園美化、整備管理について意見を言っています。

能登半島は、風光明媚。自然豊かで国や県指定の文化財や景勝地が多数あり、一部は能登半島国定公園に
も指定されています。また、縄文・真脇遺跡に代表されるように歴史遺跡が多くあります。能登キリコ、輪島塗など
の伝統文化もあり「能登はやさしや土までも」という慣用句があるほど日本の原風景が広がる地域です。

県も能登を「観光立国」と考え、「のと里山海道」、「能越自動車道」、「能登空港」、「奥能登縦貫道」を整備し、
生活道路の役割だけでなく観光客も利用しやすくしています。2011年6月「能登の里山里海」は世界農業遺産
に登録され、観光地として有名な「白米の千枚田」、「江戸時代から続く揚げ浜塩田」などがあります。他に県は
「石川自然百景」「石川自然百景巡る道」を制定し観光に力を入れています。これらは北陸新幹線開業とともに
「能登観光ブーム」が到来し近年ではインバウンド客のみならず自然豊かな能登に移住して事業を興す人も増
えています。

能登を訪れる観光客はノスタルジーを感じて訪れるのであり、そこに能登の文化、景観にふさわしくない風力
発電施設の林立はせっかく盛り上がってきた観光客や移住者の入り込み減少の要因になりかねません。

特に景勝地や能登文化にいざなう「玄関アプローチ」である「のと里山海道」、「能越自動車道」、「能登空港」、
「奥能登縦貫道」から見える景観に風車が見えるようでは興ざめです。

風力発電施設建設の際は景観を重視し、移動や基数減少を視野に入れて準備書を作成する必要がありま
す。

以下に貴事業所の方法書について私のわかる範囲内で意見を述べます。

各眺望地点からの眺望については、今後実施する環境影響評価の現地調査、予測評価を
行う他、いしかわ景観総合条例や七尾市景観条例に従い、関係機関と協議しながら、地域の
観光業への影響も考慮し検討していく予定でございます。

12-2

（１）「配慮書」提出の際の「知事意見」を方法書に反映されていません
・知事意見の「事業実施想定区域周辺の他事業者による計画中の風力発電所との複合的な環境影響を勘案
し、可能な限りこれら他事業の諸元及び環境影響の結果並びに苦情の状況等の情報入手に努め、当該事業に
よる影響を適切に調査、予測、評価すること。また、事業実施区域の一部が他事業者による事業計画と重複して
いることから当該事業者間において、事業計画に係る協議・調整を行った上で、風力発電設置位置等事業計画
について検討を行うこと。」については「現在運転中である既設の風力発電事業者とは、保有する風力発電所を
撤去して新規に風力発電所を建設する初期調査を行うことで同意を得ております。今後も既設の風力発電事業
者と協議調整を行いながら風力発電位置等事業計画の検討を行ってまいります。」となっていますが、既設の風
力発電事業は既に準備書も作成されているはずです。他事業者と話し合い、準備書縦覧や稼働後の影響調査
などから貴事業所の基数減少や廃止等を行い準備書作成を行ってください。

本事業と周辺で稼働中又は環境影響評価手続中の他の事業者の風力発電所による累積的
な影響については、環境影響評価図書等の公開情報の収集や他の事業者との情報交換等
に努め、累積的な影響について適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風
力発電設備等の配置等を検討してまいります。また、既存風力発電所につきましては、環境
影響評価法の特定対象事業となる前に建設されたものであり、準備書はございませんので、
建設時の資料等を参考としてまいります。

12-3

（２）調査・予測・評価の項目について
・「土壌及び地盤の状況」では近年能登は豪雪や極地豪雨災害が多発しています。施設整備地や資材搬入道
路整備の際には土砂災害ハザードマップ等を精査し、土砂災害が起きないように十分な配慮が必要です。

風車施設の配置や資材搬入道路の検討にあたりましては、土砂災害等も検討要因の重要な
一つになりますので、土砂災害ハザードマップ等の既存資料の確認の他、今後、地盤のボー
リング調査等を行い、調査結果を踏まえ、土砂災害が起きないよう設計段階で検討する予定
でございます。

12-4

・動物に係る調査では、動物全般（哺乳類、鳥類、両生類等）について調査をする場合天候や調査時刻及び調
査回数の配慮をお願いします。また、既設の風力発電所の準備書と照らし合わせ考察し、移動や基数減少を考
える必要があります。

方法書における動植物等の調査時期、調査回数等につきましては、各種マニュアル、手引き
や事例、専門家の意見等を踏まえ設定しておりますが、今後の調査に当たっては、必要に応
じて専門家にアドバイスをいただきながら実施してまいります。
本事業地に隣接する既設の風力発電所は環境影響評価法令に係る準備書はないため比較
はできませんが、現在、近隣で計画のある事業との複合影響については、他事業の進捗等も
踏まえ可能な限り検討してまいります。

12-5

・動物に係る調査の哺乳類調査では、全体として問題はありませんが付け加えとしてフィールドサイン調査回数
は多ければ多いほど良いです。特に繁殖期は月3回の調査が必要です。貴社は自動カメラ（センサーカメラ）調
査も行うことになっていますが自動カメラによる周年調査を提案します。私はモニタリング1000哺乳類調査をして
いますが与えられたセンサーカメラのSDカードを30GBに代え10secセンサービデオ撮影にして1か月毎に回収し
て通年観察、記録しています。写った動物の種類同定がしやすく、同時に声も確認でき、近くにいる野鳥や昆虫
の鳴き声も確認でき他の調査の補助ともなります。バッテリーを大容量に交換すればフィールドサイン調査と同
時にセンサーカメラのバッテリー及びSDカードを交換すると周年調査も可能となります。

調査時期、調査回数等については専門家の意見等を踏まえ設定しており、今後の方法書へ
の意見も踏まえ実施してまいります。
なお、自動撮影につきましては、通年設置を予定しております。

12-6

・動物に係る調査の鳥類調査では、調査精度を上げるために繁殖期に月3回以上の調査が必要です。夜間音
調査（春季、夏季）となっていますが、ICレコーダーを使用して24時間録音にすれば繁殖期は囀り、他は地鳴き
で識別でき、哺乳類調査と同様鳥類センサスと同時にレコーダー回収をすれば補助資料として使用できると思
います。

方法書に記載しましたとおり、専門家の意見を勘案し、人による確認状況（頻度や繁殖状況）
を踏まえ、ボイスレコーダーによる録音調査、人が踏査できない場所での録音調査を予定し
ており、これにより補足していく予定でございます。
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12-7

・動物に係る調査の渡り鳥調査では、定点調査を行うとなっていますが渡りは天候に左右されることが多く渡り
シーズンに月3回以上の調査が必要です。また能登半島は大陸から長距離を渡ってくる野鳥の一時休息地と
なっています。その地の利を生かし昔から渡り鳥を狙ってカスミ網による密猟が盛んでした。密猟場所は鳥屋場
と呼ばれていました。1970年代に日本野鳥の会石川支部では、能登半島の当時の航空写真から鳥屋場を見つ
け（尾根沿いに不自然な線状裸地が見られる。）警察と連携して密猟パトロールをしました。鳥屋場のある所は
野鳥の渡りコースです。貴社の計画地に鳥屋場の跡がないか再点検し、ある場合は廃止若しくは移動をお願い
します。

調査に当たっては、悪天候等を考慮して調査を行います。渡り時期については、月にというよ
りそのシーズンにより異なるため、専門家の意見等を踏まえ、春の渡りは3～5月の間でその
年の渡りの状況等を踏まえ7回、秋は9月～11月に8回、各回3日間の調査を予定しておりま
す。また、ご指摘の点も踏まえ、渡り調査を行い、風車の影響を予測評価し配置の検討など
に活かしてまいります。

12-8

・動物に係る調査の希少猛禽類調査では、既設の風力発電所から追い出された希少猛禽類が当該地域で繁殖
している可能性が大いにあるため入念な調査と繁殖場所が確認された場合繁殖に影響のない場所への移動や
基数減少を考える必要があります。また、風発設備着工の際は希少猛禽類の繁殖期を外した工事をお願いしま
す。

希少猛禽類の繁殖等につきましては、今後の現地調査の結果を踏まえ、本事業による影響
を予測し、風力発電施設の配置、環境保全措置の検討を行ってまいります。同様に、営巣地
が近隣で確認された場合には、工事の実施時期につきましても、営巣地と工事場所との距離
や繁殖時期等を勘案し専門家に相談しながら慎重に環境保全措置、工事計画の詳細を検
討していく予定でございます。

12-9

・景観に係る調査は、前文にも述べたように県は能登を「観光立国」と位置付けています。選定景観及び「玄関
アプローチ」である「のと里山海道」、「能越自動車道」のフォトモンタージュを作成し、見える場合施設の移動ま
たは基数減少を考える必要があります。特に貴社の建設計画地は、「峨山道」のコースの中で最も原風景が
残っている場所です。原風景を壊さないような基数減少、移動をお願いします。

景観への影響につきましては、今後の現地調査の際には、ご指摘の点も参考にして現地調
査を実施し、フォトモンタージュ作成による予測を行い、可能な限り景観への影響の回避又は
低減に努めてまいります。また、併せて、いしかわ景観総合条例や七尾市景観条例に従い、
関係機関と協議することや、地域住民の皆様からのご意見をいただきながら配慮していく予
定でございます。

13-1

20数年間の都市生活を経て、産まれ故郷に帰って来た時に、空気がおいしく、静かで花が咲き乱れている能登
は、まるで桃源郷かと思いました。山と海が近く、川の流れが両者がつながっていることを教えてくれる所です。
山からの美しい豊かな水が、里山を潤し、米や野菜を育て、流れついた海では魚を育てる．．．。
能登が世界にアピールしている里山・里海は、一度壊れてしまったら、元に戻すことが出来ないものです。貴社
が計画している風力発電の事業計画は、里山・里海の豊かな自然に手を加えるもので、水源地である奥山に人
工物を作ることで、どのような影響がでるか計り知れません。川の水が減ったりにごったりすること、野鳥の豊庫と
言われる生態系が乱されるのは必知です。中止して下さい。

水質、地下水につきましては、今後実施する現地調査の結果を基に予測及び評価を行い、
風力発電施設の配置、環境保全措置の検討をして、水質、地下水への影響に配慮し、でき
る限り、環境への影響、負荷の少ない事業となるよう努めてまいります。

14-1

能登は日本の心のふるさとです。
能登に住む人とそのご先祖の方々が大切に紡いできた暮らしと共にある風景です。
壊さないで下さい。本当に長い年月をかけて、自然の営みによって生きづいている土や、木や、川や湧き水は、
住民の命です。
人の命の源を、計画ありきで、住民にきちんと知らせないまま壊さないで下さい。

再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼすものと
ならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の縮小
や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手続きで
あり、その手続きの中で地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取して事業の計画をして
まいります。なお、調査及び予測、評価の結果につきましては準備書にてお示しさせていた
だくとともに、方法書同様に説明会にてご説明させていただきます。

14-2

地権者にも、計画の詳細を理解できるよう伝えた上で（デメリットを詳細に）契約して下さい。それ以外の住民に
は計画自体が伝わらないまま方法書の段階に入ってしまっているので一担計画を止めて、住民への説明、話し
合いを全住民を絡めて行うと同時に、住民の暮らしと自然環境のことを勉強して下さいませんか。

環境影響評価とは別途、今後の事業計画の進捗に合わせて、地域住民の皆様のご理解を
得られるよ事業内容だけでなく、土地や補償についての契約内容も丁寧に説明してまいりま
す。
また、事業につきましては、各町会長への回覧依頼等でお知らせしておりましたが、現状周
知が足りていなかったということを真摯に受け止め、今後は皆様との対話の数を増やせるよう
調整してまいります。

14-3

方法書で示されている調査方法では足りませんしそれを伝える時間も、住民がより深く学ぶ時間も足りていませ
ん。最低限、全ての意見書で書かれたことはすべて、計画より時間がかかってしまっても、必ず再調査、検討、
練りなおしを行って下さい。人の暮らし、自然の営みに敬意を持って下さい。

環境影響評価は、各事業段階、事業の熟度を基に配慮書、方法書、準備書、評価書の各段
階の手続きを行い、その手続きの中で、事業計画や環境保全措置についてのご説明を行い
理解を深めていただき、一方、事業者は関係機関、関係地域の自治体、地域の皆様のご意
見を伺いよりよい事業計画、環境保全措置になるよう検討していくものと考えております。
国の指針で国際的な立ち遅れに対応して手続きの簡略化することも可能ですが、事業者とし
ましては、地域住民の皆様のご理解を得ることが重要と考えておりますので可能な限り、説明
会を行い、地域の皆様への事業計画、環境保全の取り組み等についてご理解いただけるよう
努めてまいります。
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Ｎｏ. 意見の概要 事業者の見解

環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解

15-1
風力発電機の建設による水害や現地住民の方々への影響に対する説明が不足しているように感じる。しっかり
と現地の住民の方々に説明をするべきだと思います。

事業につきましては、各町会長への回覧依頼等でお知らせしておりましたが、現状周知が足
りていなかったということを真摯に受け止め、今後は皆様との対話の数を増やせるよう調整し
てまいります。

16-1

（仮称）虫ヶ峰風力発電事業環境影響評価方法書について、別紙に意見を述べます。

現在、貴社が意見募集をしている（仮称）虫ヶ峰風力発電事業に係る環境影響評価方法書（以下、方法書とい
う）に対して、鳥類の保全の見地から下記のとおり意見を述べます。

16-2

1.累積的影響評価の実施の必要性について
貴社が作成した計画段階環境配慮書（以下、配慮書という）に対し令和2年9月2日付で提出した意見書でも同
様のことを述べましたが、対象事業実施区域（以下、計画地という）の周辺には下記のように既設、建設中、計画
中の事業（以下、他事業という）が多く存在します。したがって、既存の風力発電施設（以下、風車という）を全機
撤去したうえで新たな風車に建て替えを行うリプレイス事業であろうとも、貴社は他事業の事業者と協力または情
報の共有を図りながら累積的環境影響評価を実施し、能登半島中部全体における鳥類や自然環境への影響
の回避・低減策を講じなければ、輻輳する風車の存在やその設置工事により、生態系の破壊や鳥類のバードス
トライクおよび障壁影響を含む生息地放棄などの重大な影響が能登半島中部全体で生じる可能性があります。

しかし、方法書には累積的影響評価に関する具体的な方針や考え方、評価手法等が記載されておらず、不
十分な内容となっています。貴社は海外事例を参考にするなどして累積的影響の予測および評価を行い、計画
地の周辺に他事業が多く存在することにより生じる鳥類をはじめとした自然環境への重大な影響を回避するた
めの方針や方法を示すべきです。また、風車の運転開始後は事後調査を行い、その結果を示すべきです。そ
れらを実施すること、また、具体的な手法等を記載できない限り、本事業の規模を縮小するか、計画を撤回すべ
きです。

16-3

【計画地周辺の他事業】
・既設：福浦風力発電所(9基)、酒見風力発電所(1基)、あいの風酒見風力発電所（5基）、富来風力発電所（4
基）、JRE志賀西海風力発電所(3基)
・建設中：百浦赤住風力発電所、矢駄風力発電所
・計画中：（仮称）中能登ウインドファーム事業（最大15基）、（仮称）能登中風力発電所（最大16基）、（仮称）志
賀風力発電事業（最大7基）、（仮称）西能登ウィンドファーム事業（最大30基）、（仮称）七尾志賀風力発電事業
（最大12基）、（仮称）能登里山風力発電事業（最大17基）、（仮称）志賀風吹岳風力発電事業（最大9基）

16-4
2.当該事業は、リプレイスおよび事業の拡大である。そこで稼働中の風車の環境影響を評価し、影響の大きい
風車については位置の変更を行うべきである。また、スケジュールについては既存風車の撤去も含めて明示し、
必要に応じて評価すべきである。

今後、現地調査の結果を踏まえ、配置等の詳細につきましては決定して参ります。また、既存
風車の撤去を含むスケジュールにつきましては、今後詳細が決定したのち、準備書に記載し
てまいります。

16-5

3.鳥類調査の方法等について
【表 6.2-12(1)～(4) 調査、予測及び評価の手法】、【表 6.2-13(1) 動物の調査方法及び内容】、【表 6.2-

13(2) 動物の調査方法及び内容】、【表6.2-13(3) 動物の調査時期の選定根拠】に記載されている内容につい
て、下記のように意見を述べます。

16-6
・ 計画地全体はKBA(key Biodiversity Area)に含まれています。そのため、貴社は風車の建設により発生する土
砂の扱いには十分留意し、土砂流出等により、ホクリクサンショウウオの生息地をはじめ、地域の生態系や、鳥類
を含めた地域の生物多様性に影響を与えることのないよう、事業を計画、実施すべきです。

16-7

・ 鳥類の繁殖状況や渡り鳥の渡来・通過・渡去の状況は年変動が大きいことは既知のことです。貴社はこの年
変動も考慮して、鳥類調査全般の実施期間は少なくとも2年間実施する必要があります。

鳥類の調査、予測及び評価の手法については「6章第2節6.2.1専門家等へのヒアリング」に記
載しました繁殖時期、調査地点等の専門家等の助言を踏まえて選定を行いました。今後、準
備書段階において、現地調査により得られた鳥類の調査結果をもとに、専門家等の助言を踏
まえ、環境保全措置を検討し、可能な限り鳥類への影響を回避又は低減するよう努めてまい
ります。

16-8

・ 鳥類調査（一般鳥類）の各調査において調査時期と頻度がそれぞれ記載されていますが、それが適切である
かどうか専門家等の意見を聞くべきです。私ども2団体としては、現地の鳥類の状況を詳しく把握するために、繁
殖期（5～6月）は調査地において出現種数が飽和するまで実施し、それ以外の時期は各月1～2回程度の調査
が必要と考えます。

鳥類の調査、予測及び評価の手法については「6章第2節6.2.1専門家等へのヒアリング」に記
載しました繁殖時期、調査地点等の専門家等の助言を踏まえて選定を行いました。今後、準
備書段階において、現地調査により得られた鳥類の調査結果をもとに、専門家等の助言を踏
まえ、環境保全措置を検討し、可能な限り鳥類への影響を回避又は低減するよう努めてまい
ります。

本事業と周辺で稼働中又は環境影響評価手続中の他の事業者の風力発電所による累積的
な影響については、環境影響評価図書等の公開情報の収集や他の事業者との情報交換等
に努め、累積的な影響について適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風
力発電設備等の配置等を検討してまいります。

動物への影響については、方法書第6章に記載しております調査により現状を把握し、行政
機関の調査結果等の情報収集に努め、専門家等の指導・助言を踏まえ、可能な限り動物へ
の影響の回避又は低減に努めてまいります。
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環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解

16-9
・ 貴社は、観察地点からの視野を示す視野図を作成し、観察地点の設置位置の妥当性を検討すべきです。希
少猛禽類調査および渡り鳥調査においては、各観察地点からの視野が重なって計画地全体を覆うようになって
いる状態で調査を実施し、影響を評価すべきです。

調査地点の設定にあたっては、可視領域図による確認と現地踏査の状況から妥当性を検討
しております。その結果、記載している調査地点で対象事業実施区域とその周辺の範囲をカ
バーできるものと判断しております。

16-10

・ 鳥類（渡り鳥）調査において、夜間調査の実施が記載されていません。春季には夜間(22時から翌朝4時頃)に

渡り鳥が多く見られるとの報告
*
もあるため、夜間調査の実施を検討すべきです。ただし、録音調査では、録音機

材により確認できる鳥類の飛翔状況の距離が短いことがあるため、レーダー調査を実施するなどして、計画地に
おける渡り鳥の利用状況等を詳細に把握したうえで影響を評価すべきです。

夜間の鳥類相は、レーダー調査と録音調査を補足として把握する計画です。

16-11

・ 鳥類（希少猛禽類）調査では、オオタカの繁殖状況を詳細に把握するために、2月調査を「繁殖期」の調査と
すべきです（2月も2季実施すること）。また、計画地とその周辺における希少猛禽類のペアの生息および繁殖状
況をより的確に把握するために、定点観察法だけではなく、適宜、移動観察（早朝の声聞きなど）を交えるなど、
対象種や環境に合わせて柔軟に調査を実施すべきです。

希少猛禽類の調査、予測及び評価の手法については「6章第2節6.2.1専門家等へのヒアリン
グ」に記載しました繁殖時期、調査地点等の専門家等の助言を踏まえて選定を行いました。
今後、準備書段階において、現地調査により得られた希少猛禽類の調査結果をもとに、専門
家等の助言を踏まえ、環境保全措置を検討し、可能な限り鳥類への影響を回避又は低減す
るよう努めてまいります。

16-12
・ 鳥類（希少猛禽類）調査および鳥類（渡り鳥）調査では、鳥類の飛翔位置を正確に把握するため、レーザーレ
ンジファインダー等の機器を使用すべきです。

頂きました御意見を参考にレーザーレンジファインダー等の機器については検討いたしま
す。

16-13

4.アセス図書の縦覧方法について
貴社が作成した方法書は、配慮書を含めて貴社が作成したアセス図書がダウンロードや印刷できないのは、

著作権者である貴社の意向によるものです。しかし、パソコン上にダウンロードおよび印刷して閲覧できないこと
は非常に不便であることから、貴社は利用者から申請があれば、ダウンロードおよび印刷を可能にすべきです。

今回は、貴社のアセス図書の縦覧期間が意見書の提出期限前に終了していますが、利用者の利便性のため
に意見書の募集期間中はインターネットで閲覧できるようにしていただくことを要望いたします。
以上

環境影響評価図書に関する著作権法上の権利は図書の作成者に帰属致しており、印刷お
よびダウンロードにつきましては、著作権保護の観点から不可とさせていただいておりますこ
と、ご理解くださいますよう何卒よろしくお願いいたします。なお、弊社の方では希望者から要
望がございましたら図書を直接貸出しております。また、縦覧につきましては、意見書縦覧場
所及びインターネットでは、意見募集期間の3月24日まで閲覧可能といたしました。

16-14
＊鳥類調査結果を用いた影響予測手法等について（参考）
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/tyouruityousa2.pdf

情報提供をいただきありがとうございます。こちらも参考に影響について、適切に予測してま
いります。

17-1
①再生エネは賛成だが低周波で寝られないという事が絶対に無いようずうーと離して下さい。 騒音・低周波音等につきましては、今後、準備書段階において、適切に調査及び予測、評価

を行い、その結果を踏まえ、必要に応じて風力発電機の設置位置等を検討し、影響を極力
低減するよう計画を進めてまいります。

17-2

②ふるさとの風は使ってもらっても良いが、けしき、風景まであげる訳にはゆきません。したがって、けしき、風景
貸り代を払って頂きたいです。

景観への影響につきましては、今後、フォトモンタージュ作成による予測を行い、可能な限り
景観への影響の回避又は低減に努めてまいります。また、併せて、いしかわ景観総合条例や
七尾市景観条例に従い、関係機関と協議することや、地域住民の皆様からのご意見をいた
だきながら配慮していく予定でございます。
また、地域の皆様への貢献策につきましては、今後、地域住民の皆様とご相談のうえ決めさ
せていただきたいと考えております。

17-3
③雇用も現地調達でやって下さい。 現在、地元雇用について検討しており、今後、地元の皆様にご協力いただける部分につきま

しては積極的にお声がけさせていただきたいと考えております。

18-1

①調査に対して時間をかけていない
正しい調査とはいえない

方法書作成に当たっては、既存資料調査を基本とし、必要に応じ現地調査を実施するとなっ
ており、本件でも既存資料による調査と、一部、現地確認を行い調査地点の選定等を行って
おります。この方法書に基づき今後、現地調査を実施し既存資料等では把握しきれない地域
の各種環境の情報を把握し、準備書としてとりまとめを行う予定でございます。

18-2

①まいぞう文化財に対する考えや、その土地の有識者等に対しもっとつめるべき 対象事業実施区域の埋蔵文化財に対する確認につきましては、現時点では未確認の部分も
ありますので、引き続き有識者や行政等に確認をしてまいります。
風力発電施設の設置場所に係る土地の所有者につきましては、埋蔵文化財に関する情報も
含め個別に確認を行っていく予定でございます。

18-3

②文献その他の記録にたよらずもっと調査すべき 環境影響評価法では、方法書作成に当たっては、既存資料調査を基本とし、必要に応じ現
地調査を実施するとなっており、本件でも既存資料による調査と、一部、現地確認を行い調
査地点の選定等を行っております。この方法書に基づき今後、現地調査を実施し既存資料
等では把握しきれない地域の各種環境の情報を把握し、準備書としてとりまとめを行う予定で
ございます。
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18-4
③鳥類、特にタカ類に対し時間の取り方（調査）時間の設定が短かすぎる 鳥類の調査時間については、専門家へのヒアリング等を踏まえ昼間の活動や日の出日の入

りの活発な時間を考慮し設定しており妥当であると考えます。

19-1

低周波の騒音や、落電による影響、その他自然環境へのマイナス面がはっきりしないのでより十分な説明が欲し
い。

低周波音を含む騒音による影響及び生物への影響につきましては、今後、事前に調査、予
測を行い、ご心配の事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に
反映していく予定です。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、
準備書として公告縦覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。

20-1
周辺の住民への健康被害、風車の立地による農・漁業への影響等に対する補償、なぜ59基も必要なのか、1基
でどれくらいの発電量なのか、等の説明を「事前」に各地域へ行った上で進めていくのが望ましいと思います。

事業の必要性、補償等につきましては、現状周知が足りていなかったということを真摯に受け
止め、今後は皆様との対話の数を増やせるよう調整してまいります。

21-1

住民に対する説明が何も成されずに話が進んでいる事にまず異和感があります。順序がおかしくないですか？
個々の地権者との契約があれば、妨げられないであろうと考えの下に進んでいるのかと思えます。
建てているのは、何も動かない石碑ではありません。
「動き」のあるものには、付随した、音、振動、低周波（みな波ですが）が伴ないますが、これらは地権者が個々に
管理できるものではありません。環境として広く住民にかかわるものです。住民に対する説明が必要ではないで
しょうか？同じ町内の風力発電下の住民に健康被害もあります。
電力の必要も理解できますが、新しいものを入れる前にまずもっと出来る事は無いのでしょうか？太陽光蓄電池
などまず取り組めないでしょうか？補助の予算は付かないのでしょうか？

低周波音を含む騒音による影響及び生物への影響につきましては、今後、事前に調査、予
測を行い、ご心配の事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に
反映していく予定です。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、
準備書として公告縦覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。
また、事業の必要性、補償等につきましては、現状周知が足りていなかったということを真摯
に受け止め、今後は皆様との対話の数を増やせるよう調整してまいります。

22-1

〇〇行政が莫大な現状復帰費用を負担するケースも出てきているので、市議会での質疑で地権者との契約内
容が問題視されていました。市として契約内容の把握に努めるとの答弁でしたので、市には内容を開示してくだ
さい。また、七尾市だけでなく、中能登町や志賀町にも同様にお願いします。

現在は風力発電設備建設に補助金は出ておらず、融資形態はほとんどが事業の採算性の
みを評価した方法で行われるため、事前の第三者の分析や銀行自らの調査、分析によって
20年間安定して運転できると判断したもののみ事業化できるものです。このためそのまま放置
されて行政側で責任を取って現状復旧を行うという事態が生じることはないと考えます。また、
撤去費用については積み立てを行うことが定められているため、20年後はその積立費用を用
いて撤去、現況復旧を行います。
本事業は志賀町、七尾市の両市町に係るもののため、契約の内容につきましては両市町に
引き続き丁寧な説明をしてまいる所存です。

22-2
〇行政にも大きな影響が出る事業にもかかわらず、ほとんど何の説明も行っていないと聞いています。「丁寧か
つ十分な」説明をお願いします。

行政へは現状の事業の初期段階でご説明できる概要をご説明してまいりましたが、今後、事
業計画の熟度に合わせ、関係部署に丁寧かつ十分ご説明をさせていただきたいと考えてお
ります。

22-3

〇撤去後の原状復帰はどこまでされる予定でしょうか。風車の撤去だけでなく、地中深く打ち込んだ杭や大量の
コンクリートなどの撤去、伐採した部分への植林などもお願いします。

撤去につきましては風車の撤去、基礎コンクリートの撤去、伐採した部分の植林を予定してお
ります。
地中に打ち込んだ杭につきましては周辺環境への影響を考慮し、適切な対処を行うことを検
討しております。
風車の輸送、整備用に付ける道路につきましては、地元の皆様の意向によりそのまま残すこ
とも考えられます。

22-4

〇獣害対策や雇用など、地元へのメリットをうたっていますが、具体的に誰にどのような約束をされているので
しょうか。

現在は風車設置予定範囲に近い地区に対し、地域貢献策を一緒に考えていくということを弊
社からご説明いたしております。今後、具体的な地域貢献案等のご説明をさせていただく予
定でございます。

22-5
〇落雷による火災、悪天候や地震による風車の倒壊などについては、誰が責任をもって補償をするのでしょう
か。保険などに入っているのであれば、その内容を開示していただきたい。

事業者である弊社が責任をもって対処いたします。保険につきましては、補修費用、遺失利
益を補償する保険に加入する想定でおります。

23-1

〇風力発電は発電量を人間がコントロールできない発電システムです。猛暑時には風が吹いていませんし。 現状の蓄電技術、送配電網の状況では風力発電のみで電気を発電しているとご指摘の通り
2番目に需要の高くなる夏場の発電は低いものとなってしまいますが、政府は風力発電だけ
でなく様々な再生可能エネルギーを混合させてバランスよく発電を行うことや、近い将来蓄電
技術の発展、送配電網の整備で地域だけでなく全国に電気が流通するようになることでその
問題は解決していくと考えております。
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23-2

〇子どもたちのために、能登の里山里海を残していきたい。 世界農業遺産に掲げられている生物多様性は、「農業生物多様性（食料及び農業と関わりの
ある生物多様性及び遺伝資源が豊富であること）」とされていることを踏まえ、本事業では、例
えば、農林業と密接な里山の管理として、 スギ植林などの維持管理、単一な植生ではなく多
様な生物の生息環境となる雑木林等の 森林管理に協力していくこと等を今後検討してまいり
ます。 また、「能登の里山里海GIAHSアクションプラン」（能登地域GIAHS推進協議会、平成
28年6月）の内容を踏まえ、水稲栽培等の農業に関わりの深い溜池 を維持することで、溜池
に生息するゲンゴロウ類等の希少な水生生物や多様性 の保全として溜池への影響に考慮
し、必要に応じて本事業地内に含めることで保全 していく等の貢献を検討し、世界農業遺産
としての「能登の里山里海」との共存を図る努力をしてまいります。
また、景観につきましては、認定に掲げられている「能登の里山里海の象徴的な棚田や茅葺

屋根等の風景」は 本事業地にはないと考え、直接的な影響を及ぼすことはないと考えており
ますが、今後実施する環境影響評価の現地調査、予測評価の他、いしかわ景観総合条例や
七尾市景観条例に従い、関係機関と協議しながら、地域の観光業への影響も考慮し検討し
ていく予定でございます。最後に、再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環
境等に著しい影響を及ぼすものとならないよう、環境への影響について事前に調査及び予
測、評価を行い、事業規模の縮小や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映
することが環境影響評価の手続きであり、その手続きを通して地元住民の皆様、専門家、行
政の意見を聴取し事業の計画をしてまいります。

23-3

〇低周波や騒音などにより、睡眠障害、頭痛、耳鳴り、めまい、吐き気、動機、イライラ、集中力や記憶力の低
下、パニック障害など、様々な症状が報告されており、子どもの成長に悪影響しかありません。その結果、海外で
は陸ではなく、人からはなれた海に建てられはじめています。この事業計画では、民家に近すぎます。

民家と風力発電機との間で必要な離隔距離につきましては、音の聞こえ方は単に距離だけ
ではなく、地形、風向き等他の要因によっても異なってくるものと考えられるため、今後の現地
調査では、事業実施区域から近い集落等を選定して現地調査地域の音環境の特性を把握
したうえで風力発電機からの騒音の予測を行い、指針値未満となるよう配置の調整を行って
いく予定でございます。
また、海外で洋上風力発電が普及している理由の一つとして、安定して強い風が得られるこ
と、今まで高額でリスクが高かったものが、ノウハウを蓄積して調整が可能となったことからが
大きな理由と思料します。
住居との距離は現在参考値であり、今後の環境調査や専門家、行政、住民の皆様のご意見
を伺って決めていきたいと考えております。

24-1
風力発電は、私達能登里山里海の世界農業遺産の自然豊かな地に本当に必要なのでしょうか？
環境保全・景観の為に風力発電先進地ドイツでは、陸上の建設はリスクが高すぎるので殆どの建設が止まって

しまっている。

貴重なご意見ありがとうございます。世界農業遺産（農業生物多様性、優れた里山景観）への
影響、景観への影響については、今後、事前に調査、予測を行い環境保全措置等を検討
し、事業計画に反映していく予定です。

24-2

騒音、低周波、バードストライク等、低周波の人への影響評価の科学的解明（生理・心理的）が必要です。 低周波音を含む騒音による影響及び生物への影響につきましては、今後、事前に調査、予
測を行い、ご心配の事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に
反映していく予定です。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、
準備書として公告縦覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。
なお、低周波の人への影響評価についてですが、風力発電施設からの低周波音につきまし
ては、「風力発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会」において知見が整
理され、それを踏まえ「風力発電施設から発生する騒音に関する指針値」「風力発電施設か
ら発生する騒音等測定マニュアル」が策定されていると解しますので、これに則り現地調査、
予測及び評価を行っていく予定でございます。

24-3

鳥類を中心に森林伐採による衝突死、生息地喪失変化による生態への影響は量り知れないと思われる。（七尾
湾への影響も含む）
渡り鳥ルート・営巣域・索餌域ではないのか調査して下さい。

森林伐採による生息地等の減少による影響、渡り鳥の七尾湾等への飛来ルートへの影響、
鳥類のバードストライクによる衝突死等、動植物への影響については、方法書第6章に記載し
ております調査により現状を把握し、行政機関の調査結果等の情報収集に努め、専門家等
の指導・助言を踏まえ、可能な限り影響の回避又は低減に努めてまいります。また、風車稼働
後のバードストライクの発生有無の監視等も含めた動植物の環境保全措置及びモニタリング
調整等につきましては、今後、準備書段階において、風車の稼働に伴う鳥類への影響を調
査、予測、評価したうえで検討してまいります。
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24-4

風力発電は環境コストが高過ぎるので負の遺産になる可能性が高い。
森林、野生生物についての環境保護をどのように考えているのか？
送電線の建設はどうするのか？
石川県は日本有数の雷の落下地で故障も多いと聞きます
使用後の撤去に莫大は費用が発生するとの事。どれも問題が多すぎる。何より地域住民との対話を早急に望み
ます。
自然は絶対に元には戻りません。

環境保全に必要な対策費は単年で考えると高いとも考えられますが、国のFIT期間20年で考
えると決して高いものではないと思料します。
森林、野生生物の環境保護については環境影響評価の手続き、専門家へのヒアリングや、
森林保護の関係部署と協議を行って検討してまいります。
送電線は河川横断等特殊な場合を除き地中埋設にて敷設いたします。
落雷につきましては風車事故が起こるにつれて規制が厳しくなることから風車の性能が上が
り、避雷針や羽の先端で電気を受けて地中に逃がす設計となっていること、落雷による被害
を抑えるために気象予測サービスなどを活用し事前に風車を停止させることで皆様にご迷惑
をおかけする事故が起こるリスクは限りなく低いものと考えております。
最悪のケースとして、風車稼働中に落雷によって風車の羽が破損した場合、風車の運転をた
だちに停止し、クレーン等の手配を行い破損した羽の早期撤去・交換に努めます。
また、風車に起因する被害が発生した場合はその被害に応じ適切に補償をさせていただきま
す。
なお、撤去につきましては、事業期間中に積み立てを行うため、撤退する場合は撤去を事業
者で行い現況復旧いたします。
今後の住民の皆様との対話につきましては、各区長様、町会長様にご相談のうえ対応させて
いただきたいと考えております。

25-1

毎朝、犬の散歩を昨年からスタートしましたが上畠あたりから風車のまわる音が自然の中に違和感があります。
怖いイメージです。
また、釶打に設置した10基に対して問題点を私たち住民はあまり理解してない傾向があると思うので、ただ反対
していても、一人一人の思いが違うのでこれを機会に私たちの村や町が活性化できればプラスになると思うので
すが、自然を破壊するにも反対する工夫をもっと住民と話し合う方がいいのではないかと思います。

貴重なご意見ありがとうございます。今後の事業計画の検討にあたっては、ご意見の内容に
配慮してまいります。住民の皆様にご理解していただけるよう丁寧に説明、対話を行うよう努
めてまいります。

26-1

●釶打に生まれ育み生活する人々のココロを乱し悩ます風力発電事業の白紙撤回を求めます。 再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼすものと
ならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の縮小
や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手続きで
あり、その手続きの中で地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取して事業の計画をして
まいります。

26-2

事由01）●環境影響評価方法書の縦覧および説明会（場所・日時）について、落下傘のごとく振り撒き伝える風
力発電事業は、事業の不信、設備の不安が残る。
事由02）●質問の中を満たしてくれる回答の中身は紋切型、型式的としか感じられない。
事由03）●「方法書の縦覧をしました。説明会を開催しました。質問に回答しました。説明会参加者はこれだけ
です。」との説明会開催実績経過だけで、本当に事業の説明をしたことになるのでしょうか。疑問です。

事業につきましては、各町会長への回覧依頼等でお知らせしておりましたが、現状周知が足
りていなかったということを真摯に受け止め、今後は皆様との対話の数を増やせるよう調整し
てまいります。

26-3
事由04）●風力発電事業を実施しょうとする企業側の数十家族が、風力発電の騒音・景観の中、20年以上生活
するわけでも無いので、事業設置の説明説得力は無い。

弊社の従業員が近隣に常駐し責任をもって管理いたします。

27-1

・現基風車が風向きなどで、とても大きな音を発生しており、眠れない夜などがあります。今回の計画では、もっと
大きな風車と聞いております。そうなると、もっと大きな音、振動の発生が予想され、大変迷惑なことだと考えてお
ります。
・低周波における身体への影響を強く感じております。建設の反対を申し上げます。

低周波音を含む騒音による影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の
事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定で
す。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦
覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。
また、風車が大型になると必ずしも音が大きくなるわけではなく、大型の風車であっても従来
の風車より低騒音な機種などもあり、機種選定では配慮してまいります。
今後、いただきましたご意見も参考としながら、影響の低減に努めてまいります

28-1

絶対に反対です！
現在でもうるさく、悩みの種となっております。
しかも進行形の話は現在の倍の大きさになるとか、受け入れられる訳けがない。
それに、そんな風車が、ブンブン唸り声を上げている所を未来の子供達に残したくない。
ふる里を守りなさいとは言えない。

貴重なご意見ありがとうございます。今後の事業計画の検討にあたっては、ご意見の内容に
配慮してまいります。
騒音による影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の事象が起こらな
いようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定です。
住民の皆様にご理解していただけるよう丁寧に説明、対話を行うよう努めてまいります。
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環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解

29-1

・これ程の巨大風車だと大変騒音が心配。既存の風車でもかなりの騒音である。 騒音による影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の事象が起こらな
いようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定です。また、現地調
査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦覧、説明会により
ご説明させていただく予定でございます。一概に、風車が大型になると必ずしも音が大きくな
るというわけではございません。従来の風車より低騒音な機種等、風力発電機メーカーも日々
改良を行っており、機種の選定にあたってはより環境に配慮した機種を選定するよう検討して
まいります。

29-2
・風車の新道を利用して家電ゴミ等を捨てる危険性がある。 風力発電施設に関連する道路の管理も責任をもって行う計画であり、不法投棄につきまして

は法に則って適切に対処いたします。

30-1

自然を破壊して、風力発電を作るのは反対です。
山を切り開き、59基もの風車、それを支える大量の杭が深く山に建てられることは、自然破壊につながります。
能登に住む者にとって、豊かな自然は生活の一部です。豊かな自然の恵みを受け、それに感謝して生きていま
す。
そして、第1次産業で生計を立てている人も多く、昔からの長い長い歴史を大切に守り続けています。
それを、お金や便利さのほんの目の前の事にしか目を向けられない事は、悲しい事です。
山を破壊する事は、森林→河川→沿岸海域にどの様な影響が出るのか・・・？誰も予測しなかった事が次々とお
こっているのが現在の地球ではないでしょうか？これ以上、人間が自然に手を加えるべきではありません。

再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼすものと
ならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の縮小
や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手続きで
あり、その手続きの中で地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取して事業の計画をして
まいります。
地球温暖化により経年的な環境の悪化が深刻となっている今、新しい取り組みによる対応の
必要があるかと考えますので、地域住民の皆様と一緒になって将来の地球規模の環境保
全、地域の里山里海の環境保全の両面に配慮した発電事業となるよう計画を検討してまいり
ます。

31-1
・西谷内地区はほとんど西風、騒音が心配。 騒音については、今後、現地調査や予測、評価を行い、その結果を踏まえ環境省が定める

「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」等に従って、可能な限り騒音の低減に努め
てまいります。また、予測の際には風向きも考慮して行ってまいります。

31-2

・風車の影響で病気等の補償は？。
・土砂災害、水害等の補償は？

再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼすものと
ならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の縮小
や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手続きで
あり、その手続きを通して地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取し事業の計画をして
まいります。また、土砂災害や水害等につきましては林地造成に係る開発許可手続きの中
で、行政の担当課、専門家の指導のもと集中豪雨などにも耐えられる設計、治水能力などが
低下しないような設計、濁水対策の設計を行っていくことで、ご心配されている事項が問題と
ならないように対応してまいります。
また、本事業につきましては弊社が責任をもって工事、保守管理を行うため、本事業に起因
する健康被害、土砂災害や水害等につきましては補償をさせていただきます。

32-1

当地が「世界農業遺産」、「石川県歴史遺産」の地域であり、これの認定・認証に心血を注いだ経歴があり、これ
を基にして観光・文化宣伝-誘客に、県、市町が必死で取組んでいることを承知のうえでの事業進であるのか？

ご指摘事項につきましては認知しております。世界農業遺産に係る景観や生物多様性への
影響も含め、今後施する環境影響評価の現地調査、予測評価の中で環境保全措置等を検
討し、事業計画に反映していく予定です。
なお、万が一、本事業に起因する被害が生じた場合には責任をもって弊社が補償いたしま
す。
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環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解

32-2

まず、上記遺産の風土を期待して能登にやって来られる人たちが、この景観を見て唖然とされることは間違いあ
りません。
「花嫁のれん」号の車窓からの眺めに「えっ、これが『眉丈山』なの？なだらかで心なごむ山稜の線をパンフで
謳ってあるのに・・・。」。
のと鉄道の車窓でも、能登島大橋からも、ツインブリッジからも。外浦の国道245号からも、のどかに凪いだ海を
見て、東に目をやるとプロペラの林立、「こんな景色を求めて来たんじゃない。幻滅や！二度と来るか。」となって
は、これまでの誘客の努力が水の泡です。
さらにまだまだ、七尾城址、石動山、碁石ケ峰、雨の宮古墳群から、巨大な風車列を「21世紀の風景なのね！」
と素直に受け入れられるものでしょうか。
私、ガイドする身には、訪れた人の「世界遺産じゃなかったの？」、「県の歴史遺産になってるんじゃないの？」、
「県やあなた方の市町は護る気あったの？」の詰問にどう答えたらいいのか。想像しただけで悩みます。
そして和倉や輪島-奥能登の宿泊業にも、能登への失望から大きなダメージが来ることを深く懸念します。
能登島に風車を林立させると計画したら、和倉温泉は真っ先に反対するでしょう。後背の山稜だったらかまわな
い？そうでしょうか。
よく考えていただきたい。
以上、計画の見直し・中止を求めます。

景観につきましては、今後実施する環境影響評価の現地調査、予測評価の他、いしかわ景
観総合条例や七尾市景観条例に従い、関係機関と協議しながら、地域の観光業への影響も
考慮し検討していく予定でございます。
また、今後の事業計画の検討にあたっては、ご意見の内容に配慮し、住民の皆様にご理解し
ていただけるよう丁寧に説明、対話を行うよう努めてまいります。

33-1

事業計画地域の釶打地区は米作りや畑、下流域の中島地区はカキの養殖が盛んです。この地域の主力一次
産業であり、これらは従事している人も多く、又、観光資源でもあります。
今回の事業で山の造成により、水源、水脈に影響を与える事になれば、農業、漁業へのダメージは計り知れず、
それらを業としている人々はここに住めなくなりかねません。

水質につきましては、本事業の実施による影響が出ないよう、未然防止の観点から、今後、現
地調査と予測評価を行ってまいります。
なお、万が一、風車に起因する影響があった場合には責任をもって補償を行う予定でござい
ます。

33-2

里山・里海を観光資源としているにも関わらず、並行する様な事になります。
これら自然環境の保全に対する説明は十分と思えず現時点では計画が進む事には不安しかありません。

ご心配いただいております、自然環境への影響につきましては、今後、事前に調査、予測を
行い、ご心配の事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映
していく予定です。また、今後実施する環境影響評価の現地調査、予測評価の他、いしかわ
景観総合条例や七尾市景観条例に従い、関係機関と協議しながら、地域の観光業への影響
も考慮し検討していく予定でございます。

33-3

各地で言われている実害も出ている体調面、住環境面でもデータを示されて大丈夫と言われても納得しかねる
のが、当該地域に既に居住している者の胸の内です。
もし、悪い方向になってしまった時、何ら保障などされず泣き寝入りをしてきた人々が居ます。メリット無く、デメ
リットしか感じられないなかで（良くてプラスマイナスゼロ）計画を受け入れるのは出来ないです。

再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼすものと
ならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行った上で、事業の計画
をしてまいります。
また、事業につきましては、各町会長への回覧依頼等でお知らせしておりましたが、現状周
知が足りていなかったということを真摯に受け止め、今後は皆様との対話の数を増やせるよう
調整してまいります。
なお、本事業につきましては弊社が責任をもって工事、保守管理を行うため、本事業に起因
する健康被害等につきましては補償をさせていただきます。

34-1

世界農業遺産にそぐわない風景に変えることはやめてほしい。 「能登の里山里海」が世界農業遺産の認定の際に景観に関して評価された点は、「優れた里
山景観：日本海に面した急傾斜地に広がる「白米千枚田」（輪島市）をはじめとした棚田や谷
地田、茅葺きや白壁・黒瓦の家並み、日本海の強い潮風から家屋を守る間垣（まがき）と呼ば
れる竹の垣根などは、日本の農山漁村の原風景とも表現される景観です。」とありますが、 本
事業地にはこのような景観資源は分布していないと考えますので、本事業の実施に伴い認定
で評価された景観資源に直接的な影響を及ぼすことはないと考えております。一方、各眺望
地点からの眺望については、認定で評価された景観を眺望できる地点からの眺望への影響
を考慮し、今後実施する環境影響評価の現地調査、予測評価を行う他、いしかわ景観総合
条例や七尾市景観条例に従い、関係機関と協議しながら、地域の観光業への影響も考慮し
検討していく予定でございます。
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35-1

風力発電機が、そのまま地域に残ってしまうことがないか心配だ。例えば、事業主が発電事業から急に撤退し、
風力発電機を取り壊すことなく、この地を去った場合は、どうなるのか？景観からしても、動いてこその風力発電
だと思う。
景観をとり戻すために風力発電機の撤去作業を地域で負担することになると大変だ。
豊かな自然環境に人工物が廃墟のように立っているのは、釶打地区全体のイメージを悪くしてしまうように思う。

現在の融資形態はほとんどが事業の採算性のみを評価した方法で行われるため、事前の第
三者の分析や銀行自らの調査、分析によって20年間安定して運転できると判断したもののみ
事業化できるため、そのまま放置されて行政や地域が責任を取って現状復旧を行うということ
はございません。撤去費用については積み立てを行うことが定められているため、20年後は
その積立費用を用いて撤去、現況復旧を行います。

36-1

私達夫婦は10年前、能登の豊かな自然、特に七尾湾に惹かれ金沢近郊より引っ越してきました。
今では私たちの事業の一部として、七尾湾でのセーリング（ヨット）体験を実施しています。
七尾湾は良好な漁場であり、七尾港、和倉港、穴水港、また能登島にも集落ごとに小さな港があり、その近くで
営まれる飲食店では、新鮮な魚介類が供されています。
特に中島町、穴水町はカキ養殖が盛んで、セーリング体験者を海から行ける牡蠣料理店へ連れていくと、大変
喜ばれます。
また、七尾湾は景観も独特で美しく、夏場は夕陽を眺めるクルージングも人気があります。
七尾西湾（和倉温泉から机島の辺り）からはなた打方面、虫ヶ峰へ落ちる夕陽を見る事が出来ます。

近年、想定を超える大雨で中島町を流れる川がいくつも氾濫を起こしました。
その後、氾濫はせずとも強い雨が降った後に海へ出ると、河口からかなり広範囲まで茶色い水が広がっている
様子が見受けられました。
山から大量の土砂が、海へ流出したのではないかと思います。
その山を切り開き、大規模な工事が行われることに「山はいつまで持つのだろう」と不安でなりません。
もちろん、漁業、カキ養殖への悪影響も懸念されます。
カキ養殖は、養殖業者だけが影響を受けるのではありません。
関連する事業をしている人たちも、中島町にはたくさんいます。
私自身もかつては、風力発電はエコな電力供給方法として憧れていました。
しかし現在、建設から寿命を迎えた風車の処分までを考えた時、風力はエコと言い難いと思っています。
夕焼け空を縁取る虫ヶ峰の稜線を思うとき、そこに風車が立ち並ぶ風景を見たいとは思いません。
一度破壊した自然が元に戻る事はない、と人々は何度も何度も思い知らされてきたはずです。
「田舎の小さな山を多少削っても、大勢に影響はない」という考え方が世界中に蔓延った結果が、今日の極端な
異常気象などに表れているのではないでしょうか。
私は、能登地方での風力発電計画により、自分達の生活が脅かされている、と感じています。
計画の中止を求めます。

近年の想定を超える大雨による山からの土砂流出につきましては、これまでの経済活動等に
よる温室効果ガス排出等による地球温暖化等に伴う気候変動の一つという見方もあり、また、
過去にない雨量による土砂流出は、近年の林業の衰退により森林管理が行き届いていない
等の問題もあるものと考えます。本事業では、地球温暖化にかかる温室効果ガスの一つであ
る化石燃料による発電に伴う二酸化炭素の削減に微力ながら貢献できるものと考えます。ま
た、風力発電施設等の設置場所は、一時的に、二酸化炭素の吸収源である樹林の伐採を行
いますが、速やかに植栽等を行い、それにより土砂の流出も抑制に努めてまいります。また、
本事業に伴う林道の補修、整備、林業への協力等により健全な森林の維持管理、森林等を
利用した観光業へのご協力等、今後、地域への貢献を検討してまいります。
また、漁業等への影響につきましては、本事業地は海からの距離が離れているため、その間
の河川への影響を予測し、適切な環境保全措置を検討することで、下流の海域における漁
業等への影響を回避できるものと考えております。従いまして、事業地の流域にあたる河川の
水質について、影響があった場合に最も影響が大きくなる可能性があると考えられる河川の
上流地点を調査地点に選定し、今後現地調査をし予測を行ってまいります。事業地からの影
響が最も大きくなる可能性がある地点で予測を行い、その地点よりも下流の海域への影響が
ないことを調査していく予定であり、漁業への影響を軽視していることはございません。

37-1

はじめに
御社は、御社の事業展開の都合上必要な「方法書」の段階まで、一部の利害関係のある住民にのみ部分的で
限定的な情報の説明を行い、御社の事業によって影響をうける地域住民に計画を説明することがありませんで
した。
「環境保全上の意見」を求めるとありますが、事業に対する意見を求めるという誠意ある姿勢はないのでしょうか。
住民説明会において、ご担当の●●さま（注： 意見書原文では個人名が記載されておりましたため●とさせて
いただきました）が繰り返し、「わが社は誠意ある事業展開をしている」とおっしゃっていましたが、「誠意」とは、自
分に都合のよい相手にだけ見せるものではないのではないでしょうか。
まずは、事業に対する意見として、今まで多くの住民に対して寝耳に水、だましうちのような形で進めてきたこの
事業はいったん中止していただき、本当に誠意ある事業を展開する理念がおありなら、地域住民への適切な事
業説明からあらためて事業を始めていただくことを求めます。

事業計画につきましては、各町会長への回覧依頼等でお知らせしておりましたが、現状周知
が足りていなかったということを真摯に受け止め、今後は皆様との対話の数を増やせるよう調
整してまいります。
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37-2

意見 そのうえで、もし新しく事業を始めるのであれば
①健康被害について－聞き取り調査と、補償

既に志賀町で運営されている風力発電について、既に、地域の方から「うるさい」「業者が値をはかりに来ても
基準値でないと言って何もせずに帰っていく」「誰に訴えればよいのかわからない」という声を聞いています。
既存の虫が峰の風力発電でも、立地地区ではなく向かい側の地区では騒音被害を受けている声をききます。
また、三重県青山高原や能代山本の発電所でも、風車が建ってから「原因不明」の不眠や体調不良が報告され
ており、これらは「風力発電との因果関係はない（＝証明はできない）」として、被害を受けている人は補償もされ
ずに個人的に苦しんでいることがわかります。これは、国の基準で安全とされている基準を満たすことだけを想
定している本方法書の手順では、実際の地区住民の健康被害を防ぎきれないことを表しています。

今後、既設の虫ヶ峰風力発電所の現状の把握に努めてまいります。また、周辺地域の町会
長様と相談し、地域の状況に配慮した調査を検討してまいります。

37-3

騒音が低周波も含めてどのような地形のところに被害がおこりやすいのか、方法書での騒音測定ポイントだけで
なく、実際に被害のある地域でも調査を行い、机上だけでなく実態に即した誠実な「安全確認」のための調査
と、その調査結果の公開を求めます。

方法書にお示しした現地調査地点は地域を代表する地点として選定していますが、予測評
価においては、周辺全域を対象として面的に実施いたしますので、影響の大きい地域が評
価対象外とされることはございません。予測評価の結果、事後調査が必要と考えられた場合
には、方法書で示した地点以外でも現地調査を実施することになります。
また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦覧、
説明会によりご説明させていただき、ご意見を聴取させていただく予定でございます。

37-4

また、補償についても明確な保証を求めます。先日の説明会では、説明担当の方から健康被害について「不
安をあおるような」記事があると、実際に健康被害を感じている他地域の風力発電設置地域の住民に全く寄り添
わない発言がありました。
同じ口で、いくら「誠実に対応する」と説明会で言われても信頼できません。
具体的に、「安全基準値」以下であっても健康被害があれば補償をすると明確にお約束してください。

弊社の風力発電施設との因果関係が明らかになった場合は、その状況、被害に応じた補償
を行います。

37-5

②水への影響について－水質・水量の影響について
取水している上流部の生活用水・各地域で利用している湧き水や藤瀬の霊水の水量・水質、農業用水として

利用している用水の水量・水質、海へ流れ込む水の質、「牡蠣」への影響が「ない」ことを証明できるまで、事業
は中止してください。
調査の際には湧き水を利用している家庭をきちんと把握し、そこの水に影響がないかどうか調べられるポイントを
選定する事、農業用水が必要になる時期・逆に水を切りたい時期、その時の現在の水量と建設後の水量、な
ど、机上の数字だけでなく、地域の暮らしに沿った調査による影響評価を求めます。

水質、地下水につきましては、今後実施する現地調査の結果を基に予測及び評価を行い、
風力発電施設の配置、環境保全措置の検討をして、水質、地下水への影響に配慮していく
予定です。現地調査地点につきましては、現地踏査やヒアリング等により湧水、農業用水等
の利用地点等を選定し調査を行ってまいります。調査時期につきましては、農業利用等も含
めた、季節変化を把握するため、４季での調査を予定しております。

37-6

③住民への適切な説明
一部の利害関係のある住民にのみ部分的で限定的な情報の説明、自分たちの手続き上必要になってから

の、「環境影響評価の手順」という部分的な説明ではなく、事業の説明と、そこから考えられる地域の暮らしへの
リスクについて、きちんと説明してください。方法書の説明会でわからなかったのならば喜んで説明に行く、、、と
ご担当の方のお話でしたが、
その際、仕事でお給料の範囲でこの事業を進めている御社の担当者と違って、説明を受ける住民は、自分の暮
らしの時間を使って、暮らしの中でこの問題を受け止めざるをえません。自分たちだけがわかる専門用語を使っ
ての説明資料・説明会ではなく、実際にどのような影響があるのか、他地域で出ている不安の声にどのように対
応してきているのかも含めて、事業の説明を求めます。「説明した」という形の上での実績を積むための説明会
はお断りいたします。

事前に個別説明会を出来る区域が限られてしまっており、対話の場が少なくなってしまったこ
とは反省しております。
今後も町会長、区長と調整を行い、さらに皆様のご意等をうかがえる場を増やしていきたいと
考えております。

37-7

④地域の人間関係という「環境」について－そこから、地域貢献について
一部の地権者や業者に関連する住民にのみ先に部分的な説明をする現在までのやり方では、地域住民は感

情的に分断される恐れが出てきています。地域の平穏な人間関係を乱すようなやり方は、地域の「人間関係」と
いう環境を損ねます。
説明会で話された社員の方が信じていらっしゃるように御社の理念が本当ならば、「リスク」を受け入れることへの
「代償」のような話ではなく、「地域貢献」というものについても、何が本当に貢献なのかを誠実に検討してくださ
い。

隣の志賀町では、立地地区には いくばくかの金銭が支払われているようですが、実際にはその利益は受け
取らない隣の地区で健康被害を訴える人が多いという情報があります。これもまた、地域間の分断につながりま
す。御社の事業では、釶打・志賀町・水害の被害を受けることになるであろう下流の中島町の地区すべてに対
し、等しく要望を聞き、部分的でなく影響を与えることになるすべての地域に対して、「貢献」をすることを求めま
す。

事前に個別説明会を出来る区域が限られてしまっており、対話の場が少なくなってしまったこ
とは反省しております。
今後も町会長、区長と調整を行い、さらに皆様のご意等をうかがえる場を増やしていきたいと
考えております。
なお、志賀町で弊社で保有している発電所では、利益を受け取らない地区において健康被
害を訴える人が多いといった事例はございません。
今後、どの地域においても等しく要望を聞き、皆様と協議のうえ、地域への貢献策の検討をし
てまいります。
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38-1
■この計画はいったんとりやめて下さい。原発にかわる自然再生エネルギーとしての風力発電にかつては期待
もしていた私ですが、今回のような巨大発電計画に対しては、反対の意見を表明します。

貴重なご意見ありがとうございます。今後の事業計画の検討にあたっては、ご意見の内容に
配慮してまいります。
住民の皆様にご理解していただけるよう丁寧に説明、対話を行うよう努めてまいります。

38-2

■虫ヶ峰風力発電の計画地域内にはすでに10基の風車が建っていて、その地域の在所に住む60軒の方々の
中には現に、音がうるさくて夜眠れない等の健康被害が出ている由。在所の方々の総意でこの計画に反対決議
を出されたことも知りました。
■今ある風車が2000kw規模なのに比べて、貴社の風車は一基が4000kw余り、それを13基建てる計画と聞いて
います。となれば地域住民の方々がさらなる健康被害、低周波による不調や頭痛、不眠等々、身体への影響に
対して大きな不安を抱くのは当然です。貴社は、この方々から健康被害に関しての誠実な聞き取り調査を行っ
ていますか。

今後、既設の虫ヶ峰風力発電所の現状の把握に努めてまいります。

38-3

■現在あるものの出力が倍の風車となれば、それを運ぶためには林道の木々を相当、伐採しなければならず、
高さ190mの支柱を建てるには、地中を深く掘って杭を打たねばなりません。方法書に、工事中の水の汚濁につ
いてふれた箇所はあっても、建てた後（20年運転するとして）についての記述はありません。
■山の土をいじれば、地下水脈にも変化が起きるのは必至。農業にも影響が及ぶでしょう。とりわけ熊木川は近
年、予想外の大雨でひんぱんに氾濫していることもあり、土砂災害の可能性も否定できません。

風力発電機の建設に伴う水質の変化につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心
配の事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予
定です。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公
告縦覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。
また、併せて、風力発電機の設置に伴う土砂崩れや川の氾濫等の自然災害につきましては、
今後の調査の結果を踏まえた詳細な設計を行い、適切に対応していく予定です。

38-4

■尾根伝いに風車を建てるとのことですが、「森は海の恋人」という言葉があるように、能登の里山の森や林はカ
キ養殖の盛んな七尾湾とつながっています。里山の腐葉土が豊かな養分を蓄え、それが里山の地下水となり、
川に流れ、海に注ぎこみます。カキ養殖をはじめ、漁業に及ぼす影響を軽んじてはなりません。

本事業地は海からの距離が離れているため、その間の河川への影響がないことを確認するこ
とや、影響がないよう適切な環境保全措置を検討することで、ひいては漁業への影響を回避
できるものと考えております。従いまして、事業地周辺の水質についても、影響があった場合
に最も影響が起きる可能性があると考えられる、七尾湾に注ぎ込む河川の上流地点で調査
予測を行います。事業地からの影響が最大となる地点で予測を行い、そこよりも下流の海域
への影響がないことを調査していく予定であり、漁業への影響を軽視していることはございま
せん。

38-5

■能登は渡り鳥の繁殖地でもあり、風車が尾根に連らなれば、鳥の渡りも減るでしょう。石川県民が誇る世界遺
産の、能登の里山里海の未来を想う観点からも、私は貴社の計画に賛同できません。

渡り鳥につきましては、今後実施する現地調査の結果を基に予測及び評価を行い、風力発
電施設の配置、環境保全措置の検討をして、渡り鳥の繁殖等に配慮していく予定です。
世界農業遺産に掲げられている生物多様性は、「農業生物多様性（食料及び農業と関わりの
ある生物多様性及び遺伝資源が豊富であること）」とされていることを踏まえ、本事業では、例
えば、農林業と密接な里山の管理として、 スギ植林などの維持管理、単一な植生ではなく多
様な生物の生息環境となる雑木林等の 森林管理に協力していくこと等を今後検討してまいり
ます。 また、「能登の里山里海GIAHSアクションプラン」（能登地域GIAHS推進協議会、平成
28年6月）の内容を踏まえ、水稲栽培等の農業に関わりの深い溜池 を維持することで、溜池
に生息するゲンゴロウ類等の希少な水生生物や多様性 の保全として溜池への影響に考慮
し、必要に応じて本事業地内に含めることで保全 していく等の貢献を検討し、世界農業遺産
としての「能登の里山里海」との共存を図る努力をしてまいります。

38-6

■そもそもなぜ、能登にこれだけ多くの風力の計画が集中するのか。
それは期限付きの「固定価格買取制度」の下、数の多さが利潤に直結するからだと思えてなりません。エコな自
然エネルギーのイメージを借りて、この巨大風力発電計画を推し進めることに、私ははっきり反対します。

貴重なご意見ありがとうございます。当地を選定した理由は、まず第一に風況が良く、次に発
電した電気を送電するための送電網が整っており、受け入れ先の電力会社（北陸電力）があ
ることによるものです。今後実際に事業ができるかどうかは各種調査を行ったうえで決定して
まいります。地球温暖化により経年的な環境の悪化が深刻となっている今、新しい取り組みに
よる対応の必要があるかと考えますので、地域住民の皆様と一緒になって将来の地球規模の
環境保全、地域の里山里海の環境保全の両面に配慮した発電事業となるよう計画を検討し
てまいります。

25



Ｎｏ. 意見の概要 事業者の見解

環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解

39-1

能登半島中央部に位置する七尾市（中島町）・志賀町・穴水町に受ける巨大風力発電4事業計画（註1＊）の問
題点
＊（仮称）七尾志賀風力発電事業・（仮称）虫ケ峰風力発電事業・（仮称）志賀風吹岳風力発電事業・（仮称）能
登里山風力発電事業
現在、能登半島中央部に位置する七尾市（中島町）・志賀町・穴水町に、風車規模最大191m、合計59基におよ
ぶ風力発電建設事業が計画されています。七尾湾に注ぐ七尾市中島町の熊木川・日用川、穴水町の小又川・
山王川、外浦に注ぐ志賀町の富来川、輪島市門前町の八ケ川など、能登半島中央部の主要河川源流部にあ
たる場所です。当地は人々の暮らし・景観・そして自然のいきものを育む能登の里山里海の豊かさの源となって
きました。
今回計画話題のある風力発電4事業は、能登の今日に至る自然や風土や人々の育まれた歴史に重大な影響を
与え、将来にわたり大きな負の遺産となりかねない。
（短歌１）過疎の村招かざる客押しかける猪とさぎ風力発電
（2020/10/14・水 晴れ、●●●●（注： 意見書原文では個人名が記載されておりましたため●とさせていただ

きました））
（短歌２）釶打に蔓延りのさばる猪と追い打ち駆ける風車発電計画
（2020/10/14・水 晴れ、●●●●（注： 意見書原文では個人名が記載されておりましたため●とさせていただ

きました））
（短歌３）休み無く機械音響く風車見上げる峰の風情を壊し
（2021/2/24・水 晴れ、●●●●（注： 意見書原文では個人名が記載されておりましたため●とさせていただき

ました））

39-2

（註2）風力発電4事業計画について、事業計画側は説明会を随時開催され、それに伴う資料と質問等の回答を
行っていますが、聞かされている側の感想として、
①内容がアカデミックすぎて、理解に追いついていけない。地域住民の生活知識のレベルに合わせて説明して
いただきたい。よって、説明の親切感・愛情・思い入れ・熱意等の印象が少なく、機械的な説明印象しか残らな
かった。
②風力発電事業の環境影響評価方法書の縦覧および説明会開催について、所定の場所・時間に閲覧および
傍聴参加できるようになっているが、それだけで十二分にその役割をはたせることになるのだろうか。伝えること
で伝わるでしょか。書類は冷たいものです。

39-3

③風力発電事業者が、能登半島に風力発電事業と共に定住するわけでもなく、また、能登半島に定住していた
経験もないのに、能登半島の風力発電事業の魅力を語られても、認めることはできない。
④最近ようやく都会の若人達が能登半島の定住を希望しだした中、景観の良き虫ケ峰などの峰々に風車のある
ことを問題視している。「なぜ、風力発電事業を認めたのか」と。
⑤能登半島を愛でる写真家や俳句・短歌を詠う人や、野鳥観察・草花樹木観察される人たちも、能登に住む私
と同じく、風力発電事業の白紙撤回を望んでいる。

貴重なご意見ありがとうございます。今後の環境影響評価の準備書の説明会、地域での事業
計画の説明会あたっては、ご意見の内容に配慮してまいります。
③弊社の整備部門の社員は風車建設後20年間、能登に定住する予定です。定住の経験と
いうところでは、住民の皆様のご意見をお伺いし、事業に反映させたいと考えております。
④過去の経緯などは既設風力発電所事業者や住民の皆様からお話を伺いたいと思っており
ます。
⑤国や世界が目指す二酸化炭素の排出量削減に貢献できるよう、やみくもに開発行為を行う
のではなく、住民の皆様のご意見や、環境影響評価の手続きで専門家等の意見を取り入れ
ることで地域、周辺の環境と共存ができるよう行政、専門家、地域住民等関係者含めて検討
していきたいと考えております。

貴重なご意見ありがとうございます。今後の環境影響評価の準備書の説明会、地域での事業
計画の説明会あたっては、ご意見の内容に配慮してまいります。
①配慮が足りておらず申し訳ございませんでした。今後の説明においては皆様にわかりやす
い説明を心がけます。
②縦覧、法的に必要な説明会だけでは伝わらないと考えていたため、各町会長様、区長様
に相談を行ってきました。その中で可能な範囲で地区単位の説明会を実施してまいりました。
未実施の地域は、地元の皆様の理解を深める、直接ご意見を伺う場として、様子を伺って今
後実施したいと考えております。
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39-4

問題点（01）招きもしないのに押しかけて、事業を興そうと企むことに問題あり。
①釶打の住民が協議の結果、風力発電事業を興そうという目的でもなく、また、風力発電事業を計画している事
業者を招待したわけでもない。
②決めた手順で、ある日、ある時を定めて、「事業内容を説明するから聞きによってこい」。「関連資料は所定の
場所で閲覧できる」。と決めて、釶打の住民の日常生活サイクルに一方的に、場所も日時も曜日も関係なく押し
かけて来る。その姿勢は釶打の住民について、標記風力発電施設を企画している組織は何様のつもりで構えて
いるのでしょうか。
③●「能登半島は、年間通じて風の流れが風力発電に適している。●国の施策・国の補助金を得る。●外国資
金を得ている。●能登半島は他の地域より、外浦・内浦双方から近い距離・低山地・人家の少ない過疎地等の
事由にて設置作業費用が低価であり、作業が行い易い。」と推測可能であるが、「他の地域より、条件が良いか
ら来ました」と申されても、365日釶打に生活している住民にとって、庭先を荒らされることに変わりなく、お断りし
ます。

貴重なご意見ありがとうございます。今後の環境影響評価の準備書の説明会、地域での事業
計画の説明会あたっては、ご意見の内容に配慮してまいります。
②住民説明会の日程、縦覧の日程は事前共有をさせていただいており、説明会については
皆様の都合がつきやすいように土日を選んで開催しております。ただ、法的な手続きだけで
は説明会当日に行きたくても用事があっていけない方などがいらっしゃると考え、各区長様や
町会長様にご相談させていただき、皆様が集まる機会などに少しお時間をいただいてその中
で可能な範囲で地区単位の説明会を実施してまいりました。現在、未実施の地域は、地元の
皆様の理解を深める、直接ご意見を伺う場として、様子を伺って今後実施したいと考えており
ます。
③風況が適しているというところはご認識の通りですが、国からの補助金はなく、過疎地のた
め設置作業費用が安いというところはございません。計画にあたっては釶打地区について深
く理解していない部分もございますので、定住している皆様のご意見をお伺いして事業の計
画を作成していきたいと考えております。

39-5

問題点（02）風力発電事業を興すことで、釶打地域の集落及び住民同士の「いがみ合い」が発生することに問題
あり。

長年、和気あいあい生活してきた同志が、「土地」と「おカネ」の絡むことで、作業道設置等やその後の作業道
管理等について、山地の境界線や土地売却金額の同族間内（親子・兄弟姉妹）のトラブルが起きる。

貴重なご意見ありがとうございます。今後の環境影響評価の準備書の説明会、地域での事業
計画の説明会あたっては、ご意見の内容に配慮してまいります。
また、風車設置位置は風や地形、自然環境、周辺住民の皆様への配慮が必要であり、そこを
皆様にご理解いただけるように丁寧な説明を行います。隣地との筆界につきましては地元の
土地家屋調査士、測量会社様ご協力のもと、適正に筆界を確定させ、もめ事が起こらないよう
努めます。

39-6

問題点（03）能登半島は世界農業遺産に選ばれた里山里海の良き自然環境の残る地域である。よって、風力発
電事業は景観保全に問題あり。

能登半島は観光地であり、農業・漁業・林業などを基盤とする第一次産業を生業としている地域である。現在
すでに設置されている虫ケ峰の山稜について、東側の七尾湾（内浦）からの景観も、西側の富来海岸（外浦）か
らの景観も、その地域に棲む住民としては、人口物の風車の存在そのものが風景のバランスを欠き、景観上迷
惑である。

草木を生けてある水盤（または壺）に、人口物の風車を多数投げ入れたモノを、あなたは奥座敷の和室に飾り
たいですか。

「能登の里山里海」が世界農業遺産の認定の際に景観に関して評価された点は、「優れた里
山景観：日本海に面した急傾斜地に広がる「白米千枚田」（輪島市）をはじめとした棚田や谷
地田、茅葺きや白壁・黒瓦の家並み、日本海の強い潮風から家屋を守る間垣（まがき）と呼ば
れる竹の垣根などは、日本の農山漁村の原風景とも表現される景観です。」とありますが、 本
事業地にはこのような景観資源は分布していないと考えますので、本事業の実施に伴い認定
で評価された景観資源に直接的な影響を及ぼすことはないと考えております。一方、各眺望
地点からの眺望については、認定で評価された景観を眺望できる地点からの眺望への影響
を考慮し、今後実施する環境影響評価の現地調査、予測評価を行う他、いしかわ景観総合
条例や七尾市景観条例に従い、関係機関と協議しながら、地域の観光業への影響も考慮し
検討していく予定でございます。

39-7

問題点（04）日本列島は地震国です。地震対策に問題あり。
各風力発電事業予定地の対象とする説明会において、①能登半島における断層状況や②今回の風力発電

事業予定地の地層状況の報告や調査計画にふれることなく今日に至っている。

事業予定地の地層状況については、方法書段階では既存資料調査（方法書ｐ33～43に記
載）を行っておりますが、地震対策につきましては風車建設位置の案が決まりましたらそこで
詳細な地盤の現地調査を行い、そこに風車を建設したモデルで地震の時に倒壊しないよう地
盤データや最新の地震データ、風車の構造データ、基礎の構造データを入力して解析を行
い最新の耐震基準に沿った設計をおこないます。

39-8

問題点（05）尾根道・峠道・山頂周辺の古代・中世・近世の山岳信仰遺跡等の歴史遺産を破壊する可能性に
問題あり。

永年語り伝えられた物語のある地域の歴史が、招きもしない組織が入り込み、風力発電建設の目的で、改変さ
れるのはいかがなものでしょうか。
①大伴家持の能登巡行コース（中島町西谷内集落の観音坂峠－志賀町今田集落）。
②峨山禅師の峨山道・峠越え（中島町河内越ケロアゴゼ峠－風吹岳の西側）。
③中世の城・砦遺跡（中島町西谷内ナマリヤ砦）。
④能登三十三観音巡礼札所（虫ケ峰第24番札所）（註1：虫ケ峰風力発電7号機、遺跡の北側3mまで接近）。
⑤伝見佛寺跡参道（上畠の虫峰山正覚寺の元の寺）（註2：虫ケ峰風力発電に伴う町屋－虫ケ峰間の林道建設
により消滅）。
⑥加能作次郎（明治期の釶打小学校教諭、小説家）が往復した盤谷峠（中島町鳥越－志賀町広地）。

対象事業実施区域の埋蔵文化財に対する確認につきましては、現時点では未確認の部分も
ありますので、引き続き有識者や行政等に確認をしてまいります。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の風力発電施設の配置検討の際に、ご意見として
挙がっている遺跡等についても、土地所有者、行政等の関係部署に相談し、風力発電施設
の配置等に配慮してまいります。

27



Ｎｏ. 意見の概要 事業者の見解

環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解

39-9

問題点（06）古代～近代の産業遺産である製炭・製鉄遺構の破壊に問題あり。
①能登半島の産業遺産として、海岸では製塩遺構があり。山麓では、一坪でも稲作の生産を高めようと努力され
た農民の手の跡を示す棚田あり。山地では、多数の製炭・製鉄遺構が分布している。今日まで製炭・製鉄遺構
の悉皆的分布調査を各市町教育委員会は実施していない。よって、作業道や林道建設に伴い、調査記録もさ
れずに遺構は消滅進行中である。
②今回の風力発電施設計画により、施設資材等の運搬道路新設・拡張工事等により、遺構の消滅の可能性が
ある。

遺構等についても前述の遺跡と同様に行政等の関係部署に相談し、風力発電施設の配置
等に配慮してまいります。

39-10

問題点（07）動物（鳥獣・両生類・昆虫等）・植物（樹木・草花等）の保全保護に問題あり。
①能登半島は渡り鳥の飛来地である。
②能登半島に朱鷺が生息していた時、穴水から羽咋の間を定期的に往来していた歴史がある。釶打地域（熊木
川の上流）や稗造地域（富来川の上流）には、朱鷺の飛来を見聞された記憶が現住民に残っている。
③近年、佐渡島⇒新潟県胎内市等経由⇒富山県経由にて、能登半島へ朱鷺が飛来していた。よって、今後も
朱鷺の飛来する可能性がある。
④谷間の水源地は、ホクリクサンショウウオの生息地である。
⑤（問題点07）の調査について、既存の報告された町史・市史などや、最近の情報を参考に各調査を行うであろ
うが、調査範囲は点的・線的調査である。未調査範囲が多々ある。よって、今後新発見の可能性がある。
⑥（問題点07）の調査について、悉皆的かつ面的調査と長期間（春夏秋冬の１年間）の観察調査が必要である。

動植物等への影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の事象が起こら
ないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定です。現地調査
等の際にはご意見の内容にも十分留意して行ってまいります。また、現地調査、予測評価の
結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦覧、説明会によりご説明させてい
ただく予定でございます。

39-11

問題点（08）風車設置に伴う運搬道路などの建設による土砂流失と設置後の道路側溝などの管理不足に問題
あり。
①梅雨のシーズンや台風シーズンは無論のこと、大雨後や大風後、落葉シーズンの定期的・継続的巡視と側溝
の排土・落葉の駆除が必要である。
②建設計画時の方法書類上では、管理について述べられているが、虫ケ峰風力発電設置後の状況観察では
遵守されているか疑問点が多い。
③道路設置に伴い、山林境界とそのラインが年次を経過するごとに不明確となり、隣地の地権者とのトラブルの
発生が起きやすくなる。
④道路設置に伴い、廃棄物の不法投棄が多発する。
⑤道路設置に伴い、山林樹木の不法伐採・盗難事例が多発する。

①風車も定期的なメンテナンスが必要なことから、ご意見いただいている排土や落葉の撤
去、道路の整備等は行う予定としております。
②弊社保有の発電所では定期点検、荒天後等の点検で管理しており地元住民の皆様から
の否定的なご意見はございません。
③道路設置に伴い、土地の所有者、土地の境を地元測量会社、土地家屋調査士ご協力のも
と確定させることでトラブルが発生しないよう未然に対策をいたします。
④行政と連携し、法に則って適切に対応いたします。
⑤林業関係者と協力し未然に防ぐ対策を検討いたします。

39-12

問題点（09）（問題点08）の運搬道路および風車の基礎工事などの結果、山中の水脈の汚染および水脈流道の
変更。生活用水や農業用水量の変動に問題あり。
①例えば、1年間の事前調査をふまえても、その状況は不明の点が高いだろう。しかし、20年間の経過後は、設
置前と設置後の比較は可能である。
②七尾西湾は、牡蠣養殖の日本海側第1位の生産地である。牡蠣養殖に必要な山の資源を思い考えた場合、
山の地形改変や樹木伐採は極力計画的配慮が必要である。よって、現状保全を求める。
③中島町西谷内集落では、上水道の管理組合「谷出水道組合」がある。
④中島町河内集落の上水道。中島町の上水道の水源地である熊木川。
⑤旧富来町の上水道の水源地である虫ケ峰。
⑥輪島市門前町の水源地である八ケ川。
⑦穴水町の水源地である小又川・山王川。
いずれも、（仮称）七尾志賀風力発電事業・（仮称）虫ケ峰風力発電事業・（仮称）志賀風吹岳風力発電事業・
（仮称）能登里山風力発電事業に伴う想像を超える影響がある。

水質、地下水につきましては、今後実施する現地調査の結果を基に予測及び評価を行い、
風力発電施設の配置、環境保全措置の検討をして、水質、地下水への影響に配慮していく
予定です。現地調査地点につきましては、現地踏査やヒアリング等により湧水、農業用水等
の利用地点等を選定し調査を行ってまいります。
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39-13

問題点（10）風車の存在に伴う騒音の問題あり。
①365日、24時間、風車の回転があるわけではない。しかし、風力回転の方向（方位）と時間帯（夜間など）によっ
て、耐え難い騒音を感じる場合がある。
②屋外の杉木立と共鳴および反射して、風車と直面していない方向からの騒音もある。
③虫ケ峰風力発電9号機・10号機の眼下に位置する（直線距離：1000m～1500m未満）●●家（石川県七尾市
中島町●●●●●●●）（注： 意見書原文では個人名及び住所が記載されておりましたため●とさせていただ
きました）では、9号機・10号機の撤去または風力回転の停止を願いたい。
④③の件について、6ケ月の自宅療養後、2011年（平成23年辛卯）6月6日入滅した母（享年91歳）の遺言でもあ
る。
⑤虫ケ峰風力発電に伴う騒音を受けている地域として、七尾市中島町釶打地域では、鳥越集落の上出、古江
集落、西谷内集落の上野出・馬場出・谷出・田の尻出、藤瀬集落である。
⑥風力発電設備のガイドライン値未満であっても、音の距離、地形、風向きなどの要因によって、元々存在して
いなかった人口音＝風力発電音を雑音と感じる日常生活を過ごしたくない。

低周波音を含む騒音による影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の
事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定で
す。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦
覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。

39-14

問題点（11）風車の存在に伴う低周波騒音に問題あり。
①低周波騒音について、2008年、全米騒音制御技術研究所の年次学会において、ジョージ・カンパーマンと
リック・ジェームスは、風力発電について、少なくとも平地で2km、山間部では3.2kmの距離を民家から離すべきと
報告している。
②低周波騒音などにより、睡眠障害・頭痛・耳鳴り・めまい・吐き気・動悸・イライラ・集中力や記憶力の低下・パ
ニック障害などが報告されている。なお、老若・年齢層などの各個人の過敏性の状況によって異なる。元々、設
置しなければ（問題点09）の②の問題は起きない。

民家と風力発電機との間で必要な離隔距離につきましては、音の聞こえ方は単に距離だけ
ではなく、地形、風向き等他の要因によっても異なってくるものと考えられるため、今後の現地
調査では、事業実施区域から近い集落等を選定して現地調査地域の音環境の特性を把握
したうえで風力発電機からの騒音の予測を行い、指針値未満となるよう配置の調整を行って
いく予定でございます。

39-15

問題点（12）（問題点10）・（問題点11）の環境調査を行う場所と箇所の数の少ない事と調査期間の短い事が疑
問である。

調査地点につきましては、方法書作成にあたり実施した現地踏査で、現況の騒音を把握でい
ると考えられた地点を選定しております。今後の現地調査の際には、各地区の状況も踏まえ
たうえで、調査地点の追加等を検討してまいります。また、風力発電施設からの影響の予測
は、騒音測定地点も含めた地域の面的な影響予測を行う予定です。調査期間につきまして
は、各種マニュアルや手引き、事例等を基に設定しておりますが、現地の状況を踏まえ必要
に応じて、適宜、調査期間の延長等を行い、地域の騒音の現状を的確に把握するよう努めて
まいります。

39-16

問題点（13）風車の存在に伴う落雷・落雷誘引などによる周辺被害の問題あり。
①家屋および山林樹木の被雷と火災の被害発生が高い可能性がある。

落雷につきましては風車事故が起こるにつれて規制が厳しくなることから風車の性能が上が
り、避雷針や羽の先端で電気を受けて地中に逃がす設計となっていること、落雷による被害
を抑えるために気象予測サービスなどを活用し事前に風車を停止させることで皆様にご迷惑
をおかけする事故が起こるリスクは限りなく低いものと考えております。

39-17

問題点（14）地球温暖化などによる近年の台風が異常に強い。その結果、予測以上の風力による倒壊の危険性
がある。「想定外であった」との説明は今日許されない。

予想以上、想定外をなくすために、近年の設計の基準は地震、暴風等の大きな負荷をかけ
ても倒壊しない強度を保つものへと厳しくなってきており、これをクリアしなければ建設できな
いこととなっております。また、地球温暖化に伴う異常気象を低減させるために、各地で風力
や太陽光発電、バイオマス発電等の再生可能エネルギーによる発電所の割合が増えている
ことと思います。
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39-18

問題点（15）設置運営会社が倒産した場合、融資を行う金融機関が引き継ぎ、事業の継続を行う体制と説明が
あるが、今後世界経済の動向により、20年後の金融機関の存在も安定的とは予測できない。また、外国資本の
バックアップについても、現在は可としても、将来はどうなるか予測できない。

20年間の風力発電施設の運営体制において、風力発電所竣工後は原則銀行からの融資を
返済するのみです。
事業を行っている発電所は、一定の風条件の安定した発電ができれば、その発電した電気
を電力会社が「固定価格買取制度」により安定した買取がなされます。このため、風況につい
ての詳細な観測を行い、安定した風力発電が行えることを確認している所でございます。ま
た、今までの弊社の風力発電事業における実績等を含め予備費を含む適切な運営費用を
計画しているため経営難になる心配はございません。
また、発電所に出資をし、運営管理をしている弊社が万が一倒産した場合でも、発電所は独
立して運営できる体制となっているため、金融機関が新たな出資運営会社を見つけてそこに
管理させるため、発電所がそのまま放置されるという心配はございません。
海外からの出資につきましては、銀行との融資契約後に発電所に出資した金額の返金を行
おうとしても、契約上できない為、海外からの出資が急になくなり、撤退するという場合でも、
個別事業に与える影響はございません。

39-19

問題点（16）風力発電機の耐用年数経過後の後始末について、周辺住民に対して、明文化された契約書素案
を提示していない。

以上、直観的・一般的に感じている問題点合計16件を記載しました。総論として、『（仮称）七尾志賀風力発電
事業・（仮称）虫ケ峰風力発電事業・（仮称）志賀風吹岳風力発電事業・（仮称）能登里山風力発電事業の4事業
計画』の撤回を求めます。

よって、地域住民の培われた絆を分断する風力発電事業計画に関連する事業者側の個別説明も集団説明会
の開催もおことわりします。
【2021年（令和3辛丑）3月5日（金）時々小雨、啓蟄の日 8頁記】

貴重なご意見ありがとうございます。今後、風況調査や環境調査を行い、事業化できるようで
あれば土地契約の素案をもって皆様に説明してまいりますが、いきなり契約ではなく順を追っ
て説明を行いたく、まだお示しできておりませんでした。
一般的に使用される素案から現況復旧や撤去についてどのように記載があるかはお示しでき
ますので、住民の皆様への説明会の際にお示しするようにいたします。

40-1

・風車設定後仮に5年目に事業倒産した場合の現場の後始末が不明。
20年後の説明があったが、経営内容を毎年地元に公開するとの話しはしなかった。

事業開始5年目に倒産してしまうケースとしては、予測した風況と異なり、見込んでいた発電
ができないケースが想定されますが、そのような事態が起きないように過去20年間の風環境
を含む気象情報と、現地での直近、1年以上の風況のデータを合わせて細かい解析を行い、
さらに起こる可能性のある不確実性を考慮して期待できる風況を低めに見積もっているため、
見込んでいた発電ができなく倒産せざるを得ない状況に至ることはないと考えております。
また、こちらは事業者だけでなく、事業費を融資する銀行が専門機関で調査や検証を行いま
すので、第三者が確認を行ったうえで、初めて事業化できることから、リスクは限りなく低いと
考えております。

41-1

①計画地は熊木川上流及び日用川水源部にあたる尾根筋である。
そのような場所・及びそこに至るルートに大型・大規模な風力発電施設工事を行う事は、水源の枯渇や土砂災
害を増長する。
また濁水防止の為の調整池の建設は無用な山体の破壊であり、水源及び山林保水機能を長期的に損なうもの
である。
このような計画は認められない。

水質、地下水につきましては、今後実施する現地調査の結果を基に予測及び評価を行い、
風力発電施設の配置、環境保全措置の検討をして、水質、地下水への影響に配慮していく
予定です。現地調査地点につきましては、現地踏査やヒアリング等により湧水、農業用水等
の利用地点等を選定し調査を行ってまいります。
風車施設の配置や資材搬入道路の検討にあたりましては、土砂災害等も検討要因の重要な
一つになりますので、土砂災害ハザードマップ等の既存資料の確認の他、今後、地盤のボー
リング調査等を行い、調査結果を踏まえ、行政の担当課と協議を行い、局所的な豪雨等に耐
えられる設計などを行うことで土砂災害が起きないよう対策をする予定でございます。

41-2

②現状釶打に存在する1500kW級風車でさえ、騒音の被害を訴える住民がいる。
今計画の更に大型の風車及び、隣接する複数計画の風車による累積被害により、更に重大な騒音障害を招く
事が想定される。
説明会において、環境省資料を引用し、「アノイアンス」という表現が用いられた。貴社の姿勢としてこの点につ
いて、あたかも「個人的な思い込み」のような解釈が感じられ、住民に真に寄り添う姿勢が感じられなかった。
この点においても今計画は認められない。

説明会では、環境省の資料を用い、影響がないことを説明したのではなく、アノイアンス「わず
らわしさ」という影響があり、これは、低周波音よりも可聴域の騒音によるところであるため、騒
音についても調査を行うことを、わかりやすく説明する意でございましたが、かえって誤解を招
いてしまったものと思います。今後は、ご指摘の意を踏まえ、現地調査結果について準備書
の説明会では誤解を招くことのないように十分に注意し、丁寧な説明に努めてまいります。
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41-3

③計画地一帯は、希少猛禽を始めとする鳥類の重要な繁殖・採餌・移動ルートとなっており、鳥類団体から不適
地であることが再三指摘されている。
方法書に記載されているいかなる対処をもってしても、影響の回避は不可避とかんがえられる。
よって今計画は認められない。

動植物への影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の事象が起こらな
いようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定です。また、現地調
査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦覧、説明会により
ご説明させていただく予定でございます。

41-4

④計画地一帯は「峨山道」など古くからの交通・文化の要衝であり、地形・景観と共に、価値を数量化できない重
要な価値を創出してきた。
そのような価値を破壊する巨大風車は土地本来の財産を大きく損なうものである。
よって本計画は認められない。

事業地内に位置する峨山道での工事は、既設風力発電所管理道路（既舗装路）部分におい
ての送電線埋設工事のみを予定しております。
また、峨山道から見える景観につきましては、今後、環境影響評価の中で現地調査、予測評
価を行い、環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定です。また、現地調査、
予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦覧、説明会によりご
説明させていただく予定でございます。

42-1

能登に大規模風力発電計画
急浮上した能登の大規模風力発電計画は、地元でもほとんど知られず、驚きの声が聞かれます。
尾根に立ち並ぶ高さ180メートルの最大級の風車。騒音や低周波の健康被害、貴重な野鳥の営巣地を含む生
態系への影響、洪水、水資源の枯渇が心配され、近距離の尾根中に立つ風車に囲まれる集落もあります。買取
価格の有利なうちに集中する十二事業所、百七十六基の乱開発は、事業者と地主の契約のみ。住民や自治体
との合意が必要ないこともあり、各地でさまざまな問題や事故が多く、洋上へ移行中とも聞きます。雷被害も多い
小さな半島で立地の適所はあるのか？放置されれば地主、自治体にかかわる今の法整備で十分か？など不安
は尽きません。
世界農業遺産に認定された能登は、素朴な暮らしの中で海山の恵みを受け続けた、いのちの場所です。過疎
の中でもそこに魅せられる人も増えています。
震災後、皆が本当に大切なものを見つめようとしている中、安心なエネルギーを模索してやまない私たちの世代
が、大切な能登をどう子・孫の代に渡せるのか。性急な計画を白紙に戻し、それぞれもっと知り、先を考える十分
な論議の時間が必要ではないでしょうか。

ご心配されている生態系への影響、健康への影響、水資源への影響等は環境調査、専門
家、住民の皆様からのご意見を配慮して計画を進めてまいります。
また、事業につきましては、各町会長への回覧依頼等でお知らせしておりましたが、現状周
知が足りていなかったということを真摯に受け止め、今後は皆様との対話の数を増やせるよう
調整してまいります。

42-2

風力発電 えっ？
“能登は優しや土までも” この言葉そのままに、夫の赴任地であった能登に魅せられ、永住の地として、もう40
年余り経ちました。その七尾市へ急浮上してきた風力発電は、地元でもほとんど知る人がいないことで、旧中島
町、旧田鶴浜町（七尾市）志賀町だけでも6社80基あまりとのこと・・。地域の大切な山並みに180メートル級の巨
大な白いプロペラ群が林立する計画が、地権者と 事業者の借地契約のみで 自治体、住民などの合意は必要
のない、あまりにも緩い法の下で着々と進行しています。実態は、海外で採算が合わなくなった外資が、日本の
今の固定価格の買取制度のもと、利益を得るだけ得ようという駆け込み申請で、能登に集中するようです。
広範囲に尾根を切り開かれ、コンクリートを流し込まれ、保水力を失った山は、洪水や渇水は避けられず、豊か
な水資源は失われ、能登の貴重な鳥の生息地、動植物の生態系も奪われます。そして荒れて、力のない能登
に、また何かを押し付けられることになるのか・・。こんな大切なことが誰にも知らされないままに国の400基の計
画のうち、能登半島へ12もの会社で150基から180基を着々と秘密裏に進めているのだと・・。住民や地元市町村
の同意も必要なく、県の認可だけで、好き放題に建設可能ということ自体信じられない構造です。建設予定地
で、知らされていなかった住民たちは今、驚きと不安でいっぱいです。

弊社としましては、地元の合意なしに事業を実施する考えはございませんので、地権者様に
のみ丁寧な説明を行っているというとはございませんが、事業につきましては、各町会長への
回覧依頼等でお知らせしておりましたが、現状周知が足りていなかったということを真摯に受
け止め、今後は皆様との対話の数を増やせるよう調整してまいります。
また、弊社としましては、海外からの出資については発電所の開発のような大規模の事業を
行うにはそれ相応の資金力が必要で、海外の事業者はともに地球規模で温暖化を防止する
ためのビジネスパートナーという位置づけであります。
最後のご意見につきましては、各事業者で計画初期段階では他社がどのような計画をしてい
るかわからない状況にあるので、可能性のある大きな範囲で最大規模の発電所容量で公示
しますが、環境影響評価の手続きや地元との協議、行政との協議で建設までに様々な配慮
がされていくものと考えます。
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42-3

原発に翻弄され続けた私達はクリーンエネルギーの名にあこがれますが、風に左右され、常に火力や原子力と
併用せねばならぬ不安定なもので、二酸化炭素削減はあまり期待できず、各地で経営不振や、また、低周波や
騒音への健康被害などで、反対運動も様々に起きていると聞きます。ましてや、外資系の大企業は、儲けがなけ
ればすぐ撤退してしまい、あとに残るのは、部品欠損、雷被害などで、動かなくなった30階建てビル以上の巨大
な構造物で、事業者優先の借地法では、放置されたものは数億円、数十億円をかけて 地主・自治体が後始末
せねばならないことだと・・すべてが子供たちの代へかかるのです。
世界農業遺産に指定された能登は長年、素朴な暮らしを続けながら、海山の幸を分け合い、手渡してきた、温
かな故郷そのものです。過疎化は避けられない現状ですが、失われようとしているその貴重さにあこがれる人の
移住も増え、海外からでさえ守ろうとしているのに・・。原発の分断の地で住民の思いを封じ込め、海山を有刺鉄
線で遮られてしまった切なさが、再び大きな力によって繰り返され、巨大なプロペラ群が半島に林立されようとし
ていることへの悲しさが募ります
子ども達から、奪い続けるばかりの私たちの世代が、これ以上大切なものを奪うことを何とかやめなければ・・県
のほうでも様々な振興に努めておられる中、能登の風土を根こそぎ破壊するような国の政策を、どうか押しとどめ
てほしい・・と、心より願う気持ちでいっぱいです。

年間の風力発電施設の運営体制において、風力発電所竣工後は原則銀行からの融資を返
済するのみです。
事業を行っている発電所は、一定の風条件の安定した発電ができれば、その発電した電気
を電力会社が「固定価格買取制度」により安定した買取がなされます。このため、風況につい
ての詳細な観測を行い、安定した風力発電が行えることを確認している所でございます。ま
た、今までの弊社の風力発電事業における実績等を含め予備費を含む適切な運営費用を
計画しているため経営難になる心配はございません。
また、発電所に出資をし、運営管理をしている弊社が万が一倒産した場合でも、発電所は独
立して運営できる体制となっているため、金融機関が新たな出資運営会社を見つけてそこに
管理させるため、発電所がそのまま放置されるという心配はございません。
風力発電機が乱立することは問題かと思いますが、地域、周辺の環境と共存ができるよう行
政、専門家、地域住民等関係者含めて検討していきたいと考えております。

42-4

小さな能登半島は過疎の地ではありますが、世界農業遺産にも選ばれ 長年、素朴な暮らしの中で 海山の幸
をわかち合い手渡し続けて来た 大切ないのちの場所です。
様々な貴重な鳥が飛来し、四季の移ろいの中に人々の心を癒し力を分けてくれる貴重な場所です
今一時の風土を無視した12社もの乱開発、強引な計画はこの風土を消失させるものです。
風が弱く雷被害も多くとても採算のとれないことに放置の危険も否めません
自治体、住民に広く開示が必要であり、又、住民の能登に対する想いをもっと知り、この地が蹂躙されることのな
いよう計画の白紙撤回を強く求めます

「能登の里山里海」が世界農業遺産の認定の際に評価された点は、「生物多様性が守られた
伝統的な農林漁法と土地利用 ：前略・・・また、山の斜面を利用した棚田や谷間を利用した
谷地田、農業用の水源となる2,000を超えるため池などがモザイク状に展開され、生態系が連
続的に維持されるとともに、絶滅のおそれのある希少種を含む多くの生きものの生息・生育場
所になっています。 」「里山里海に育まれた多様な生物資源：シャープゲンゴロウモドキ、ホク
リクサンショウウオ、イカリモンハンミョウなどの希少種を含む多くの生きものが生息・生育する
ほか、300種以上もの渡り鳥が確認されています。・・・後略」とあります。
このことを踏まえ、本事業では、例えば、農林業と密接な里山の管理として、 スギ植林など維
持管理、単一な植生ではなく多様な生物の生息環境となる雑木林等の 森林管理に協力して
いくこと等を今後検討してまいります。 また、「能登の里山里海GIAHSアクションプラン」（能登
地域GIAHS推進協議会、平成28年6月）の内容を踏まえ、水稲栽培等の農業に関わりの深い
溜池 を維持することで、溜池に生息するゲンゴロウ類等の希少な水生生物や多様性 の保全
として溜池への影響に考慮し、必要に応じて本事業地内に含めることで保全 していく等の貢
献を検討し、世界農業遺産としての「能登の里山里海」との共存を図る努力をしてまいりま
す。

43-1

意見：開発により災害に弱くなる
近年、七尾市のみならず世界的に洪水の被害が増大している。
七尾市内の河川も毎年川の堤防を超えるなど、被害が増大している。
開発は確実に山の保水能力を下げ、災害への抵抗力が低くなる。
よって建設は不適である。

風車施設の配置や資材搬入道路の検討にあたりましては、土砂災害等も検討要因の重要な
一つになりますので、土砂災害ハザードマップ等の既存資料の確認の他、今後、地盤のボー
リング調査等を行い、調査結果を踏まえ、土砂災害が起きないよう設計段階で検討する予定
でございます。
また、七尾市のみならず世界的な異常気象による集中豪雨に伴う洪水等の被害が増大して
いるひとつの要因は化石燃料の使用に伴うＣＯ2等の温室効果ガスの増加による地球温暖化
があるものと思料します。
その地球温暖化の進行をストップするためには、化石燃料の使用に伴うＣＯ2排出量を軽減さ
せることが必要であり、これからの発電では、化石燃料による発電の比率を下げるために風力
等の再生可能エネルギーの発電所を適地にて建設していきたいと考えております。
山の保水機能、災害への抵抗力につきましては、事業進捗段階に合わせ今後の行政の担当
課や専門家との協議で集中豪雨等があった際でも現状以下の機能とならないような設計を計
画してまいります。

43-2
質問：開発した場合、現状の防災能力を維持するために、大規模な治水工事を行う必要があるが、行う予定が
あるのか。

前述の通り行政や専門家の指示、基準に沿った治水工事を行う予定です。

43-3

質問：また、風力発電に起因する災害が発生した場合、被害を受けた住民への十分な補償、追加の治水工事
などを行うのか。

県の指導、基準に沿って設計を行えば集中豪雨等にも耐えられるようなものになると思料しま
すが、万が一弊社が開発したことにより住民の皆様へ被害が発生した場合は責任をもって補
修工事を行うことや、被災された方への補償についても協議をさせていただきたいと考えてお
ります。
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43-4

景観の確実な悪化。
能登の里山里海は、世界農業遺産にも指定されている、日本の原風景が色濃く残っている地域である。山の

尾根に連なる様に建設することは、景観を著しく悪化させることになる。
また巨大な風車が能登の低い山に建つことにより、確実に圧迫感が生まれる。

よって建設は不適である。

「能登の里山里海」が世界農業遺産の認定の際に景観に関して評価された点は、「優れた里
山景観：日本海に面した急傾斜地に広がる「白米千枚田」（輪島市）をはじめとした棚田や谷
地田、茅葺きや白壁・黒瓦の家並み、日本海の強い潮風から家屋を守る間垣（まがき）と呼ば
れる竹の垣根などは、日本の農山漁村の原風景とも表現される景観です。」とありますが、 本
事業地にはこのような景観資源は分布していないと考えますので、本事業の実施に伴い認定
で評価された景観資源に直接的な影響を及ぼすことはないと考えております。一方、各眺望
地点からの眺望については、認定で評価された景観を眺望できる地点からの眺望への影響
を考慮し、今後実施する環境影響評価の現地調査、予測評価を行う他、いしかわ景観総合
条例や七尾市景観条例に従い、関係機関と協議しながら、地域の観光業への影響も考慮し
検討していく予定でございます。

43-5

意見：地域にメリットらしいメリットが無く、補償も無い。
地権者、集落に土地の賃借料がわずかばかり入ったとしても、普段生活しているときに、風車の音が不快に感

じたり、低周波や超低周波によって健康被害を被った時に、確実な補償がない。
よって建設は不適である。

地域のメリットとしましては市町に入る固定資産税で市町のサービスが向上すること、風力発
電所の維持管理業務の地元雇用の検討、風力発電設備整備のために付けた道を林業等の
業者と共有することで里山の整備につながること、長期的に考えれば、二酸化炭素削減によ
り、能登の里山環境の悪化を防げることと思います。
その他にも地域住民の皆様のご心配事項、ご不安事項にお応えする地元貢献案を共同で
検討させていただきたいと考えております。
また、万が一弊社が開発したことにより住民の皆様へ被害が発生した場合は責任をもって補
修工事を行うことや、被災された方への補償についても協議をさせていただきたいと考えてお
ります。
また、騒音については、今後、現地調査や予測、評価を行い、その結果を踏まえ環境省が定
める「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」等に従って、可能な限り騒音の低減に
努めてまいります。

43-6
質問：地域に騒音による健康被害が出た場合、御社の調査結果のみに寄らず、住民側が委託した業者などによ
る調査結果を踏まえ、風車との因果関係が明らかになった場合、医療費負担などの補償、住民が住んでいる家
屋への防音処理、定住できなくなった場合の移住費用負担などができるのか。

弊社の風力発電施設との因果関係が明らかになった場合は、その状況、被害に応じた補償
を行います。

43-7

集落から近すぎる。
私は、現在、3基の風車から自宅まで、およそ1.5ｋｍに住んでいます。
現状、すでに風車の音がゴウゴウと鳴り響き、生活音とはかけ離れた不気味さを感じて生活しています。
発生する騒音は、生活音と同程度だとしても、一時的に発生する騒音と違い、風力発電の風車が回っている

間、一時の間もなく発生しています。
発電量を確保するために、昼夜問わず発電するのも経験しています。昼間は車の音や、農機の音があるた

め、それほど気にはなりませんが、夜などは、風向きによっては室内までその音が聞こえ、不快に思っています。
計画されている、風車建設予定地は、西谷内、河内地区など近いところは集落まで1ｋｍを少し切るぐらいに予

定されています。
よって建設は不適である。

低周波音を含む騒音による影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の
事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定で
す。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦
覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。

44-1

風力発電は、二酸化炭素が発生しないので自然環境を破壊しない等、クリーンなイメージを持たれていますが
果たしてそうでしょうか？
山の尾根に沿って立ち並ぶ風車は一見の価値ありと謳っているものさえあります。
風力発電を建設する際にどれだけの山が削られ、またそれに伴い生息する生物達も住みかを失う。これで自然
に優しいと言えるのでしょうか？
風力発電の低周波による健康被害も、今やインターネットで「風力発電」と検索するだけで溢れるほど実害が報
告されています。
真剣に冷静に、日本の未来を考えるならば
何一つ生産性を生み出さないバカげた風力発電事業計画は今すぐ中止するべきです。

貴重なご意見ありがとうございます。
また、ご心配されている本事業の実施に伴う、自然環境、生活環境への影響につきまして
は、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の事象が起こらないようできる限り環境保全措置
等を検討し、事業計画に反映していく予定です。また、現地調査、予測評価の結果、環境保
全措置については今後、準備書として公告縦覧、説明会によりご説明させていただく予定で
ございます。
地球温暖化により経年的な環境の悪化が深刻となっている今、新しい取り組みによる対応の
必要があるかと考えますので、環境影響評価の手続き等を通して、地域住民の皆様と一緒に
なって将来の地球規模の環境保全、地域の里山里海の環境保全の両面に配慮した発電事
業となるよう計画を検討してまいります。
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45-1

熊木川が注ぐ七尾西湾では牡蠣の養殖が盛んです。牡蠣の養殖は餌を与えることなく、自然の力で牡蠣を育て
ます。マガキは主に植物プランクトンを餌として成長します。植物プランクトンは海水中の栄養塩類と太陽の光で
育ちます。
栄養塩類は七尾西湾に注ぐ、熊木川や二宮川がもたらします。
今回の風力発電事業により、山の表土が削られると川に流れる腐食が減少します。腐食はキレート作用により栄
養塩類を水に溶けやすくする役割をしていますが、木を伐採し、表土が流出することで、七尾西湾に注ぐ栄養
塩類が減少することが懸念されます。
このことは、「森は海の恋人」（畠山重篤著）でも示めされています。
また、近年七尾西湾のヘドロ化が問題となっています。
ここに山から土砂が流出することにより、海底に土砂が堆積し、ヘドロ化が加速される恐れがあります。七尾西湾
の砂地は海鼠の絶好の住処になっており、ヘドロ化が進むことで海鼠漁にも影響が出ることが懸念されます。
以上より、環境アセスメントに七尾西湾の環境評価も追加するべきです。

本事業地は海からの距離が離れているため、その間の河川への影響を予測し、適切な環境
保全措置を検討することで、下流の海域における漁業等への影響を回避できるものと考えて
おります。従いまして、事業地の流域にあたる河川の水質について、影響があった場合に最
も影響が大きくなる可能性があると考えられる河川の上流地点を調査地点に選定し、今後現
地調査をし予測を行ってまいります。事業地からの影響が最も大きくなる可能性がある地点で
予測を行い、その地点よりも下流の海域への影響がないことを調査していく予定でございま
す。

45-2

能登の里山里海は世界農業遺産にも登録されており、
その認定基準には、
ランドスケープ・シースケープの特徴：人類と環境の相互作用を通じ、長い年月をかけて発展してきたランドス
ケープ・シースケープを有すること。
とある。
能登の山に立つ巨大な風車は、人類と環境の相互作用を通じ長い年月をかけて発展してきたランドスケープを
壊すものだと思います。
景観の面からも、この事業に反対いたします。

「能登の里山里海」が世界農業遺産の認定の際に景観に関して評価された点は、「優れた里
山景観：日本海に面した急傾斜地に広がる「白米千枚田」（輪島市）をはじめとした棚田や谷
地田、茅葺きや白壁・黒瓦の家並み、日本海の強い潮風から家屋を守る間垣（まがき）と呼ば
れる竹の垣根などは、日本の農山漁村の原風景とも表現される景観です。」とありますが、 本
事業地にはこのような景観資源は分布していないと考えますので、本事業の実施に伴い認定
で評価された景観資源に直接的な影響を及ぼすことはないと考えております。一方、各眺望
地点からの眺望については、認定で評価された景観を眺望できる地点からの眺望への影響
を考慮し、今後実施する環境影響評価の現地調査、予測評価を行う他、いしかわ景観総合
条例や七尾市景観条例に従い、関係機関と協議しながら、地域の観光業への影響も考慮し
検討していく予定でございます。

45-3

近年熊木川は大雨により何度も氾濫しております。
今回の事業では、風車を運ぶトレーラーが通れる大きな林道を作り、風車建設地の周囲の木を伐採し、尾根を
削って整地し、山に深い杭を打ち、大きな基礎を作って、風車を建てることになります。
木の伐採による保水力低下、真砂土流出により河川水と地下水の交流不全が起こることなどにより、治水の悪化
が懸念されます。
今回は貴社だけではなく、熊木川原流域に4つの事業が計画されており、これらの事業が進めば、保水力が落
ちた熊木川は少し大雨が降っただけで氾濫を繰り返すことになるのではないかと懸念しております。
貴社が熊木川の治水を悪化させることがないという根拠があれば、示していただきたい。

風車施設の配置や資材搬入道路の検討にあたりましては、土砂災害等も検討要因の重要な
一つになりますので、土砂災害ハザードマップ等の既存資料の確認の他、今後、地盤のボー
リング調査等を行い、調査結果を踏まえ、土砂災害が起きないよう設計段階で検討する予定
でございます。
水質、地下水につきましては、今後実施する現地調査の結果を基に予測及び評価を行い、
風力発電施設の配置、環境保全措置の検討をして、水質、地下水への影響に配慮し、でき
る限り、環境への影響、負荷の少ない事業となるよう努めてまいります。
また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦覧、
説明会によりご説明させていただく予定でございます。

45-4

【水に対する影響】
なたうち地区には藤瀬の名水があり、県外からもたくさんの方が水をくみに来られます。
この事業によって、水脈が変化したり、土砂の流出により水質の悪化なども懸念されます。
環境アセスメントにて、工事時の水質だけではなく、工事終了後の水脈の変化・土砂や濁水の流出なども評価
するべきである。

水脈の変化に関連する地下水の項目につきましては、本事業の供用後の項目としても選定
しております。土砂の流出による濁水につきましては、供用時には著しい濁水を発生する要
因はないため項目として選定しておりませんが、供用時は速やかに造成面の植栽等を行い
濁水が発生しないよう計画しております。
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45-5

【世界農業遺産 能登の里山里海】
事業の実施想定区域を含む能登地域は、世界農業遺産「能登の里山里海」として登録されている自然豊かな
土地であり、そこで暮らす人々の生活はこの豊かな自然に支えられており、この豊かな自然こそが能登地区の最
大の資源と言えるものであります。 世界農業遺産の認定基準には、
1.食料及び生計の保障：地域コミュニティの食料及び生計の保障に貢献するものであること。
2.農業生物多様性：食料及び農業にとって世界的に重要な生物多様性及び遺伝資源が豊富であること。
3.地域の伝統的な知識システム：「生物相、土地、水等の農林水産業を支える天然資源の管理システム」を維持
していること。
5.ランドスケープ及びシースケープの特徴：長年にわたる人間と自然との相互作用によって発達してきたランドス
ケープやシースケープを有すること。
といった記載がなされております。
事業実施想定区域は、希少な猛禽類が確認されており、これらの事業が生物多様性を大きく損なうことは明白
であります。
また、事業想定区域での木の伐採、運搬道の造成などによる保水力低下・土砂流出などにより、下流域での治
水悪化、水質悪化などが懸念され、農業の営みにも多大な影響が予想されます。周囲には藤瀬の名水もあり水
質悪化が懸念されます。また、七尾西湾に注ぐ熊木川の源流域が荒れることで、漁業にも悪影響が出る可能性
もあります。つまり、地域コミュニティーの食料及び生計の保障に問題が起こる可能性があります。
景観の面でも、長年にわたる人間と自然との相互作用によって発達してきたランドスケープとはかけ離れた景観
となります。
このような、能登地域の最大の資源である能登の里山里海に対する負荷の大きな事業が、周辺住民への十分
な説明、合意形成がなされないまま進められていくことに、大きな懸念を抱いております。

「能登の里山里海」が世界農業遺産の認定の際に評価された点は、「生物多様性が守られた
伝統的な農林漁法と土地利用 ：前略・・・また、山の斜面を利用した棚田や谷間を利用した
谷地田、農業用の水源となる2,000を超えるため池などがモザイク状に展開され、生態系が連
続的に維持されるとともに、絶滅のおそれのある希少種を含む多くの生きものの生息・生育場
所になっています。 」「里山里海に育まれた多様な生物資源：シャープゲンゴロウモドキ、ホク
リクサンショウウオ、イカリモンハンミョウなどの希少種を含む多くの生きものが生息・生育する
ほか、300種以上もの渡り鳥が確認されています。・・・後略」とあります。
このことを踏まえ、本事業では、例えば、農林業と密接な里山の管理として、 スギ植林などの
維持管理、単一な植生ではなく多様な生物の生息環境となる雑木林等の 森林管理に協力し
ていくこと等を今後検討してまいります。 また、「能登の里山里海GIAHSアクションプラン」（能
登地域GIAHS推進協議会、平成28年6月）の内容を踏まえ、水稲栽培等の農業に関わりの深
い溜池 を維持することで、溜池に生息するゲンゴロウ類等の希少な水生生物や多様性 の保
全として溜池への影響に考慮し、必要に応じて本事業地内に含めることで保全 していく等の
貢献を検討し、世界農業遺産としての「能登の里山里海」との共存を図る努力をしてまいりま
す。また、「能登の里山里海」が世界農業遺産の認定の際に景観に関して評価された点は、
「優れた里山景観：日本海に面した急傾斜地に広がる「白米千枚田」（輪島市）をはじめとした
棚田や谷地田、茅葺きや白壁・黒瓦の家並み、日本海の強い潮風から家屋を守る間垣（まが
き）と呼ばれる竹の垣根などは、日本の農山漁村の原風景とも表現される景観です。」とありま
すが、 本事業地にはこのような景観資源は分布していないと考えますので、本事業の実施に
伴い認定で評価された景観資源に直接的な影響を及ぼすことはないと考えております。一
方、各眺望地点からの眺望については、認定で評価された景観を眺望できる地点からの眺
望への影響を考慮し、今後実施する環境影響評価の現地調査、予測評価を行う他、いしか
わ景観総合条例や七尾市景観条例に従い、関係機関と協議しながら、地域の観光業への影
響も考慮し検討していく予定でございます。

45-6

【生物多様性について】
この事業の実施想定区域やその周辺にはクマタカなど希少な猛禽類が生息しており、周辺にはノスリなどの猛
禽類も確認されている。
これらの猛禽類は生態系の頂点に位置する生物である。
猛禽類はカエルやネズミやヘビなどの小動物や昆虫類を捕食している。
風力発電事業により、猛禽類がいなくなれば食物連鎖のバランスが崩れ、ネズミやもぐら、昆虫による農業被害
が大きくなることが懸念される。
また、能登半島はマガンや白鳥など渡り鳥の飛来ルートにもなっており、渡り鳥への影響も懸念される。
この風力発電事業が能登豊かな生態系のバランスを崩さないよう、細心の注意を払う必要がある。
事前調査では、月に3～4日だけで結論を出してしまうのではなく、長年地域の自然環境や猛禽類に接し、詳し
い方の意見をきちんと取り入れることが重要だと思います。

希少猛禽類の繁殖等につきましては、今後の現地調査の結果を踏まえ、本事業による影響
を予測し、風力発電施設の配置、環境保全措置の検討を行ってまいります。同様に、営巣地
が近隣で確認された場合には、工事の実施時期につきましても、営巣地と工事場所との距離
や繁殖時期等を勘案し専門家に相談しながら慎重に環境保全措置、工事計画の詳細を検
討していく予定でございます。
森林伐採による生息地等の減少による影響、渡り鳥の七尾湾等への飛来ルートへの影響、
鳥類のバードストライクによる衝突死等、動植物への影響については、方法書第6章に記載し
ております調査により現状を把握し、行政機関の調査結果等の情報収集に努め、専門家等
の指導・助言を踏まえ、可能な限り影響の回避又は低減に努めてまいります。また、風車稼働
後のバードストライクの発生有無の監視等も含めた動植物の環境保全措置及びモニタリング
調整等につきましては、今後、準備書段階において、風車の稼働に伴う鳥類への影響を調
査、予測、評価したうえで検討してまいります。
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45-7

【低周波音による健康被害について】
風車から出る騒音のシミュレーションは、平地で1基で行っているようですが、谷間では反響して被害が大きくな
ることが懸念され、複数の風車が建った場合には乱気流により予想できない音が発生する可能性があり、今回
の事業に関して適切なシミュレーションとは言えない。
貴社には、周辺住民の健康な生活を壊す権利はありません。慎重にあらゆる可能性を考えてシミュレーションを
行うべきです。
また、低周波音が健康被害の原因となっていることが示唆される報告が相次いでおり、低周波音をきちんと評価
できる測定法を導入するべきです。
Ａ特性は聴覚の機能が低周波音を聞き難いという特性を表したものであり、低周波音を正しく評価することがで
きません。Ｆ特性を用いるべきです。
1/3オクターブバンドも、代表周波数の大きさだけを表し、ここからずれた周波数は正しく評価されないので、シ
ミュレーションには適していません。シミュレーションには周波数成分を正確に捉える高速フーリエ変換分析法
（ＦＦＴ法）を用いるべきです。
これらの方法で、事業実施前・事業実施後の低周波も含めた騒音を正しく測定し、比較して評価できるようにし
ておくことが必要です。また、シミュレーションでの騒音の値と、これらの騒音評価のデータは周辺住民が比較で
きるように公開されなければなりません。
事業開始後の騒音が健康被害の原因となっていると医師により診断された場合には、事業者は被害者への補
償を行うべきです。

騒音のシミュレーションは今後の現地調査結果を踏まえ、複数機同時に地形も考慮して面的
に予測します。
低周波音につきましては、方法書において1/3オクターブバンﾄﾞ音圧レベル（F特性）で予測
することとしています。
FFT分析結果を用いた予測は、環境影響評価に用いることができる確立した予測評価手法
がないため、現状では対応が難しいと考えていますが、最新の技術や知見が確立された場
合には対応を検討いたします。
本事業においては、多くの事例と同様に、騒音レベル（A特性）と1/3オクターブバンﾄﾞ音圧レ
ベル（F特性）で予測を行う計画です。
調査結果、予測評価結果については、方法書と同様に準備書において閲覧可能です。
また、本事業につきましては弊社が責任をもって工事、保守管理を行うため、本事業に起因
する健康被害等につきましては補償をさせていただきます。

45-8

【他事業との複合効果の評価】
仮に、この事業単独ではそこそこの被害しか出さないとしても、複数の風力発電事業が進むことで被害が大きく
なる可能性が考えられる。
熊木川原流域には4つもの事業が計画されており、熊木川は原流域から水を集め集合して七尾西湾に流れるの
で、下流域では全ての事業の影響が重なり、大きな被害が出ることが考えられる。
低周波音による健康被害に関しても、谷の両側からサラウンドで低周波音に襲われるとどうなるのかについても
評価するべきである。
七尾西湾の漁業への影響については、熊木川原流域の4事業だけではなく、二宮川原流域の2事業も複合的に
影響を与えると思われる。
このように、実際に複数の事業が同時に進んだときにどうなるのかについてのシミュレーションが必要である。

本事業と周辺で稼働中又は環境影響評価手続中の他の事業者の風力発電所による累積的
な影響については、環境影響評価図書等の公開情報の収集や他の事業者との情報交換等
に努め、累積的な影響について適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風
力発電設備等の配置等を検討してまいります。

45-9

【雷について】
石川県は世界有数の雷の多い土地です。
特に冬季の雷による風力発電所落雷事故が多く、全国でも最も件数が多い。
冬季の雷は高構造物から始まる上向き放電が多く、欧州と比較し風車への落雷確率が高く、雷の頻度も欧州に
比べて一桁程度大きいと思われる。
実際に福井市の国見岳風力発電所では落雷による火災も発生しており、雷に対する十分な評価・対策が必要
である。

ご意見にある福井市国見岳風力発電所の例も含め、こういった事故の例を踏まえ規制基準
等の見直しがなされ日本における基準として雷を地中に逃がす構造や避雷針、羽の構造な
どの技術開発が進化しております。案件毎に国の基準を満足するような設計を経済産業省の
指導のもと行っていく予定です。

46-1

私達家族は能登の里山・里海の美しさ・豊かな恵みに魅力を感じて七尾市へ移住して来ました。
今回の計画で里山の美しい景観が奪われ、熊木川等下流の河川が氾濫し、山の地盤が弱くなることで土砂災
害が発生しやすくなるのではないかと心配しています。もちろん水そのものの質が変化してしまう可能性もゼロで
はないと思います。

景観への影響、水質の変化等につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の事
象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定です。
また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦覧、
説明会によりご説明させていただく予定でございます。また、併せて、景観については、いし
かわ景観総合条例や七尾市景観条例に従い、関係機関と協議しながら配慮していく予定で
ございます。
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46-2

能登の里山が育む美味しい水、それが海へ流れ出すことで豊かな海産物が育まれます。農業、漁業は里山の
方々の大切なしごとであり、文化です。
人々の暮らしへの悪影響が少しでも考えられる限り、巨大風車建設に賛成することはできません。

環境影響評価の中で、造成工事の影響、伐採工事の影響、工事機材の稼働による影響等環
境への影響と、風力発電設備稼働による環境負荷の低減について予測評価、比較を行い、
環境負荷をできる限り低減してまいります。
現状のままでは電気の多くを火力発電に頼っており、排出される二酸化炭素の影響で地球
温暖化が進んでしまうと考えます。
弊社、広く言えば国や世界が目指す二酸化炭素の排出量削減、地球温暖化防止は皆様の
考える里山の回復、維持と同じ将来を見ていると考えますので、地域、周辺の環境と共存が
できるよう行政、専門家、地域住民等関係者含めて検討していきたいと考えております。

47-1

地域住民の為にならない大規模な施設を、地域住民が守ってきた里山、里海、自然を壊して造るという事に疑
問を感じます。
「そうではない」と言われるのであれば、納得が得られるまで説明して下さい。具体的に、しっかりと。

再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼすものと
ならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の縮小
や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手続きで
あり、その手続きの中で地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取して事業の計画をして
まいります。
地球温暖化により経年的な環境の悪化が深刻となっている今、新しい取り組みによる対応の
必要があるかと考えますので、地域住民の皆様と一緒になって将来の地球規模の環境保
全、地域の里山里海の環境保全の両面に配慮した発電事業となるよう計画を検討してまいり
ます。

47-2

里山に生きるという事は、全ての生物、植物の多様性を尊重し、人間もその多様性を構築する一部であるという
事を大切にする。という事です。
少しでもどこかが欠けてバランスが崩れたら、元に戻せなくなってしまう。人間の目先の利便や欲の為にそういう
事になってほしくないと切に願います。

再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼすものと
ならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の縮小
や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手続きで
あり、その手続きを通して地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取し事業の計画をして
まいります。

48-1

風力発電の計画を知人から聞き、これほど大きな計画を能登に住んでいながら全く知らなかったことに驚きまし
た。私が知ったのは説明会が終わった後でした。住民に対する説明会はまだまだこれからだと思いますが定期
的に行い周知と理解を得てから計画を進めて下さい。オンラインでも行って下さい。

事業につきましては、各町会長への回覧依頼等でお知らせしておりましたが、現状周知が足
りていなかったということを真摯に受け止め、定期的に地域住民の皆様へのご説明を行うこと
や、説明会のオンライン開催についても各区長様、町会長様と相談の上検討してまいりま
す。

48-2

風力発電はクリーンで環境に良いイメージですが、設置予定地には向いていないと思います。近年、気候変動
による影響で地震や台風が増加しています。また、石川県は雷の多い土地です。風力発電の停止、故障、事故
の起こる可能性が高く危険です。

近年の気候変動による台風、局所的な強風、雷被害、地震により風車の構造等の基準は
年々見直しが行われ、より厳しいものとなってきており、それを満足できるよう技術開発も進ん
でいる状況です。基準に沿った設計を行っていくことや、雷・台風を事前に予測して風車を停
止する等適切な管理を行うことで地域住民の皆様へ与える被害の未然防止に努めてまいりま
す。

48-3

自然豊かな場所を壊して、風力発電を立てるということが環境保全と相反したことをしていると思います。能登地
方には海外のような広大な土地がなく、設置予定地周辺に民家もあります。
低周波音による健康被害が全くないとは言えないはずです。静かな山間部で暮らしている方にすれば工事音は
もちろん設置後の機械音に不快感を感じる可能性が高いです。

低周波音を含む騒音による影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の
事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定で
す。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦
覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。

48-4
これらの理由をもとに計画の再検討、住民説明の徹底を行って頂きたいです。地質、環境調査より先に住民の
意見をしっかりと聞いてから計画を進めるかどうか判断して頂きたいです。

事業につきましては、各町会長への回覧依頼等でお知らせしておりましたが、現状周知が足
りていなかったということを真摯に受け止め、今後は皆様との対話の数を増やせるよう調整し
てまいります。

49-1

「森は海のおかあさん」という言葉が示すように能登の豊富な海の幸は、能登の山に木があるからで、その大事
な木を伐採して、人工的な巨大な風車を建設するのは、そこに住む動物や昆虫たちのすむ場所も奪い、海の生
き物たちを追い出すということです。

ご心配されている本事業の実施に伴う、自然環境、生活環境への影響につきましては、今
後、事前に調査、予測を行い、ご心配の事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を
検討し、事業計画に反映していく予定です。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措
置については今後、準備書として公告縦覧、説明会によりご説明させていただく予定でござ
います。
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49-2

能登は先年、世界農業遺産に認められました。
能登の自然あってこその世界的遺産―残さねばならないものです。

世界農業遺産に掲げられている生物多様性は、「農業生物多様性（食料及び農業と関わりの
ある生物多様性及び遺伝資源が豊富であること）」とされていることを踏まえ、本事業では、例
えば、農林業と密接な里山の管理として、 スギ植林などの維持管理、単一な植生ではなく多
様な生物の生息環境となる雑木林等の 森林管理に協力していくこと等を今後検討してまいり
ます。 また、「能登の里山里海GIAHSアクションプラン」（能登地域GIAHS推進協議会、平成
28年6月）の内容を踏まえ、水稲栽培等の農業に関わりの深い溜池 を維持することで、溜池
に生息するゲンゴロウ類等の希少な水生生物や多様性 の保全として溜池への影響に考慮
し、必要に応じて本事業地内に含めることで保全 していく等の貢献を検討し、世界農業遺産
としての「能登の里山里海」との共存を図る努力をしてまいります。
最後に、無作為に風車を建設してしまうと環境破壊につながる可能性はありますが、弊社の
目指す地球温暖化の防止は里山の回復、維持と同じ将来を見ていると考えますので、地域、
周辺の環境と共存ができるよう行政、専門家、地域住民等関係者含めて検討していきたいと
考えております。

49-3

どうか能登の生物とそこに住む人の暮らしをこわさないで下さい。 貴重なご意見ありがとうございます。今後の事業計画の検討にあたっては、ご意見の内容に
配慮してまいります。
住民の皆様にきちんと理解していただけるよう丁寧に説明、対話を行うよう努めてまいります。

50-1

・人間の生活を護るためには、野生動物の生態系を壊さないことで、食物連鎖の頂点に立つ人間が生きている
のではないか？森林の開発は自然破壊ではないのか？

動植物への影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の事象が起こらな
いようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定です。また、現地調
査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦覧、説明会により
ご説明させていただく予定でございます。

50-2

・快適な生活をしようとする都市化の街の為に、農山村部の人たちに不快な生活をさせ犠牲になれと言っている
のではないのか？

弊社、広く言えば国や世界が目指す二酸化炭素の排出量削減、地球温暖化防止のために
行っている事業であり、都市部のもののみが得する事業ではございません。
本件は皆様の考える里山の回復、維持と同じ将来を見ていると考えますので、地域、周辺の
環境と共存ができるよう行政、専門家、地域住民等関係者含めて検討していきたいと考えて
おります。

50-3

・都市部の者が癒しを求め田舎へ来ても、巨大な機械の風車は自然景観を台無しにし観光にならないのではな
いのか？また、一過性の観光にしかならないのではないのか？風車が観光となるのはどんなものなのか？

本事業の実施に伴う、景観資源への影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、
ご心配の事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく
予定です。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として
公告縦覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。併せて、景観については、
いしかわ景観総合条例や七尾市景観条例に従い、関係機関と協議しながら配慮していく予
定でございます。

50-4

・田舎の人は静かな環境を好み生活をしている、そこに、風車のプロペラや支柱の風切り音、風が強いほど、音
が鳴り響くことのない対策はしてあるのか？観光で多くの人が来たとき地域の環境が悪くならないのか？

騒音による影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の事象が起こらな
いようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定です。また、現地調
査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦覧、説明会により
ご説明させていただく予定でございます。

50-5

・能登半島は、渡り鳥の休憩ポイントとしての重要な位置付けになっており、その環境を壊さない取組はどんなも
のなのか？

森林伐採による生息地等の減少による影響、渡り鳥の七尾湾等への飛来ルートへの影響、
鳥類のバードストライクによる衝突死等、動植物への影響については、方法書第6章に記載し
ております調査により現状を把握し、行政機関の調査結果等の情報収集に努め、専門家等
の指導・助言を踏まえ、可能な限り影響の回避又は低減に努めてまいります。

50-6

・そもそも、建設地域の住民が納得していないのに、何故事業が進んでいるのか？ 事業につきましては、各町会長への回覧依頼等でお知らせしておりましたが、現状周知が足
りていなかったということを真摯に受け止め、今後は皆様との対話の数を増やせるよう調整し
てまいります。なお、再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい
影響を及ぼすものとならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行
い、事業規模の縮小や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境
影響評価の手続きであり、その手続きの中で地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取
して事業の計画をしてまいります。
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50-7
・実際にトラブルや被害が出たときに、それを十分解消するだけの補償がされる可能性はかなり低く、その理由
は能登地域の広範囲に跨るからであり、事業をしたいが為にそれらしいデータを使うが、デメリットの説明がない
ことは、事業主の言い分は信用出来ない可能性が高い。

発生したトラブルや被害と、弊社の風力発電施設との因果関係が明らかになった場合は、そ
の状況、被害に応じた補償を行います。また、調査につきましては、技術者が中立的な立場
で行います。

50-8

・SDGｓと言っているが、10年20年先、事業を維持するために能登の里山を風車だらけにし、風車の維持管理・
建て替えなど、住民から電気代の名目で代金を取り続けるとしたら、それがSDGｓと言えるのか？

まず、国民から再エネ賦課金の名目で補助を得ているのは国の進める固定価格買取制度に
補填するためで、風車の維持管理、建替えを補償するものではございません。
SDGｓの7番目の目標には「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」とあり、この目標の達成
に向けた行動の一つとして、再生可能エネルギーの取り組みを強化していくことがあると考え
ます。かつて開発＝環境破壊とされていたころとは異なり、SDGｓでは、技術革新等により持
続可能な開発を行うことで世界規模の様々な課題を解決していくとするものであり、弊社で
は、持続可能な風力発電事業を目指すことにより微力ながらその一翼を担えればと考えてお
ります。そのために、環境影響評価の手続き等を通して、地域住民の皆様と一緒になって将
来の地球規模の環境保全、地域の里山里海の環境保全の両面に配慮した発電事業となるよ
う計画を検討してまいたいと考えております。

51-1

能登（中島）へよく訪れます。何が良いか。自然です。風力発電を観光に・・・。それなら行きたいと思いません。
私達の地方にない豊かな自然があるではありませんか。ミゾゴイ、湧水、イモリ、タガメ・・・。たくさんの自然をな
ぜ壊すのでしょうか。鳥の声が風車の人工的な音に変わり、山の強度も変われば、水の流れ（湧き水）も変わる
でしょう。貴重な田畑への影響は？人へのストレスは？希少動植物への影響は？たくさんの不安だけつのり、安
心材料はありません。遠くまで旅行して、風力発電を見に行くと思いますか？私達の地方には無いものがたくさ
んあるから訪れるのです。宝を持っているのに。失くしたら戻らないのに。
大好きな能登の姿を変えないでください。

再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼすものと
ならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の縮小
や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手続きで
あり、その手続きの中で地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取して事業の計画をして
まいります。
地球温暖化により経年的な環境の悪化が深刻となっている今、新しい取り組みによる対応の
必要があるかと考えますので、地域住民の皆様と一緒になって将来の地球規模の環境保
全、地域の里山里海の環境保全の両面に配慮した発電事業となるよう計画を検討してまいり
ます。

52-1

全国有数の雷の発生率の場所にまた雷の発生、落雷を誘導しそうな大型の風車を建てる計画には全く賛同で
きません。県内には落雷や冬場の暴風雨によって故障し稼働もできず、修理もできない風車が数ヶ所あります。

風況に関しましては、弊社の西海千ノ浦での西海風力発電所の実績や、風況観測等のデー
タを加味し、適地であると考えており、引き続き、風況についての詳細な観測を行い、安定し
た風力発電が行えることを確認している所でございます。
また、雷や暴風対策がなされている風車を採用する予定であり、その基準は過去の落雷、暴
風による事故から強化されたものであるため、能登で事業を行うことは不可ではないと考えて
おり、引き続き状況を見ながら計画をしていきたいと考えております。

52-2

事業者は建てるだけで、修理や、管理の事は自治体（税金）や他の業者に丸投げするのであろうという事が、お
およそ見当がつきます。
計画を中止して撤退してください。

責任をもって弊社の方で維持管理、修理等を行います。
今後、再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼす
ものとならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の
縮小や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手
続きであり、その手続きの中で地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取して事業の計画
をしてまいります。

52-3

計画が全て実施されれば能登半島に150基の風車が建設されます。他の事業の事は知らないと仰るのだと思い
ますが、何も感じませんか？

各事業者で計画初期段階では他社がどのような計画をしているかわからない状況にあるの
で、可能性のある大きな範囲で最大規模の発電所容量で公示しますが、環境影響評価の手
続きや地元との協議、行政との協議で建設までに様々な配慮がされていくものと考えます。
今後は住民の皆様への周知を徹底し、皆様がご納得いく事業を目指し説明会や協議の場を
増やしてまいります。

52-4

建設予定地付近に地元住民や県外からも多くのひとたちが慣れ親しんでいる藤瀬の名水という水が湧いていま
す。
百数十メートルの高さの風車を建てる為に、杭を打ち、重い基礎を乗せると水脈がつぶれ、湧き水や、田畑に入
る水にも影響が出ます。
どういう経路を通っているかなど人間の調査ではわかるはずもなく、評価のしようなどありません。
影響が出てしまった後に元に戻す事は不可能です。

水質、地下水につきましては、今後実施する現地調査の結果を基に予測及び評価を行い、
風力発電施設の配置、環境保全措置の検討をして、水質、地下水への影響に配慮していく
予定です。現地調査地点につきましては、現地踏査やヒアリング等により湧水、農業用水等
の利用地点等を選定し調査を行ってまいります。
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52-5

将来的にグリーンエネルギーは必要になると思います。
200ｍほどの山に200ｍ近くある大型の風車を建てるくらいなら、小型の風車を家1軒に1つ建てるとかにしたら良
いのではないですか？大型のものを建てて大きなリスクを背負うより良いと思います。環境の保全の見地と仰っ
ていますが、保全など、全く考えていませんよね？

貴重なご意見ありがとうございます。
再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼすものと
ならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の縮小
や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手続きで
あり、その手続きの中で地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取して事業の計画をして
まいります。
地球温暖化により経年的な環境の悪化が深刻となっている今、新しい取り組みによる対応の
必要があるかと考えますので、地域住民の皆様と一緒になって将来の地球規模の環境保
全、地域の里山里海の環境保全の両面に配慮した発電事業となるよう計画を検討してまいり
ます。

52-6

建設予定地周辺は、静かな山間地です。夜は特に静かです。
そこに大型の風車が回ると、確実に騒音になります。

低周波音を含む騒音による影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の
事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定で
す。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦
覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。

52-7
人を不快感を与えるものを作ってはいけません。 貴重なご意見ありがとうございます。今後の事業計画の検討にあたっては、ご意見の内容に

配慮してまいります。住民の皆様にご理解していただけるよう丁寧に説明、対話を行うよう努
めてまいります。

52-8

能登半島は世界農業遺産の認定を受けており、国定公園です。
環境に少しでも影響がある計画は認められません。

再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼすものと
ならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の縮小
や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手続きで
あり、その手続きの中で地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取して事業の計画をして
まいります。

53-1

低周波による健康被害の話を聞きます。 低周波音を含む騒音による影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の
事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定で
す。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦
覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。

53-2

近年は季候変動で各地で水害が増出しています。
山を削って木を切ると、水害が起こる確率が上がるのではないか心配です。

近年の想定を超える大雨による山からの土砂流出につきましては、これまでの経済活動等に
よる温室効果ガス排出等による地球温暖化等に伴う気候変動の一つという見方もあり、また、
過去にない雨量による土砂流出は、近年の林業の衰退により森林管理が行き届いていない
等の問題もあるものと考えます。本事業では、地球温暖化にかかる温室効果ガスの一つであ
る化石燃料による発電に伴う二酸化炭素の削減に微力ながら貢献できるものと考えます。ま
た、風力発電施設等の設置場所は、一時的に、樹林の伐採を行いますが、速やかに植栽等
を行い、それにより土砂流出の抑制に努めてまいります。また、本事業に伴う林道の補修、整
備、林業への協力等により健全な森林の維持管理、森林等を利用した観光業へのご協力
等、今後、地域への貢献を検討してまいります。

54-1

能登で小さな畑・田んぼをしながら生活する者です。山からの恩恵を受けて、暮らしております。
山に風車が建つと、今までバランスを取っていた生き物たちの暮らしが崩れ、もう一度再生するのはとても難しい
と感じます。
土砂崩れ、水脈の問題もあります。
あと、このあたりは、風が強すぎることもあり、既存の風車で、壊れてそのままになっているものが多くあります。と
ても無残な光景です。そしてとてもあぶないです。

動植物、水脈（地下水）の変化等につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の
事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定で
す。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦
覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。
風車施設の配置や資材搬入道路の検討にあたりましては、土砂災害等も検討要因の重要な
一つになりますので、土砂災害ハザードマップ等の既存資料の確認の他、今後、地盤のボー
リング調査等を行い、調査結果を踏まえ、土砂災害が起きないよう設計段階で検討する予定
でございます。
また、風車につきましては、安全基準により、一定以上の風速では風車を停止する機能が搭
載されております。また弊社では運転開始後のメンテナンスも含めた計画を作成し、適宜対
応いたします。
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54-2

計画される方は、能登の田舎だったら人も少ないし、ちょうど良いな、と思われると思いますが、ここにも人の暮ら
し、目に見えない生物の循環があることを心に留めて頂けたら、本当に嬉しいです。計画を中止して頂けること
を心から望んでおります。
ご自身の家の近くに同じものが建ったらどうだろう、とちょっと思いをめぐらせて頂けたら・・・。お願いします。

貴重なご意見ありがとうございます。地元の皆様と意見交換の場を定期的に設けさせていた
だきます。
今後、再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼす
ものとならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の
縮小や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手
続きであり、その手続きの中で地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取して事業の計画
をしてまいります。

55-1

以前、志賀町に住んでいました。
ある日、ふと見ると、いつもは見えている風車のプロペラが見えません。気になってふもとまで行ってみると、グ
シャグシャになって落ちていました。
おそらく落雷だと思うのですが、今回の計画の風車もこういう結果にならない保障はできないのではないでしょう
か？

落雷につきましては風車事故が起こるにつれて規制が厳しくなることから風車の性能が上が
り、避雷針や羽の先端で電気を受けて地中に逃がす設計となっていること、落雷による被害
を抑えるために気象予測サービスなどを活用し事前に風車を停止させることで皆様にご迷惑
をおかけする事故が起こるリスクは限りなく低いものと考えております。
万が一、風車に起因する被害が発生した場合はその被害に応じ適切に補償をさせていただ
きます。

55-2

その他、地下の水脈への影響、水害の懸念、人体への影響など、地域にとってはデメリットが大きすぎると感じま
す。

再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼすものと
ならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の縮小
や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手続きで
あり、その手続きの中で地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取して事業の計画をして
まいります。

55-3
計画の中止を望みます。 ご意見を真摯に受け止め、地元の皆様のご理解を得られるよう重ねてご説明の場を設けさせ

ていただきます。

56-1

（前もって言っておくと、私は昔勤めていた某重電メーカーで発電機製作にも関わりましたし、営業マンとして発
電機販売もしていた者です）
風力発電は、ＰＲされる方では、自然エネルギーによる発電で環境負荷が少なく、カーボンゼロで、昼夜の別な
く発電できるなどと言いますが、建設される地元の者には、デメリットが非常に多いです。

56-2
低周波の騒音（意外とかなり大きな音で不定愁訴など健康面で問題）、風車を設置するために山林の樹林伐採
や道路や施設用地の広範囲な土木工事が必要です。

56-3

エンジン駆動の速く回転する発電機と違い燃料は要らないですが、発電容量は図体の割には小さく、多極式の
発電機にしてやっと緩い回転でも発電可能。その上、風力は安定せず、弱い風力でまわる効率のいい風車でな
いと、大方の時間は止まった状態になる。
よって多数基建てるとか大型化しないと、採算の合う発電は無理で、そうしようとすると今度はあちこちの山の自
然破壊を行うことになり（実際能登ではそれが既に起こって）ます。また能登というか北陸は、落雷が多く、ブレー
ドが焼け落ちたりという故障が何度も起きてます。採算合わなくなって、自然破壊するだけしてから放置となった
ら、またそれも大迷惑です。

風力発電機の性能につきましては、技術革新等で性能が向上しており、本事業の実施の際
には最新の機種を導入するため、風力発電機を長時間停止するような状態にならないように
致します。また、落雷につきましては風車事故が起こるにつれて規制が厳しくなることから風
車の性能が上がり、避雷針や羽の先端で電気を受けて地中に逃がす設計となっていること、
落雷による被害を抑えるために気象予測サービスなどを活用し事前に風車を停止させること
で皆様にご迷惑をおかけする事故が起こるリスクは限りなく低いものと考えております。
なお、風車に起因する被害が発生した場合はその被害に応じ適切に補償をさせていただき
ます。

56-4

また自然景観も下げますし、低周波のために鳥など動物が寄り付かなくなったり、回転する羽根などに巻き込ま
れ意外と渡り鳥など死んでると聞きます。

景観への影響、動植物の影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の事
象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定です。
また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦覧、
説明会によりご説明させていただく予定でございます。また、併せて、景観については、いし
かわ景観総合条例や七尾市景観条例に従い、関係機関と協議しながら配慮していく予定で
ございます。
なお、鳥類のバードストライクによる衝突死等、動植物への影響については、方法書第6章に
記載しております調査により現状を把握し、行政機関の調査結果等の情報収集に努め、専
門家等の指導・助言を踏まえ、可能な限り影響の回避又は低減に努めてまいります。

低周波音を含む騒音による影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の
事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定で
す。また、風車設置のための取付道路はなるべく既存の林道の使用を検討しております。
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56-5

業界ではウインドファームといって、風力発電の敷地をファーム（農場）と言う言い方をしてるのも知ってますが、
これは逆に言えば、広大な敷地が必要な証拠です。初期費用は非常に高く、しかも耐久年数は20年程度と聞い
てます。

風力発電を行うのに必要な用地は風車建設用の平場、管理道路のみとなっており、初期費
用は高いですが、安定した風況の立地であれば事業採算は十分に確保できると考えており
ます。
また、風車の耐久性については適切なメンテナンス、部品の交換を行うことで安全な運営を
行ってまいります。風車メーカーの保障契約も運転開始前に行うため、適切な管理体制のな
い事業者や発電所には風車の供給はないという事になります。
なお、ご指摘のウインドファームの「ファーム」は、広大な土地を意味しているものではなく、風
を収穫する農場という意味で使用されております。

56-6

果たして風力発電が能登に向いているのか非常に疑問です。
私としては御社の方で計画を断念することを望みます。

風況や送電網等の状況等から、当地は風力発電に適所として選定いたしておりますが、再生
可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼすものとならな
いよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の縮小や中止
も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手続きであり、
その手続きの中で地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取して事業の計画をしてまいり
ます。

57-1

・落雷に対する対策法を具体的に示して頂きたいと考えます。又、雷による損傷が発生した場合等、最悪値での
対処トレサビリティーを示して下さい。

落雷につきましては風車事故が起こるにつれて規制が厳しくなることから風車の性能が上が
り、避雷針や羽の先端で電気を受けて地中に逃がす設計となっていること、落雷による被害
を抑えるために気象予測サービスなどを活用し事前に風車を停止させることで皆様にご迷惑
をおかけする事故が起こるリスクは限りなく低いものと考えております。
最悪のケースとして、風車稼働中に落雷によって風車の羽が破損した場合、風車の運転をた
だちに停止し、クレーン等の手配を行い破損した羽の早期撤去・交換に努めます。
また、風車に起因する被害が発生した場合はその被害に応じ適切に補償をさせていただきま
す。

57-2

・騒音に対する基準を国が定める所より厳しく評価される事を望みます。 環境基準の類型指定がされている地域につきましては、環境基準を遵守の上、さらに「風力
発電施設から発生する騒音に関する指針」に従い、可能な限り騒音の低減に努めてまいりま
す。

57-3
・事業継続困難等を想定した、地権者、地元が不利になる事がない様、責任を持って対処する方法を示して下
さい。
地域住民が、安全・安心して暮らせるよう配慮した計画・理解を得られるような御社の対応を強く求めます。

環境影響評価とは別途、今後の事業計画の進捗に合わせて、地域住民の皆様のご理解を
得られるように、事業内容だけでなく、土地や補償についての契約内容も丁寧に説明してま
いります。

58-1

騒音問題・水害・風害・環境問題・害獣被害この五つの問題がある中で、農業遺産にも登録されたこの能登里
山里海に巨大で害悪極まる風車はいりますか？国・県や事業者は、どのような考えで風力発電施設を、推進開
発したのでしょうか？
私の子供は「風力発電を建てたい人たちの家の真横に同じ風車を、たてて問題がなかったら建てればいいん
じゃない？」と言ってました。
「なるほどな。」と大人ながら思いました。
この感性をもち、これから地域を盛り上げていく若い未来ある戦力たちを、ないがしろにして、日本という国は、い
ま先導をきる老害たちによって自滅の道をたどっていくのですね。
本当に未来の日本を、地方を、自然を、子供たちの未来を考えて、もう一度、建設するかどうか話し合ってくださ
い。

地球温暖化で経年的に環境が悪くなって来ている今、国や世界規模で二酸化炭素の排出
量の削減が必須とされております。
これから数十年以上先の将来を考えるのであれば、現状維持ではなく新しい取り組みにより
変革を起こさなければならないと考えておりますので、将来の地球環境について行政や専門
家の皆様と真剣に話をしていきたいと考えております。

59-1

山は多くの恵みの源。豊かな森林があることだけで、気候の変動を柔らげたり、滋養豊かな水を育み、私たちの
命や暮らし、様々な産業を支えてくれています。豊かな山林は、林業者だけでなく、微生物、昆虫、小～大型動
物などが育んでくれています。大型の風力発電が山に立つという事は、周波数による様々な命への健康被害へ
の影響があり、安心して暮らせるという状況を奪ってしまいます。又、基礎コンクリート含め、大きな圧を山へ与え
る事、杭を地中深くまで入れる事は、山の水脈を破壊してしまう事に繋がります。水脈が破壊されると、山の植生
も健康に育つ事は難しいでしょう。私たちの世代では、ゆるやかな変化かもしれませんが子ども達の世代には負
の遺産として、定住する人が少なくなる可能性もあります。
大きく動き出した計画とは思いますが、どうぞ今一度、未来の世代人間以外の命をも視野に入れて考えて下さる
ようにお願い申し上げます。

再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼすものと
ならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の縮小
や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手続きで
あり、その手続きの中で地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取して事業の計画をして
まいります。
地球温暖化により経年的な環境の悪化が深刻となっている今、新しい取り組みによる対応の
必要があるかと考えますので、地域住民の皆様と一緒になって将来の地球規模の環境保
全、地域の里山里海の環境保全の両面に配慮した発電事業となるよう計画を検討してまいり
ます。
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60-1

環境の保全もそうですが、そもそも土砂災害が一番心配です。近年、集中豪雨が本当に多いです。このようなこ
とを考えましても今一度計画をしっかりと見直すなど地域住民とも意見交換をされたほうが双方のためになるかと
おもいます。

造成による影響を懸念されていることかと思いますが、林地での造成工事には開発許可が必
要であり、行政の担当課、専門家の指導のもと集中豪雨などにも耐えられる設計、治水能力
などが低下しないような設計、濁水対策の設計を行いますのでご心配されている事項が問題
とならないようにいたします。

61-1

① 風発の低周波によって、健康被害が出ても何の補償もないこと 低周波音を含む騒音による影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の
事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定で
す。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦
覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。
なお、万が一、本事業に起因する被害が生じた場合には責任をもって弊社が補償いたしま
す。

61-2

② 水源地に巨大な建造物を建てることで、農業用水の水量が減ったり枯渇することになれば、死活問題である
こと

造成による影響を懸念されていることかと思いますが、林地での造成工事には開発許可が必
要であり、行政の担当課、専門家の指導のもと集中豪雨などにも耐えられる設計、治水能力
などが低下しないような設計、濁水対策の設計を行いますのでご心配されている事項が問題
とならないようにいたします。

61-3

③ 人家から近すぎること 低周波音を含む騒音による影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の
事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定で
す。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦
覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。

61-4
④ いつも見慣れている何気ない山並みを、子々孫々に残すことが私達の使命であることetc…
依って、地元にはリスクばかり多く、いいことがひとつもない風力発電事業計画には断固反対します

貴重なご意見ありがとうございます。今後の事業計画の検討にあたっては、ご意見の内容に
配慮してまいります。住民の皆様にご理解していただけるよう丁寧に説明、対話を行うよう努
めてまいります。

62-1

能登の里山、里海の恵は豊かです。
四季を通して私達はその自然からの恩恵によって生きています。
山に風車を建設することは、その山だけの変化ではなく、川、海、生き物、能登全体に影響を及ぼすことになると
思います。
能登はどのように変わりますか？私達、子や孫達の生活は守られますか。
建設予定地の住民だけの問題ではありません。
能登に住む全ての人にていねいな説明と、理解を得た上で事業を進めていただきたいと思います。

本事業の実施に伴う、自然環境、生活環境への影響につきましては、今後、事前に調査、予
測を行い、ご心配の事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に
反映していく予定です。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、
準備書として公告縦覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。
また、地元の皆様のご理解を得られるよう重ねてご説明の場を設けさせていただきます。

63-1

どう考えても、そのような巨大な風車が、人体や動物たちに影響を与えない筈はありません。その風車の羽から
発する音、電磁波がどのように影響していくかは、一人ひとりの個人差もあると思いますから。試しにその事業開
発チームのメンバーが、誰か、その近くで住み込んでみたら良いでしょう。東京の机の上では分る筈もないことが
多々あるでしょう。誰か犠牲になるような事業はやめましょう。経済効果、利益、お金をもうけることだけの事業は
やめましょう。
誰かが、何かの事業を起こす時に、一人でも犠牲者が出ると分っていれば、それは当然考え直す必要があるで
しょう。どんなに精密な機械をもって測定したとしても、とてもそんな文明機では測れない、音、周波数、光り等々
があります。数ヶ月から数年、数十年と経て、徐々に浸透して深くなっていく（それはからだの内部に侵入してい
くという意で）音もありましょう。しかし、それよりも先ず、その風力、風車を設置し起動し始めた途端に、眠れな
い、頭痛する、動物たち、生き物たちの様子がおかしいとなれば、その音は、自然に生じた音ではなく、作為的
な、人工的な物から発した所為でしょう。単に金を得る。利益を得るだけの事業は、先が見えているでしょう。
全体が喜ぶ。誰１人として犠牲者を出さない。しかしその犠牲と思われる人（たち）を説得し、犠牲が犠牲ではな
いという確信があるならば、その事業は、その事業に携わる人々も、その事業に生き甲斐を感じ、皆なに喜ば
れ、生きる仕合わせを得ていくでしょう。
しかし心の根っこで誰か犠牲者が、病人が、心の病いが生じてくるだろうと思っているなら、その事業は進めるべ
きではない。それはその事業を企てているご本人の人生の為に。

貴重なご意見ありがとうございます。
再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼすものと
ならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の縮小
や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手続きで
あり、その手続きの中で地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取して事業の計画をして
まいります。
地球温暖化により経年的な環境の悪化が深刻となっている今、新しい取り組みによる対応の
必要があるかと考えますので、地域住民の皆様と一緒になって将来の地球規模の環境保
全、地域の里山里海の環境保全の両面に配慮した発電事業となるよう計画を検討してまいり
ます。

64-1
能登の自然豊かさが好きで関東より移住し40年ですが、今家から見える山々の尾根に大きな風力発電の計画
があると知りたいへん心配しています。

事業の進捗に合わせて、地元の皆様へ重ねてご説明の場を設け、ご不安な点を解消できる
よう努めます。
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64-2

建設のために山を削り木々を切ることで土砂災害や下流の稲田用水の汚れも心配。 水脈（地下水）の変化等につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の事象が
起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定です。ま
た、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦覧、
説明会によりご説明させていただく予定でございます。
風車施設の配置や資材搬入道路の検討にあたりましては、土砂災害等も検討要因の重要な
一つになりますので、土砂災害ハザードマップ等の既存資料の確認の他、今後、地盤のボー
リング調査等を行い、調査結果を踏まえ、土砂災害が起きないよう設計段階で検討する予定
でございます。

64-3

低周波による健康被害も報告されていますが．．． 低周波音を含む騒音による影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の
事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定で
す。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦
覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。

64-4

町内にはめずらしい鳥類も多く誇りに思ってきましたが、人や牛・鳥などに与える影響もあると思います。 本事業の実施に伴う、自然環境、生活環境への影響につきましては、今後、事前に調査、予
測を行い、ご心配の事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に
反映していく予定です。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、
準備書として公告縦覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。また、全国各
地で牧場の直近、敷地内にある風力発電所をリストアップし、駐在している管理者に影響に
ついてヒアリングを行った結果、搾乳率、出生率、寿命、肉質、性格等が変化しているものは
感じられず、牛も風車によって気にせずに近くに寄って生活しているという話を聞き、現地で
もその光景を確認しました。

64-5

もし健康被害や農業・畜産業に被害があった時は個人・団体各々にきちんとした補償は約束できるのでしょう
か。又、台風などで風車がこわれたり倒れたりした時や会社が事業を撤退した時には、どこの誰が責任を持って
山を元の状態にもどすのでしょうか。これらの心配がすべてなくならない限り建設は見送るべきだと思います。

万が一、本事業に起因する被害が生じた場合には責任をもって弊社が補償いたします。
事業を行っている発電所は、一定の風条件の安定した発電ができれば、その発電した電気
を電力会社が「固定価格買取制度」により安定した買取がなされます。このため、風況につい
ての詳細な観測を行い、安定した風力発電が行えることを確認している所でございます。ま
た、今までの弊社の風力発電事業における実績等を含め予備費を含む適切な運営費用を
計画しているため経営難になる心配はございません。
また、発電所に出資をし、運営管理をしている弊社が万が一倒産した場合でも、発電所は独
立して運営できる体制となっているため、金融機関が新たな出資運営会社を見つけてそこに
管理させるため、発電所がそのまま放置されるという心配はございません。

65-1

近年気候変動により、豪雨災害が全国各地におきています。私達の志賀町でも、近年、田畑や住宅が大きな被
害をうけました。巨大風車を建てるための林道工事や本休工事、送電線工事により、山すそから尾根に至るま
で、大規模に改変されます。この結果、山の保水力が低下し、土石流や洪水による住居や田畑への深刻な影響
が心配です。十分な調査をお願いします。

水脈（地下水）の変化等につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の事象が
起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定です。ま
た、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦覧、
説明会によりご説明させていただく予定でございます。
風車施設の配置や資材搬入道路の検討にあたりましては、土砂災害等も検討要因の重要な
一つになりますので、土砂災害ハザードマップ等の既存資料の確認の他、今後、地盤のボー
リング調査等を行い、調査結果を踏まえ、土砂災害が起きないよう設計段階で検討する予定
でございます。

65-2

また、地域の宝である、牡蠣の養殖は、里山の豊かな養分が熊木川を下り、七尾西湾に注ぐことで育まれてきま
した。この風車建設は、熊木川の源流域を取り囲む大規模な計画であり、七尾西湾の牡蠣養殖や漁業に深刻
な影響を与える可能性があります。海洋の調査も十分して下さい。

漁業等への影響につきましては、本事業地は海からの距離が離れているため、その間の河
川への影響を予測し、適切な環境保全措置を検討することで、下流の海域における漁業等
への影響を回避できるものと考えております。従いまして、事業地の流域にあたる河川の水質
について、影響があった場合に最も影響が大きくなる可能性があると考えられる河川の上流
地点を調査地点に選定し、今後現地調査をし予測を行ってまいります。事業地からの影響が
最も大きくなる可能性がある地点で予測を行い、その地点よりも下流の海域への影響がない
ことを調査していく予定であり、漁業への影響を軽視していることはございません。

66-1

風車建設の際は尾根の表土を掘削して広範囲に基礎のコンクリートを打設すると思われる。この施工によって地
表の保水に深く関わっている森林が失われるだけでなく、コンクリートに接触して強アルカリ性となった雨水が湧
水資源に流入し、麓の田畑の農作物に影響を与えるのではないかと危惧している。

風力発電機の建設に伴う水質の変化につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心
配の事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予
定です。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公
告縦覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。
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66-2

風車のブレードによる鳥類の死傷（バードストライク）については環境省が防止策を提案しているが、未だその有
効性は確認されていない。ブレード先端部の回転時速度は300ｋｍ/ｈになるため、大型鳥類が接近した場合避
けるのは難しい。相当数が死傷した後に鳥類は飛行ルートの変更を余儀なくされ、営巣場所も移動させられるこ
とになる。

バードストライクにきましては、方法書第6章に記載しております調査により現状を把握し、行
政機関の調査結果等の情報収集に努め、専門家等の指導・助言を踏まえ、可能な限り影響
の回避又は低減に努めてまいります。

66-3

世界農業遺産に認定されている能登の里山里海に巨大人工物を並べることは、Iターンで自然豊かな能登を選
んでくれた移住者の方々を裏切る行為である。国のお墨付き且つ地方なら好き勝手やっても許されるという驕り
があるのではないか。

貴重なご意見ありがとうございます。
世界農業遺産に掲げられている生物多様性は、「農業生物多様性（食料及び農業と関わりの
ある生物多様性及び遺伝資源が豊富であること）」とされていることを踏まえ、本事業では、例
えば、農林業と密接な里山の管理として、 スギ植林などの維持管理、単一な植生ではなく多
様な生物の生息環境となる雑木林等の 森林管理に協力していくこと等を今後検討してまいり
ます。 また、「能登の里山里海GIAHSアクションプラン」（能登地域GIAHS推進協議会、平成
28年6月）の内容を踏まえ、水稲栽培等の農業に関わりの深い溜池 を維持することで、溜池
に生息するゲンゴロウ類等の希少な水生生物や多様性 の保全として溜池への影響に考慮
し、必要に応じて本事業地内に含めることで保全 していく等の貢献を検討し、世界農業遺産
としての「能登の里山里海」との共存を図る努力をしてまいります。
今後、住民の皆様にご理解していただけるよう丁寧に説明、対話を行うよう努めてまいります。

67-1

私は温暖化で今までにない猛烈な台風がきて 風力発電の羽が折れてはしまいないか。また地震で柱が折れた
り倒れたりしないか心配です。東日本大震災が起きるまで原子力発電の全電源が喪失は有り得ないとしていた
ではありませんか。原子力と風力発電とは違いますだからといって自然の猛威を人の都合に合わせて安全です
と言い切れないことは日本各地で起きている今日までの自然災害が多くの犠牲の上に教えてくれています。事
実を都合よく解釈してはいけない。山に鋲が刺さったような画をみました。あの時の大人は取り返しのつかない
間違った選択をしてしまったと子や孫を悲しませないことをねがいます。

行政の管轄部署と協議の上、異常気象も想定した設計を行い、天災やそれによる二次災害
が起きないよう対策を検討してまいります。
地球温暖化で経年的に環境が悪くなって来ている今、国や世界規模で二酸化炭素の排出
量の削減が必須とされております。
これから数十年以上先の将来を考えるのであれば、現状維持ではなく新しい取り組みにより
変革を起こさなければならないと考えておりますので、将来の地球環境について行政や専門
家の皆様と真剣に話をしていきたいと考えております。

68-1

・低周波について

耳に聞こえない低周波に関し、地権者地域だけでなく、その周辺の方々が不安を抱いております。事例によれ
ば地域が引っ越ししなければならない場合もあるという記事も掲載されています。
超低周波（0-20Hz）と、低周波（20-100Hｚ）の騒音の整理が必要であると考えています
低周波を含むA特性については騒音レベルと風発からの距離、およびわずらわしさ（アノイアンス）の発生との間
に相関があるエビデンスが出ているのでセットバック距離をしっかりとれるよう再度調査を強く依頼します。またそ

のような専門家を交え最低限必要（出力によるかもしれないが目安として1500ｍ
＊

1＊2）なのが予防原則として必
須です
超低周波について適切に評価するために、A特性だけでなくG特性のモニタリングも要求します。
現在、能登に建設予定となっているもの、特に吉田地域建設予定の物は、大型となるため、既存の研究結果だ
けでははかりきれない影響もあるとし、再度適切な基準をもうけ、研究の余地が必要であると考えます
風発の出力規模や地形、製品メーカーによっても影響程度が異なるため、既存の基準で安易に建設することは
避けるべきと強く要求します。
今回七尾に設置されるものは1基あたり最大4300kw、既存の珠洲のもの（1500kｗ）よりは大型です。
最も近い住宅地からのセットバック距離の確保と、A特性に加えてG特性測定による低周波音のモニタリングを行
うことを強く要求します。
特定の周波数の突出などの影響がないかを知るために、周波数分析によってF特性を把握することも必要であ
り、これらは各地の風力発電所で計測されている事例があるので、容易に計測は可能であると思います。

低周波音を含む騒音による影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の
事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定で
す。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦
覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。
超低周波音域（0-20Hz）については、省令において影響が小さい項目として除外されたた
め、本事業の方法書では、主に低周波音域の可聴音（20-100Hz,周波数特性：平坦）につい
て1/3オクターブバンド音圧レベルを調査項目として記載いたしておりますが、参考にＧ特性
音圧レベルも測定を行ってまいります。
風力発電機の周波数特性（F特性）は、メーカーから提供いただけるように努めます。
なお、ご意見にある、「吉田地域建設予定の物」につきましては、別事業者のものと解します。

68-2

・音の影響について
建設予定地は山間の集落であり、普段はとても静かなところであり、大型風量発電が設置されることにより、音に
よる被害を懸念しております。

既存の設置地域の聞き取りと、その結果、対応策などを明確にし公開を要求します。

低周波音を含む騒音による影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の
事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定で
す。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦
覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。
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68-3

・投資にみあうリターンが見ないどころか、リスクが大きいと思うことについて

投資に見合う発電量があると思えないところの建設に関し、地元の利益もみえず、それ以上に生態系への影
響、人体、環境、農業、漁業へのリスクが大きいと考えます。

設置予定の七尾の丘陵地での平均風速は6-7km/h程度（NEDO）で、年中吹いているかといわれると、冬は季
節風が卓越しているけど、一番電気必要そうな夏はそれほど稼働できるとは思えません。採算基準をどこでみて
いるのかとても不透明でな上に、リスクが大きいと思えます

現状の蓄電技術、送配電網の状況では風力発電のみで電気を発電しているとご指摘の通り
2番目に需要の高くなる夏場の発電は低いものとなってしまいますが、政府は風力発電だけ
でなく様々な再生可能エネルギーを混合させてバランスよく発電を行うことや、近い将来蓄電
技術の発展、送配電網の整備で地域だけでなく全国に電気が流通するようになることでその
問題は解決していくと考えております。
平均風速と事業採算につきましては、NEDOの情報は検討初期段階の参考であり、実際に
は、観測塔を現地に建設して現地の風を計測し、過去の気象データと合わせて解析を行って
事業実施が可能ではないかという判断をしております。
自然環境等への影響につきましては再生可能エネルギーの発電所建設が著しい影響となら
ないように事前に検討し事業計画に反映していくのが環境影響評価の手続きであり、その手
続きの中で地元住民の皆様、専門家、行政の意見を取り入れて事業の計画を検討してまいり
ます。

68-4

・世界農業遺産の能登への生態系への影響について
能登地域には、ほかにはない猛禽類も生息しています。これらが減少、あるいは住めなくなる環境をつくること
は、それらがエサにしている動物が増え、生態系へ大きな影響があると考えます。
生態系へ大きな影響は、農業、漁業を生業としている生活へも影響を及ぼします。

調査期間も短く、近年、天候の変化が見えない中、短期間の調査で、どのような結果をだせるのか全く不透明
で、ずさんな調査としかいえません。

本事業の実施に伴う、自然環境、生活環境への影響につきましては、今後、事前に調査、予
測を行い、ご心配の事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に
反映していく予定です。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、
準備書として公告縦覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。また、「能登
の里山里海」が世界農業遺産の認定の際に景観に関して評価された点は、「生物多様性が
守られた伝統的な農林漁法と土地利用 ：前略・・・また、山の斜面を利用した棚田や谷間を
利用した谷地田、農業用の水源となる2,000を超えるため池などがモザイク状に展開され、生
態系が連続的に維持されるとともに、絶滅のおそれのある希少種を含む多くの生きものの生
息・生育場所になっています。 」「里山里海に育まれた多様な生物資源：シャープゲンゴロウ
モドキ、ホクリクサンショウウオ、イカリモンハンミョウなどの希少種を含む多くの生きものが生
息・生育するほか、300種以上もの渡り鳥が確認されています。・・・後略」とあります。
このことを踏まえ、本事業では、例えば、農林業と密接な里山の管理として、 スギ植林などの
維持管理、単一な植生ではなく多様な生物の生息環境となる雑木林等の 森林管理に協力し
ていくこと等を今後検討してまいります。 また、「能登の里山里海GIAHSアクションプラン」（能
登地域GIAHS推進協議会、平成28年6月）の内容を踏まえ、水稲栽培等の農業に関わりの深
い溜池 を維持することで、溜池に生息するゲンゴロウ類等の希少な水生生物や多様性 の保
全として溜池への影響に考慮し、必要に応じて本事業地内に含めることで保全 していく等の
貢献を検討し、世界農業遺産としての「能登の里山里海」との共存を図る努力をしてまいりま
す。

68-5

・水への影響
付近の水質調査だけでは全く不十分で、川下への影響も考慮した調査を要求します。近年の天候の急激な変
化と大雨により、吉田川では氾濫が頻繁におきています。山の上の環境がかわることにより、地盤がゆるみ、川
下への影響があることは明白です。このような観点から、広い範囲での影響を考慮した調査を専門家、地元住民
の聞き取りもふくめ行うべきであると思います。

本事業地の流域にあたる河川の水質について、影響があった場合に最も影響が大きくなる
可能性があると考えられる河川の上流地点を調査地点に選定し、今後現地調査をし予測を
行ってまいります。事業地からの影響が最も大きくなる可能性がある地点で予測を行い、その
地点よりも下流の海域への影響がないことを調査していく予定です。
また、風車施設の配置や資材搬入道路の検討にあたりましては、土砂災害等も検討要因の
重要な一つになりますので、土砂災害ハザードマップ等の既存資料の確認の他、今後、地盤
のボーリング調査等を行い、調査結果を踏まえ、土砂災害が起きないよう設計段階で検討す
る予定でございます。
なお、本事業区域の流域に吉田川はないものと考えます。
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68-6

・周知が不十分
建設予定の規模の大きさに対し、建設予定地あるいは、その近隣への影響が大きいと思えるにも関わらず、周
知が不十分で、説明も不十分です。
地権者と事業者の合意により進むことが法的に問題ないことかもしれませんが、影響範囲が大きいにも関わら
ず、地域住民への十分な説明がないまま建設が進むことは、今後の事業者、自治体、地域同士の争いのもとに
あることも予想されます。おきまりの手順だけですすめるのではなく、十分に近隣住民との話し合いを強く要望し
ます。環境にもよく、国策であると自負するなら、十分説得できる情報をお持ちのことと思います。単純に規定通
りに進め方だけでは、住民の理解をえることができるとは思えません。再度、リスクも含め十分な説明の機会を求
めます。

事業につきましては、各町会長への回覧依頼等でお知らせしておりましたが、現状周知が足
りていなかったということを真摯に受け止め、今後は皆様との対話の数を増やせるよう調整し
てまいります。

68-7

・霊的場所を建設予定とすることに対する懸念
赤倉山、瀬戸あたりは霊的にも地元、あるいは県外の方々からも訪問の多い場所です。そのような霊的に重要
な場所に、大型の風力発電が建設されることは、景観的にも問題があり、水場、自然への影響が大きく、経済を
優先するだけの建設には地元住民の理解を得られるとは思えません。建設に関し再度検討、撤回を求めます

本事業の事業実施区域からは、赤倉（蔵）山、瀬戸地域は十分な距離が離れているものと考
えます。

68-8

・大型風力発電の必要性のなさ
現在、電気が不足しているということなデーター的にも明らかであり、大型の風力発電建設はCO2削減にもなり
ません。

投資案件としての大型の風力発電は必要のないものであり、生態系、人体、環境へのリスクのほうが高いと考え
ます。

今回の建設予定は、未来へ残す負債が多く、子供、孫への負の遺産を丸投げしているだけの事業であると思わ
ざる得ません。
今後のエネルギーを考えるなら、地域でまかなるエネルギーへとシフトしていくべきと考えます。

貴重なご意見ありがとうございます。
地球温暖化により経年的な環境の悪化が深刻となっている今、新しい取り組みによる対応の
必要があるかと考えますので、地域住民の皆様と一緒になって将来の地球規模の環境保
全、地域の里山里海の環境保全の両面に配慮した発電事業となるよう計画を検討してまいり
ます。

69-1

住民の関心や心配に応えるような調査内容になっていません。地域特性も十分に考慮されておらず、かなり甘
い見込みで書かれているというのが、地元の人間の率直な感想です。資料にも十分にあたっているとはいえず、
簡単に入手できるもので、事業者に都合のよいように書かれています。地元の人間に資料の貸出などはほとん
ど依頼されていないようですし、資料が少ないものについては、地元の専門家や住民への聞き取りを行うなどし
て補完する必要があります。

また、本件は確実に住民の暮らしに負の影響を与える事業なので、将来的に補償が必要になる可能性が高いと
いえます。よって、住民の生活の質に関わる環境的な変化をみるためのベースライン調査を行うべきです。御社
の方法書では、その視点が欠落しているというより、むしろ補償が必要になる部分の調査をあえて外しているよう
に見えます。

以下に必要と思われるベースライン調査の一部を箇条書きにします。

・住民が飲用している湧水や井戸水の質（にごりなどといった単純なものではなく、ミネラル量やバランスなども含
む）
・水田に引いている用水の質、そこでとれる米の収穫高や品質
・住民の健康状態（騒音や低周波の影響を調べるため）
・獣害の状況
・里海の水質（牡蛎の養殖や漁業への影響を調べるため）
・牡蛎をはじめとする海産物の大きさや質
・観光や人的交流の状況、移住者数
・土砂災害や水害の状況
・落雷による被害や風害の状況

本事業に係る環境影響評価項目は、改正主務省令別表第6に示される風力発電所に係る参
考項目（影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目）を勘案し、事業特性及び
地域特性を踏まえ、項目を選定しております。
「住民が飲用している湧水や井戸水」、「水田に引いている用水」、「里海の水質」、「水産物」
への影響につきましては、本事業によるこれらへの影響要因は、いずれも上流側の地下水へ
の影響、濁水の発生に起因するものであり、また、ミネラル等への影響が生じる可能性はその
濁水によることになります。従いまして、濁水による影響を調査、予測することで適切にこれら
への影響を評価し、環境保全措置を検討してまいります。
「騒音や低周波の影響」については、健康被害を起こすような影響がないよう事前に予測評
価し保全措置を検討することが環境影響評価の趣旨ですので、そのための調査項目を選定
しております。
「獣害の状況」にきましては、環境影響評価の中では「獣害」としては扱いませんが、動物調
査の中で「害獣」とされるイノシシ、シカ類等を含む動物の調査を行います。その中で、動物
の生息環境、餌資源の変化などを踏まえてた予測評価を行ってまいります。
「観光や人的交流の状況、移住者数」に関連して、人と自然とのふれあい活動の中で、観光
資源とその利用状況を調査、予測評価してまいります。
「土砂災害や水害」「落雷による被害」「風害」等の災害、事故等は環境影響評価の対象とは
異なると考えられますが、別途、造成工事に係る開発許可手続きの中で土砂災害、風車の設
計段階で落雷や風害による事故等に配慮し、災害や事故の未然防止のための設計を検討し
てまいります。
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69-2

御社の方法書の縦覧および説明会の実施についての住民への周知は、極めて不十分かつ不適切でした。地
権者を除き、事業実施区域の住民のほとんどは、説明会はおろか、事業計画そのものについて知りませんでし
たし、現在も知らないままです。

また、説明会をすることで説明が済むとも、考えてほしくはありません。体調が思わしくない方、交通手段が限ら
れている方、障害がある方など、地域にはいろんな方がいるのです。そちらから出向いて、一軒一軒丁寧に説明
して回るべきではないでしょうか。もちろん、対象地だけでなく、迷惑をかけることになるすべての地域の住民に
対してです。

地権者に対しても十分な説明をしているとは言えません。風車の規模に驚いていらっしゃる地権者もいると聞い
ています。地上権設定契約でよいところだけをつまみ食いし、ボロボロになった里山を20年後に返すことになると
いう説明もされているのでしょうか。

里山から里海までの広い範囲に大きな影響が及ぶ事業であるにもかかわらず、地域住民の合意形成がなされ
ないまま一方的に計画が進むことは、住民自治の原則にもとることであると考えます。

よって、アセスメントのプロセスをいったん中止し、住民への適切な情報提供を行ったうえで、合意が形成するま
で待っていただきたく、よろしくお願いいたします。

貴重なご意見ありがとうございます。
方法書の縦覧及び説明会につきましては、法令に基づき周知を行い、その他にも七尾市の
広報や釶打分館の出しているお知らせへの掲載、各町会長への回覧依頼等でお知らせして
まいりましたが、現状周知が足りていなかったということを真摯に受け止め、今後は皆様との
対話の数を増やせるよう調整してまいります。

69-3

〇建設時だけでなく撤去の際にも、環境的に相当量の負荷がかかります（産業廃棄物の処理など）。人や動植
物にも影響を及ぼすことが予想されますので、建設時だけでなく、事業撤退後の発電機設備等の撤去にかかる
手順、工期、環境影響の調査、予測及び評価を計画し、示してください。

解体工事はその時点の最新の技術を用いて行うため、正確な工期、手順はお示しできかね
ますが、風車を解体したのちに現況復旧を行う予定で約1年程度の工期を要すると考えてお
ります。解体工事に関しましては、今後、関係法令に従って、適正に検討を行ってまいりま
す。

69-4

〇建設時の森林伐採および風車の稼働により、イノシシ等による農作物の被害や人への被害の危険性が増大
します。よって、獣害についても評価項目にあげ、調査、予測及び評価の実施をしてください。

イノシシ等による影響については、害獣としての扱いはございませんが、今後実施する動植
物、生態系の現地調査、予測評価の中の一部として、生息状況の変化等について取り扱予
測評価してまいります。また、イノシシなどによる農作物への被害については、風力発電所建
設との因果関係を示すのが難しいため、現状の皆様の問題解決として地域貢献の中で駆除
等へのご協力などを検討してまいります。

69-5
〇七尾市の景観計画では、建築物や工作物は「山稜の近傍にあっては、主要な視点場からの稜線を乱さない
ように、尾根からできる限り低い位置に配置するよう配慮する」と書かれていますので、尾根を削り、その上に巨
大な風車を建てるようなことはなさらないでください。

景観につきましては、いしかわ景観総合条例や七尾市景観条例に従い、関係機関と協議し
ながら配慮していく予定でございます。

69-6
〇多くの人から、疑問や意見が出されていると思いますが、納得のいく回答が得られず、懸念事項が一掃されな
い場合には、人や環境への悪影響は回避できないとみなさざるをえません。本事業計画には、ゼロオプションの
設定をお願いします。

皆様にご理解、ご納得いただけるよう対話の場を多く設定し真摯に対応させていただきます。

69-7

〇山頂を開発すれば山の崩落に繋がります。山頂は自然林のまま残すのが鉄則なのではないでしょうか。土砂
災害が起きれば、環境への影響は甚大です。災害の専門家を入れて、土砂災害のリスク調査をおこなってくだ
さい。また、万が一、土砂災害が起きた場合の責任と補償についてもご教示ください。

〇風車が建った地域では、土地や住宅は売りたくても売れなくなります。誰もそんなところに住みたくはありませ
んから。その責任は御社が負うべきだと考えますが、どのような責任の取り方をなさるのでしょうか。

〇市内のメガソーラーで、送電線の埋設工事が大きな問題になっており、再生可能エネルギーに対して、住民
の疑念が大きくなっています、御社の事業でも送電線が問題になることは必至ですが、どのルートで送電する
か、住民に適切な形で説明する機会は設けるのでしょうか。

〇風力発電設備を撤去する際には、どこまでの原状復帰をされるのでしょうか。基礎部分の大量のコンクリート
なども撤去するのでしょうか。されないということであれば、コンクリートを残す影響についての調査も求めます。

取り付け道路に関しましては既存林道をできるだけ活用し、必要に応じ風車輸送に耐えられ
るように補強は行う予定です。
造成による影響を懸念されていることかと思いますが、林地での造成工事には開発許可が必
要であり、行政の担当課、専門家の指導のもと集中豪雨などにも耐えられる設計、治水能力
などが低下しないような設計、濁水対策の設計を行っていくことで、ご心配されている事項が
問題とならないように対応してまいります。
再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼすものと
ならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の縮小
や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手続きで
あり、その手続きの中で地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取して事業の計画をして
まいります。
送電線は埋設を予定しておりますが、埋設ルートが確定したら準備書にてお示しします。
風力発電設備の撤去につきましては、風車の撤去、基礎コンクリートの撤去、伐採した部分
の植林を予定しております。地中に打ち込んだ杭につきましては周辺環境への影響を考慮
し、適切な対処を行うことを検討しております。また、風車の輸送、整備用に付ける道路につ
きましては、地元の皆様の意向により、撤去せずにそのまま残すことも考えられます。
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69-8

【土壌・水の汚染】
〇風車の潤滑油による土壌汚染がヨーロッパなどで問題になっています。対象地は多くの水脈が通っているの
で、土壌が汚染されると水も汚染されます。設置する場所を決める際には、水脈を十分に調べてください。少し
でも汚染の可能性があるなら、設置は控えてください。また、汚染に対する補償のベースとするためにも、土壌
や湧き水、井戸などの調査ポイントと調査項目を増やしてください。

ご意見にある、「風車の潤滑油による土壌汚染がヨーロッパなどで問題」の事例に関しまして
は、情報が不明です。このため、どこのメーカーの何時頃製造された機種で、どのような運
用、維持管理のもと、風車のどこから、どのように漏洩したものかは不明です。弊社では、国
内4箇所で合計21基の風力発電施設の運営をいたしておりますが、潤滑油の漏洩等や土壌
汚染等を起こすような行為の事例は発生しておりません。今後も、そういった可能性の情報収
集等を行い、弊社の風力発電施設の維持管理に役立て土壌汚染その他の未然防止に努め
てまいります。

69-9

【災害対策】
〇尾根を削ったり、木を大量に伐採したりすると山の保水力が下がり、土砂災害や水害が起こりやすくなると多く
の専門家が指摘しています。いくら対策を取ったとしても、ハザードマップの書き換えが必要になると思いますの
で、自治体ときちんと話し合い、ハザードマップ更新の費用も拠出してください。

林地での造成工事には開発許可が必要であり、行政の担当課、専門家の指導のもと集中豪
雨などにも耐えられる設計、濁水対策の設計を行っていくことで、ご心配されている事項が問
題とならないように対応してまいります。
上記の許可の基準が現状の各機能を損なわない設計とすることであるため、ハザードマップ
の更新については地元行政と協議の上必要となった場合検討させていただきます。

69-10

【累積的影響】
〇御社の事業対象地を含むエリアには、4事業・最大59基の巨大風車が建つことになります。事業者間でどのよ
うに調整なさるのでしょうか。また、環境アセスメントは累積的影響を考慮し、59基の巨大風車が建つ前提で行う
こととし、方法書は修正の上、再提出をお願いします。

本事業と周辺で稼働中又は環境影響評価手続中の他の事業者の風力発電所による累積的
な影響については、各事業における環境影響評価の進捗を踏まえ、環境影響評価図書等の
公開情報の収集や他の事業者との情報交換等に努め、累積的な影響について適切な調
査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備等の配置等を検討してまいりま
す。

69-11
【騒音・低周波】
〇対象地周辺には既存の風車がありますので、近隣の住民への聞き取り調査も行ってください。実際に健康被
害を受けている方もいらっしゃるので。

今後、既設の虫ヶ峰風力発電所の現状の把握に努めてまいります。また、周辺地域の町会
長様と相談し、地域の状況に配慮した調査を検討してまいります。

69-12

〇御社の方法書では、工事に伴う森林伐採の規模や影響についての調査項目が記載されていません。工事用
道路の表流水への影響、工事中の伐採の規模と、恒久的に森がなくなる部分を明らかにしてください。また、地
下水への影響を調査することも必須です。既存の湧水地の場所は、マッピングし、湧水量を確認すべきです。湧
水量は季節変動があるため、通年での調査をお願いします。

水脈（地下水）の変化等につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の事象が
起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定です。ま
た、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦覧、
説明会によりご説明させていただく予定でございます。
また、風車施設の配置や資材搬入道路の詳細な配置につきましては、今後の調査、予測評
価を踏まえ決定する予定でございます。その際に併せて、工事に伴う森林伐採規模（計画）
についてもお示しいたします。

69-13
〇「配慮書」で県知事が検討を求めた項目については、ほとんど見直しがされておらず、言葉だけのものになっ
ています。あまりにも不誠実なのではないでしょうか。県民と県知事を馬鹿にしているのでしょうか。

知事意見、その他のご意見につきましては、方法書に示しましたとおり、方法書時点で対応
する事項は対応し、準備書以降で対応すべき事項についてはその旨を示させていただいて
おります。

69-14

〇事業予定地は、宗教的に重要な「峨山道」にかかっていますが、そのようなところに巨大風車を建てていいの
でしょうか。曹洞宗の祖院である総持寺や羽咋市永光寺には相談されたのでしょうか。今年は総持寺の開創700
年にあたり、大きな行事なども控えているのですが、私自身を含め、曹洞宗の檀家にとってはかなりの侮辱で
す。宗教的なものの価値をあまりにもないがしろにしているのではないでしょうか。また、虫が峰はかつて山岳信
仰の対象であったのに、今では風車基地のようになっており、峨山道トレイルランの参加者からもかなりの不評を
買っています。現在のものより巨大な風車が林立するようになれば、トレイルランの開催にも影響があるのではな
いでしょうか。

トレイルランのコースにつきましては、人と自然とのふれあい活動の場の調査地点として、今
後、現地調査、予測を行い環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定です。ま
た、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦覧、
説明会によりご説明させていただく予定でございます。
なお、事業予定地は、民地でありますので土地所有者の合意のもと行ってまいります。
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70-1

2020年9月19日 広島西ウインドファームを考える会の「風力発電ができた町の話」の武田恵世さん（歯学博士、
日本島学会員）の講演会議事録を読む機会がありました。

武田博士は、日本で最初の最大規模風力発電所の近くにお住まいで、風力発電は環境にやさしく、火力や原
発を減らせると思い賛成だったとの冒頭句。
いろいろな研究を重ねた結果、結論として、風力発電を進めてはならないと結ばれています。
①原発の代わりにはならない。むしろ増やす。
②地球温暖化をむしろ進める。
③健康被害は深刻に過ぎるのに、業界は無視する。
④住民は理不尽な我慢を強いられる理由はない。
⑤地域が発展した実例はない。

要点を端折って、書かせていただきましたが、わかりやすい講演内容でした。
風力発電建設の必要性がどこにあるのか、凡人の私にはわかりませんでした。
視覚障害者の方は、視覚の障害がある分、違う能力に長けておいでます。
その方が、風力発電がもたらす低周波で異様な感じを受け取られていること。住民の健康に被害が及ぶのに、
建設を推し進める理由を明確に納得のいくように説明いただけませんか？

私にとって、風力発電は不必要なものです。建設に反対します。

世界的な異常気象による集中豪雨に伴う洪水等の被害が増大しているひとつの要因は化石
燃料の使用に伴うＣＯ2等の温室効果ガスの増加による地球温暖化があるものと思料します。
その地球温暖化の進行をストップするためには、化石燃料の使用に伴うＣＯ2排出量を軽減さ
せることが必要であり、これからの発電では、化石燃料による発電の比率を下げるために風力
等の再生可能エネルギーの発電所を適地にて建設していきたいと考えております。
今後、再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼす
ものとならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の
縮小や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手
続きであり、その手続きの中で地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取して事業の計画
をしてまいります。
地球温暖化により経年的な環境の悪化が深刻となっている今、新しい取り組みによる対応の
必要があるかと考えますので、地域住民の皆様と一緒になって将来の地球規模の環境保
全、地域の里山里海の環境保全の両面に配慮した発電事業となるよう計画を検討してまいり
ます。

71-1

風力発電機の建設にあたっては、予定地に至る場所には既存の道がないため、資材運搬用の林道の新設が
不可欠となる。この場合に新設される林道の道幅は3ｍ以上と思われるが、2.5ｍ以上の道幅の林道は、のり面が
高くなり崩壊のリスクが高まること、雨滴が直接地面にたたきつけるため、土砂の流出が増えることがわかってお
り、全国各地で山林の崩壊やそれに伴う河川の氾濫を引き起こしているという指摘が相次いでいる。能登地域は
赤土など、地盤が弱く土砂が流出しやすいことも懸念され、このような場所の斜面を切り開くことは災害を引き起
こす可能性が非常に高い。また、工事中、工事後の土砂流出により、河川及び流域の田畑、海にまで悪影響を
引き起こす懸念がある。

また、尾根筋の立ち木を伐採することで、地下の水脈が変わり、中腹の山林の木々が弱り、森林が本来持って
いる土壌保全や水源涵養の機能が損なわれることも懸念される（尾根筋に地下から水を吸い上げる力のある木
を植えることで、周辺一帯の地下の水量を保つことで、中腹の木々の成長が促されるという知見がある）。このよ
うな環境変化で弱った木は台風や水害、雪害への耐性も低くなり、二次的災害を拡大する恐れも十分に考慮さ
れるべきである。

世界農業遺産である能登の里山里海が、この建設により、大きなダメージを被ることは想像に難くなく、また、
一度失われてしまえば、復元することは不可能である。地域が力を入れている観光や移住促進にも悪影響があ
る。世界的にも貴重な環境を損なう可能性が非常に高い。

・土砂流出、斜面決壊、洪水の増大の懸念
・流域の水環境の悪化、田畑・水産資源への悪影響
・能登の里山里海文化、景観など地域資産を損なうリスク
以上を鑑み、今回の建設には反対の意見を表明します。

取り付け道路に関しましては既存林道をできるだけ活用し、必要に応じ風車輸送に耐えられ
るように補強を行う予定です。
造成による影響を懸念されていることかと思いますが、林地での造成工事には開発許可が必
要であり、行政の担当課、専門家の指導のもと集中豪雨などにも耐えられる設計、治水能力
などが低下しないような設計、濁水対策の設計を行っていくことで、ご心配されている事項が
問題とならないように対応してまいります。詳細は事業進捗に合わせ、詳細を検討し、その内
容については準備書にてお示しさせていただきます。
また水質への影響につきましては、今後、事前に調査、予測を行い、ご心配の事象が起こら
ないようできる限り環境保全措置等を検討し、事業計画に反映していく予定です。また、現地
調査、予測評価の結果、環境保全措置については今後、準備書として公告縦覧、説明会に
よりご説明させていただく予定でございます。

72-1

1）近年が豪雨が多く発生 水路にゴミがそこより溢（アフレ）たりして困る。能登里山里海道で困っている 地滑
り土砂の流れ発生

風力発電施設に関連する道路の管理も責任をもって行う計画であり、不法投棄につきまして
は法に則って適切に対処いたします。土砂災害については、造成による影響を懸念されてい
ることかと思いますが、林地での造成工事には開発許可が必要であり、行政の担当課、専門
家の指導のもと集中豪雨などにも耐えられる設計、治水能力などが低下しないような設計、濁
水対策の設計を行っていくことで、ご心配されている事項が問題とならないように対応してま
いります。
貴重な里山と共生できる道を地域の皆様とともに検討していきたいと考えております。
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72-2

2）電磁波が必要規模が大きいので・・・生物堺に異変を発生させないが心配不安である、人類の雌雄の偏りが
又た不妊者の増加等が？

電磁波につきましては規模にかかわらず安全基準を満たさなければならず、本計画でも当然
のことながら安全基準を遵守するものであり、問題ないということについて皆様に適切に理解
していただけるよう、丁寧に説明してまいります。

73-1

私は、この計画に反対です。理由は、大切にしている森林が減っていく原因になるからです。森林が減ると動物
が住む場所も減るし、水や空気などの環境も悪化します。つまり地球温暖化などの環境問題の原因をひきおこ
してしまうと思います。私は亡くなったおじいちゃんとよくこの森の水をくみに来ていました。その私の思い出もこ
わそうとしています。それに他の地域では、人へのひ害も出ているというのもききました。地球も、人も大切にそし
て、安心して住らせる環境をつくってほしいです。持続可能な社会のためのエネルギーを作れるのは良いことか
もしれませんが今ある自然をこわしてまでやるのは良くないと私は思います。もう一度考え直してもらえません
か。よろしくお願いします。

再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼすものと
ならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の縮小
や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手続きで
あり、その手続きの中で地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取して事業の計画をして
まいります。
無作為に風車を建設してしまうと環境破壊につながる可能性はありますが、弊社の目指す地
球温暖化の防止は里山の回復、維持と同じ将来を見ていると考えますので、地域、周辺の環
境と共存ができるよう行政、専門家、地域住民等関係者含めて検討していきたいと考えており
ます。

74-1

自然破壊ダメ絶対。 再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼすものと
ならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の縮小
や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手続きで
あり、その手続きの中で地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取して事業の計画をして
まいります。
地球温暖化により経年的な環境の悪化が深刻となっている今、新しい取り組みによる対応の
必要があるかと考えますので、地域住民の皆様と一緒になって将来の地球規模の環境保
全、地域の里山里海の環境保全の両面に配慮した発電事業となるよう計画を検討してまいり
ます。

75-1

子ども達のために。生後8カ月の子をもつ母です。他の市町村ですでに、低周波による頭痛や睡眠障害、子ども
の学習能力の低下などが報告されていますが、そういった事態がおきたときに、個別に補償をしていただけるの
か。
湧き水や、川の水にどんな影響があるのか。子ども達が使う水への影響をきちんと調べて下さい。

低周波音を含む騒音による影響及び湧き水や川の水質への影響につきましては、今後、事
前に調査、予測を行い、ご心配の事象が起こらないようできる限り環境保全措置等を検討し、
事業計画に反映していく予定です。また、現地調査、予測評価の結果、環境保全措置につ
いては今後、準備書として公告縦覧、説明会によりご説明させていただく予定でございます。
万が一、本事業に起因する被害が生じた場合には責任をもって弊社が補償いたします。

76-1

誰のためにこの設備、事業が展開されるのですか？
その事業はなぜこの美しい能登の地に展開しようとしているのですか？サスティナブルで名をあげてきた風車、
風力発電の環境への影響、そこに住み暮らす人々、動物、植物への影響も含め、何もサスティナブルなことでは
ないことを知っています。
様々な問題が生じている例は数多く知られています。
我々の先祖の生きたはるか昔からこの地に生まれたかけがえのない自然とその恵みを我々はこの数十年で壊わ
している事実をさらにくりかえしていくことには反対です。今一度、個々の意見を1つひとつ大切に受けとり、この
事業の見直しをお願い致します。大事な環境は巡って自らに戻ってくるものです。壊われた環境は壊われる暮
らしに続き、継っていくでしょう。そうならないように、何らかの見直し、中止をお願いします。

再生可能エネルギーの発電所建設が自然環境や生活環境等に著しい影響を及ぼすものと
ならないよう、環境への影響について事前に調査及び予測、評価を行い、事業規模の縮小
や中止も含む環境保全措置等を検討し事業計画に反映することが環境影響評価の手続きで
あり、その手続きの中で地元住民の皆様、専門家、行政の意見を聴取して事業の計画をして
まいります。
地球温暖化により経年的な環境の悪化が深刻となっている今、新しい取り組みによる対応の
必要があるかと考えますので、地域住民の皆様と一緒になって将来の地球規模の環境保
全、地域の里山里海の環境保全の両面に配慮した発電事業となるよう計画を検討してまいり
ます。
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